
 

 
23-053 
JR (P) 
人間 

ケニア共和国 
 

ケニア中央医学研究所 

研究機能強化計画 

 

準備調査報告書 

（先行公開版） 
 
 
 
 
 
 

2023 年 11 月 
 

 

独立行政法人 
国際協力機構（JICA） 

 

株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル 

株式会社 フ ジ タ プ ラ ン ニ ン グ 

ケニア共和国 

ケニア中央医学研究所 



 

 

ケニア共和国 
 

ケニア中央医学研究所 

研究機能強化計画 

 

準備調査報告書 

（先行公開版） 
 
 
 
 
 
 

2023 年 11 月 
 

 

独立行政法人 
国際協力機構（JICA） 

 

株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル 

株式会社 フ ジ タ プ ラ ン ニ ン グ 

ケニア共和国 

ケニア中央医学研究所 



 

序  文 
 
 
 
独立行政法人国際協力機構は、ケニア国ケニア中央医学研究所研究機能強化計画に係る協力準備調

査を実施することを決定し、同調査を株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル及び株式会

社フジタプランニングによる共同企業体に委託しました。 
 
調査団は、2021 年 12 月から 2023 年 11 月までのケニア政府関係者と協議を行うとともに、計画対象

地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 
 
終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
 
 
2023 年 11 月 

 
 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部 
部長 亀井 温子 
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要  約 

1. 国の概要 

東アフリカに位置するケニア共和国（以下、「ケニア」という）は、インド洋に面した 58.3
万 m2（日本の約 1.5 倍）の国土を有し、タンザニア、ウガンダ、南スーダン、エチオピア、

ソマリアの 5 か国と国境を接している。ケニアの国土および人口は、国土総面積 569,140km2

に対し、5,377 万人（2020 年世界銀行調査）と報告されており、1980 年の 1,642 万人、1990
年の 2,372 万人、2000 年の 3,196 万人、2010 年の 4,203 万人と比べ、継続して人口増加が進

んでいる。また、2019 年度出生率は 3.42 人であり、今後も人口増加が予想される。ケニア

の一人当たり GNI は 1,878 米ドル（2020 年：世界銀行）、GDP は 2,010 億米ドル（2020 年：

世界銀行）である。食品加工やビール、たばこの加工業の工業化が進んでいるもののコー

ヒー、紅茶、とうもろこしといった農作物生産を中心とする農業行国である。 

政治体制は 2017 年に 2 期目当選をしたケニヤッタ大統領が「統一、経済、開放性」の三原

則を掲げ、2030 年までに中所得国入りを目指す「ビジョン 2030」の推進を進めている。2022
年 8 月にケニヤッタ大統領の任期満了に伴い実施された大統領選挙では、ルト副大統領が

得票率 50.5％の僅差で勝利したが、対立候補のオディンガ元首相は開票結果に対する異議

申し立てを最高裁に行っている。 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

ケニア政府は、国家開発計画「Vision2030」において、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（以下「UHC」という）達成のための重点課題として感染症対策に取り組んでいる。ケニア

では、死因の第 4 位まで感染性や母子・栄養疾患が占めており（Global Burden of Disease 
2019）、近年でも公衆衛生対策の整備が不十分なことから、各種感染症の突発的な流行が報

告されている。また、新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」という）の拡大は、

新規感染者数の増加に伴う医療体制の逼迫のみならず、夜間外出制限や国内移動制限等、

人々の生活や社会経済にも深刻な影響を与えている。 

ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute: 以下、「KEMRI」という）は 1979
年に医学研究機関として設立され、我が国は約半世紀にわたり研究部門や実験室等の施設

整備や人材育成のための支援を行ってきた。その結果、KEMRI は東アフリカを代表する感

染症対策の研究機関となり、外部資金を利用した国外研究機関との共同研究や周辺国を対

象とする第三国研修を行うまでに発展している。COVID-19 対応では、ケニアの PCR 検査

の中核的役割を担い、ピーク時で約 5 割の検査を行っている。また、アフリカ疾病予防管理

センター（Africa Centers for Disease Control and Prevention: 以下「Africa CDC」という）から

は、KEMRI の検査水準が評価され、アフリカ域内で使用する検査キットの性能試験を委託

されている。 

一方、COVID-19 の世界的大流行を受けて、今後も発生しうる新興感染症に対応するために

は、現在 KEMRI が担う感染症研究及び緊急時の早期検査・診断の両機能をより強化するた
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めの施設及び機材整備の必要性が明らかになった。特に COVID-19 のような新興感染症に

関する研究やリスクの高い病原体を扱う検査・診断においては、バイオセーフティーレベル

（以下「BSL」という）3 実験室の活用が不可欠であるが、既存の BSL3 実験室（無償資金

協力「医療研究所改善計画」にて建設、1997 年）は手狭で収容人数が限られるため、一度に

複数の実験や検査・診断を行うことができないことが課題であり、BSL3 実験室の増設が必

要である。また、機材は老朽化が進んでいるため更新が必要であると共に、研究分野に横断

的に共用可能な機材を優先的に整備することで、KEMRI 全体での機材活用・維持管理の最

適化を図る必要性が確認された。 

「ケニア中央医学研究所研究機能強化計画」（以下「本事業」という）は、KEMRI の研究

施設及び機材の整備を通じ、感染症研究及び世界的大流行時における検査・診断の早期対応

の強化に寄与する。これによりケニア及び東アフリカ域内における新興感染症対策を含む

健康危機対応能力が強化され、「Vision2030」の実現にも貢献する。 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

(1) 現地調査時期 

調査団は以下の日程で計 2 回の現地調査を実施した。 

 第 1 回現地調査：2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 
 第 2 回現地調査：2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

(2) 設計方針 

KEMRI の所有する複合敷地内の一画をプロジェクトサイト（約 5,800m2）として、新施設内

の中核となる 2 つの主要ゾーン（バイオリスクコントロールゾーン、カンファレンスゾー

ン）を配置し、かつプロジェクトサイトの西側に隣接する既存研修棟の検査・研究部門との

動線に配慮した配置計画とする。 

新施設内で発生する感染性廃水については、新施設内で滅菌処理後、一部の排水は施設外の

中和槽を経由して別系統で、一般排水とともに施設外部に設置した浄化槽にて処理されて

公共下水道に接続する。 

新施設への人及び車両のアクセスは KEMRI 複合敷地内のメイン正面ゲートから構内道路

を活用し、プロジェクトサイトまで導き、プロジェクトサイト内の既存ゲートから新専用駐

車エリアを通り、新施設のエントランスにアプローチする計画である。 
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(3) 施設の基本計画 

施設コンポーネントの構成 

階 ゾーニング 室 名 面積 
［m2］ 

計 
［m2］ 

  研究所棟   

GF BSL-3 管理エリア BSL3（動物）実験室（両扉オートクレーブ、前室 3 室含む） 114.4 

408.0 

BSL3（細胞培養）実験室 
（両扉オートクレーブ、前室 3 室含む） 

115.7 

準備ホール（BSL3） 79.0 

バイオバンク（BSL3） 22.0 

サービス廊下（BSL3）（前室 2 室含む） 49.9 

更衣室（男性） 13.5 

更衣室（女性） 13.5 

BSL-2 管理エリア BSL2 実験室（中央）（前室 1 室、電子顕微鏡準備室 2 室含む） 87.7 

651.7 

BSL2 実験室（免疫）（前室 1 室含む） 64.8 

BSL2 実験室（臨床研究）（前室 1 室含む） 64.8 

BSL2 実験室（分子生物）（マスターミックス、PCR 室、電気
泳動室、前室 1 室含む） 

104.3 

コールドルーム 18.8 

準備ホール（BSL2） 74.8 

バイオバンク（BSL2） 31.8 

検体保管室 50.8 

更衣室 16.3 

サービス廊下 39.4 

洗浄室、ラボキッチン 75.7 

準備廊下 10.5 

検体受付 12.0 

GF バイオリスクコン
トロールゾーン 

エントランスホール 112.4 

587.1 

EV 4.6 

ホール 2 50.6 

トイレ 26.9 

オフィス、モニターコーナー 84.9 

所長室 20.6 

スタッフ室 31.8 

物品庫 50.8 

機材サービスセンター 124.1 

倉庫 1 6.1 

パントリー1 5.9 

授乳室 1 5.3 

倉庫 2 4.3 

廊下 40.7 

EPS 9.5 

階段 8.6 
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階 ゾーニング 室 名 面積 
［m2］ 

計 
［m2］ 

1F 

 

ホール 3、廊下 103.2 

439.1 

データセンター 103.9 

リサーチ室 1 20.6 

リサーチ室 2 19.1 

リサーチ室 3 17.5 

リサーチ室 4 17.5 

リサーチ室 5 53.0 

リサーチ室 6 35.9 

倉庫 3 23.8 

パントリー3 5.1 

車椅子用トイレ 6.4 

授乳室 3 4.4 

トイレ 26.9 

EPS 1.8 

GF Conference Zone メインエントランス、廊下 224.5 

712.3 

オフィス 2 23.5 

カンファレンスルーム 1 70.0 

カンファレンスルーム 2 73.1 

カンファレンスルーム 3 73.1 

カンファレンスルーム 4 65.6 

カンファレンスルーム 5 52.4 

バーチャルラボ 52.4 

パントリー2 6.2 

授乳室 2 7.0 

トイレ 58.5 

階段 5.1 

EPS 0.9 

1F  階段 37.6  

BF M&E 機械室 295.7 295.7 

1F  空調機械室 504.2 
772.6 

電気室 268.4 

研究所棟 計 3,904.1 

GF  ポンプ室、高架水槽 28.6 
 

オイルポンプ室 4.8 

合計 3,973.5 

延床面積 

 研究所棟 別棟 合計 

各階 地下 1 階 2 階 合計 給水室 オイルポンプ  

延べ床面積［m2］ 295.7 2,359.1 1,249.3 3,904.1 28.6 4.8 3,973.5 

建築面積［m2］    2,500.5 28.6 4.8 2,533.9 
出典：JICA 調査団 
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(4) 機材計画 

計画機材リスト 

No 機材名 

合
計
数
量

 

BS
L3

実
験
室

 
（
動
物
実
験
）

 
BS

L3
実
験
室

 
（
細
胞
培
養
）

 
BS

L2
実
験
室

 
（
中
央
）

 
BS

L2
実
験
室

 
（
免
疫
学
）

 
BS

L2
実
験
室

 
（
分
子
生
物
学
）

BS
L2

実
験
室

 
（
臨
床
研
究
）

 
機
材
サ
ー
ビ
ス

 
セ
ン
タ
ー

 
コ
ー
ル
ド

 
ル
ー
ム

 

バ
ー
チ
ャ
ル

 
ラ
ボ

 

会
議
室

 

1 滅菌器、縦型 8 2 2 1 1 1 1     

2 滅菌器、二重扉 A 1 1          

3 滅菌器、二重扉 B 1  1         

4 安全キャビネット A 4   1 1 1 1     

5 安全キャビネット B 2 1 1         

6 安全キャビネット C 2 1 1         

7 BSL3実験室校正キット 1       1    

8 遠心機、高速 6 1 1 1 1 1 1     

9 クリーンベンチ、卓上 1     1      

10 ドラフトチャンバー 1      1     

11 電子顕微鏡 1   1        

12 グローブボックス A 1 1          

13 グローブボックス B 1  1         

14 LCMS 1   1        

15 ラボシンク 5 1 1  1 1 1     

16 実験台、中央 A 8 1 1 1 1 1 1 2    

17 実験台、サイド A 18 1 1 3 3 4 3 2 1   

18 実験台、サイド B 2     2      

19 実験台、サイド C 1   1        

20 UPS A(1kw) 15 3 3 3 2 2 2     

21 UPS B (1.5kw) 2 1 1         

22 机 A 7         7  

23 机 B 58          58 

24 椅子 A 14         14  

25 椅子 B 172          172 
 合計 333 14 14 13 10 14 11 5 1 21 230 

出典：JICA 調査団 

4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

プロジェクトの実施に必要な工期は、施工規模や気象条件による施工上の制約、現地の建設

事情を踏まえて、実施設計 4.5 ヶ月、入札期間 4 ヶ月、施設建設および機材調達 19.5 ヶ月の

28 ヶ月とする。また、本プロジェクトに必要な概略事業費のうち、ケニア国側負担事業費

は 16 百万円と見込まれる。日本国側負担事業費は施工・調達業者契約認証完了後に公表す

る。 
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5. プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

以下に示す理由により、我が国無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判

断できる。 

 事業の裨益と事業目標の妥当性 
 ケニアの保健政策との整合性 
 我が国の援助政策との整合性 

(2) 有効性 

協力対象事業実施による直接効果（アウトプット）及びプロジェクト全体計画の実施により

将来達成が期待される効果（アウトカム）に関する効果指標を以下に記す。 

1) 定量的効果 

定量的指標として、「BSL3 実験室を使用する研究プロジェクト数」と「本無償資金協

力事業により実施可能となった 6 つの研究手法・手技のうち新たに導入された手法・手

技の数」を提案し、下表のとおり基準値と目標値を設定する 

定量的効果の指標 

定量的指標 
指標値 目標値 

（2028 年度） 
【事業完成 3 年後】基準年 基準値 

BSL3 実験室を使用する研究プロジェクト数 2022 年 4 プロジェクト KEMRI 計画値 
10 プロジェクト 

本無償資金協力事業により実施可能となった以下の研
究手法・手技のうち、新たに導入された手法・手技の数 
 
① BSL3 を用いた動物実験による前臨床試験 
② 動物実験による BSL3 病原体の病態生理の実験 
③ 未知の化合物の質量・構造解析 
④ ナノテクノロジー 
⑤ 病原体を含む組織・細胞の超微細形態学的解析 
⑥ プロテオーム解析（タンパク質の網羅的解析） 

2022 年 0/6 手法・手技 KEMRI 計画値 
6/6 手法・手技 

出典：JICA 調査団 

2) 定性的効果 

BSL 実験室を活用した分子疫学的技術を用いた高度な感染症動向の監視（サーベイラ

ンス）が行われている。 

感染症対応能力向上に向けた人材育成や研究交流にバーチャルラボが活用されている。 
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写  真 

  
写真 1 KEMRI のエントランスゲート。地元警察による

セキュリティチェックと手の消毒が行われている。 
写真 2 1985 年に無償資金協力によって建設された事

務管理棟。各部門のダイレクター室や講堂、図書館等が

位置している。 

  
写真 3 2005 年に JICA 無償にて整備された研修棟。

KEMRI 東側に位置し、建設予定地に隣接する。講義室や

感染症、寄生虫症対策に関する研究室が位置する。 

写真 4 エントランスゲートから建設予定地までの路面

状況。路面にクラックはあるものの、資機材の運搬に支

障はない。 

  
写真 5 建設予定地を隣接する研修棟から望む。新施設

の建物配置は、敷地西側にある高低差と記念樹に影響が

ない範囲とする。奥に見える既存建物 3 棟とコンテナ 1
基は先方負担にて撤去を予定。 

写真 6 建設予定地を東側より望む。敷地内には大きな

高低差はなくほぼ平坦である。手前に見える既設のマン

ホールと配管は先方負担にて移設を予定。 



vii 

  
写真 7 高架水槽と受水槽の建設予定地。既存コンテナ

2 基は先方負担にて移設を行う。隣には 1985 年に無償

資金協力にて整備された電気室がある。 

写真 8 バイオテクノロジー研究開発センター内の

リューシュミア研究室。実験室内にはラボシンクや安全

キャビネットが設置されている。 

  
写真 9 安全キャビネットを点検する様子。安全キャビ

ネットは多くの実験棟に設置されており、計 39 台が

KEMRI 内に設置されている。 

写真 10 動物飼育棟の飼育ゲージ。1985 年に JICA 無

償にて整備されたのち、2005 年に改修が行われている。

現在、ラット、マウス、モルモット、ウサギを使用した

実験が行われている。 

  
写真 11 伝統的医療センターに設置されている高速液

体クロマトグラフィー（HPLC）装置。採取した植物の分

析など、伝統医薬品の研究を行っている。 

写真 12 バイオテクノロジー研究開発センターや、ウイ

ルス研究センターに設置されているシーケンサー。

KEMRI は合計 7 台所有している。 
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写真 13 KEMRIで使用されているリアルタイムPCR装

置。微生物研究センターやウイルス研究センター、国際

寄生虫対策東南アフリカセンター等に設置されている。 

写真 14 事務管理棟のエントランスに位置する管理人

室。監視モニターと鍵貸し出しの管理が行われ、総合監

視盤が設置されている。 

  

写真 15 事務管理棟内の講堂。座席は約 60 席あり、プ

ロジェクター投影用のスクリーン、音響設備が設置され

ている。 

写真 16 研修棟のエントランス吹き抜け。内壁はケニア

国産のナイロビストーンが使用され、天井は天然木ルー

バーが使用されている。 

  
写真 17 2005 年 JICA 無償にて整備された建物の内外

装は統一してナイロビストーンのはつり仕上げが使用さ

れている。現地で安価に入手でき、主要な壁材料として

一般的に用いられている。 

写真 18 KEMRI の敷地南部に位置する 1985 年に JICA
無償にて建設された電気室。受変電設備、変圧器、非常

用発電機、燃料タンク等が設置されている。 
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写真 19 電気室内に設置されている非常用発電機。

KEMRI には 2 台のディーゼル発電機と燃料タンクが設

置されており、機械に記載された記録より定期的なメン

テナンスの実施が確認された。 

写真 20 エントランスゲート脇の駐車場に設置された

井戸ポンプ。現施設の給水は市水を利用しているが、供

給が不安定なため井戸も利用している。 

  
写真 21 2005 年に JICA 無償にて整備された受水槽。

市水と井水を合わせて受水槽に貯水している。6 面点検

可能なスペースが設けられている。 

写真 22 受水槽に隣接する高架水槽。こちらも 2005 年

に JICA 無償にて整備され、受水槽からポンプアップし

た後、各棟に給水している。 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

1-1-1-1 保健分野の現状と課題 

東アフリカに位置するケニア共和国（以下、ケニアという）は、インド洋に面した 58.3 万 m2

（日本の約 1.5 倍）の国土を有し、タンザニア、ウガンダ、南スーダン、エチオピア、ソマ

リアの 5 か国と国境を接している。エボラウイルス病（Ebola Virus Disease：以下、「EVD」

という）などのウイルス性出血熱（Viral Hemorrhagic Fever：以下、「VHF」という）の流行

地域や紛争地域と接していることから、日常的に VHF をはじめとする感染症対策の備えが

必要な地域に属している。 

ケニアは低中所得国であるが、新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）

の流行前までは 5％前後の GDP 成長率を保持しており、順調に経済発展が進行していた。

表 1-1 に示すとおり、サブサハラアフリカ地域の中では母子保健指標や HIV、マラリアなど

の指標は良好で年々改善しているものの、依然、世界水準には達していない。 

表 1-1 ケニアの主な社会経済及び保健指標 

項目 
ケニア 

（2015 年） 
ケニア 
（最新） 

サブサハラ 
アフリカ
（最新） 

世界 
（最新） 

最新 
データ年 

人口（千人） 47,878 53,771 1,136,047 7,761,620 2020 
人口増加率（％） 2.49 2.25 2.63 1.02 2020 
出生時平均余命（年） 64.8 66.7 61.6 72.7 2019 
粗出生率（人口千対） 30.7 28.3 34.8 17.9 2019 
粗死亡率（人口千対） 5.9 5.4 8.4 7.5 2019 
妊産婦死亡率（出生十万対） 353 342 534 211 2017 
5 歳未満児死亡率（出生千対） 49 42 73 37 2020 
新生児死亡率（出生千対） 23 21 27 17 2020 
HIV 新規感染者数（未感染人口千対） 1.18 0.67 0.81 0.19 2020 
結核感染者数（人口十万対） 380 259 220 127 2020 
マラリア感染者数（リスク人口千対） 72.2 70.1 219.1 57.4 2018 
一人当たり国民総所得（USD） 1,300 1,840 1,507 11,068 2020 
GDP 成長率（％） 4.97 -0.32 -2.01 -3.29 2020 
出典：世界銀行 オープンデータ（https://data.worldbank.org/）を基に JICA 調査団作成 

図 1-1 に示すとおり、ケニアの 2019 年時点の死因の順位は 2009 年時と比較して、経済発展

に伴う疾病構造の変化がみられ、非感染性疾患（Non-Communicable Disease：以下「NCD」

という）が増加傾向ではある。しかしながら、変わらず HIV/AIDS、下気道感染症、下痢症、

新生児障害といった感染症や母子・栄養疾患が 1 位から 4 位を占めており、ケニアの感染

症による疾病負荷と社会的損失は依然高い状況を継続しているといえる。 
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注） 順位の●は感染症及び妊産婦・新生児・栄養関連、○は非感染性疾患

を示す） 
出典： Institute for Health Metrics and Evaluation （IHME）のウェブサイト 

（https://www.healthdata.org/kenya）の表を基に JICA 調査団作成 

図 1-1 ケニアの死因の順位 

加えて、2019 年末からの世界的な COVID-19 の拡大は、ケニアにおいても一例目が確認さ

れた 2020 年 3 月 12 日以来、新規感染者の増加に伴う医療体制の逼迫のみならず、ロック

ダウン政策等による人々の生活や社会経済に深刻な影響を与えている。ケニア国内の 2022
年 3 月 22 日までの新規感染例と死亡例の発生動向を図 1-2 に示す。 

 
出典： WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard (https://covid19.who.int/region/afro/country/ke) 2022 年 3 月 23 日

アクセス 

図 1-2 ケニア国内の COVID-19 の新規感染者数と死亡者数の動向

（2022 年 3 月 21 日現在） 

2022 年 3 月 23 日ケニア保健省発表によると、累積検査件数は 3,482,807 件、累積新規感染

者数 323,319 人、累積死亡者数 5,647 人となっている。1 日当たりの新規感染者数で最も多

かったのは、第 5 波時の 2022 年 1 月 2 日の 4,918 人であった。2021 年 9 月 21 日時点で

 2009  2019  増減 2009-2019 

HIV/AIDS ➊  ➊ HIV/AIDS -41.5% 

下痢症 ➋  ➋ 下気道感染症 -4.9% 

下気道感染症 ➌  ➌ 下痢症 -30.1% 

新生児障害 ➍  ➍ 新生児障害 -11.3% 

結核 ➎  ⑤ 脳卒中 27.7% 

脳卒中 ⑥  ➏ 結核 -4.5% 

肝硬変 ⑦  ⑦ 虚血性心疾患 36.8% 

虚血性心疾患 ⑧  ⑧ 肝硬変 21.4% 

マラリア ➒  ➒ マラリア 35.0% 

髄膜炎 ➓  ⑩ 糖尿病 39.5% 

      

糖尿病 ⑫  ⓱ 髄膜炎 -15.3% 
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COVID-19 の PCR 検査を提供する検査室は全国で官民合わせて 52 か所あり1、保健省の公

衆衛生の検査機関である国家公衆衛生検査室（National Public Health Laboratory: 以下、

「NPHL」という）が中心となり、PCR 検査を実施している。 

ケニアでの COVID-19 ワクチンの接種は、2021 年 3 月から 18 歳以上の成人 2,700 万人を対

象に、2021 年 11 月からは 15 歳から 18 歳未満の未成年者 580 万人も対象として、主に

COVID-19 Vaccine Global Access（COVAX）2や二国間援助による支援とケニア政府負担でワ

クチンを調達し、実施が進められている。使用されているワクチンの種類はモデルナ社、ア

ストラゼネカ社、ファイザー社、ジョンソンエンドジョンソン社、中国国家医薬集団（シノ

ファーム）の 5 種類である。ケニア政府は 2022 年 6 月末までに成人の接種完了3率を 70％、

2022年末までに全成人の接種完了と 15-17歳の未成年者の接種完了率 50％を目指している。

2022年 3月 25日時点での成人の接種完了者数は 8,014,602人で接種完了率は 29.3％であり、

目標達成には遠い状況にある。また、2022 年初頭からはブースター接種が行われている4。 

2022 年 3 月 7 日、ケニア政府とモデルナ社はアフリカ初となる最新の mRNA ワクチン製造

施設をケニア国内に設立する基本合意書（MOU）を締結した。モデルナ社は年間 5 億回分

のアフリカ大陸で使用するためのワクチン製造を目指しており、需要に応じて 2023 年の早

期にアフリカで COVID-19 ワクチンの接種を可能にする計画に取り組むとしている5。実現

すれば、ケニアを含むアフリカ諸国において、ワクチン供給の不均衡の是正が期待できる。 

1-1-1-2 ケニア中央医学研究所の機能と課題 

(1) 法的位置づけと機能 

ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute: 以下、「KEMRI」という）は、1979
年に科学技術法（2013 年科学技術革新法に改正）に基づき独立法人（State Corporation）と

して設立された、人間の健康に関する医学研究機関である。KEMRI は 14 の研究センターで

構成されており、うち 8 センターがナイロビの研究所内、6 センターがキスム、ブシア、キ

リンヤガ、キリフィ、マンデラ、クワレに位置している。 

現在、KEMRI は 2021 年 3 月の法的通知第 35 号に基づき運営されており、その中で定めら

れている KEMRI の使命は、「研究、能力開発、イノベーションとサービス提供を通した人

間の健康と生活の質を向上させる」ことである。任務は下記の 7 点に定められている。 

 
1 ケニア保健省ウェブサイト COVID-19 PCR TESTING LABORATORIES AS AT 21.09.2021 

https://www.health.go.ke/wp-content/uploads/2021/09/COVID-19-PCR-LABS-TRAINED-ON-TRUSTED-TRAVEL-AS-AT-
21.09.2021-1.pdf 2022/3/28 アクセス 

2 「COVAX ファシリティ」は COVID-19 ワクチンを、複数国で共同購入し、公平に分配するための国際的な枠組み

である（参照：UNICEF ウェブサイト https://www.unicef.or.jp/kinkyu/coronavirus/covax/）。 
3 ケニアにおける接種完了（Fully vaccinated）とは、ジョンソンエンドジョンソン社のワクチンは 1 回、その他のワ

クチンは 2 回、接種済みであることと保健省で定義されている。 
4 ケニア保健省ウェブサイト KENYA COVID-19 VACCINATION PROGRAM- Daily Situation Report  

https://www.health.go.ke/wp-content/uploads/2022/03/MINISTRY-OF-HEALTH-KENYA-COVID-19-IMMUNIZATION-
STATUS-REPORT-24-TH-MARCH-2022.pdf 2022/3/28 アクセス 

5 ケニア保健省ウェブサイト Kenya signs with Moderna to establish its first mRNA manufacturing facility in Africa 
https://www.health.go.ke/kenya-signs-mou-with-moderna-to-establish-its-first-mrna-manufacturing-facility-in-africa/ 
2022/3/28 アクセス 
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 人間の健康のために健康、生物医学および公衆衛生の研究を実施する。 
 人間の健康に関する研究能力を高める。 
 人間の健康に関する研究と能力開発を実施する上で、他の国内及び国際的な研究組

織・機関と組み、協力する。 
 健康研究の方針と優先事項に関する事項について担当省庁に助言する。 
 科学的・技術的イノベーション及び知識の発見・伝達・強化に取り組み、経済的、

社会的、文化的、科学的および技術的発展における知的な営みを活性化する。 
 イノベーションのためのインキュベーションセンターを設立し、研究、政策立案者、

学界、産業界を医療用製品のバリューチェーンにリンクさせる。 
 その機能を実行するために必要または望ましい全てのことを行う。 

KEMRI は、上記任務に基づき、感染症を主とした疾病の基礎研究・臨床研究、治験、診断

キット・治療薬・ワクチンなどの医療用製品の開発研究といった橋渡し的な研究と、国内及

びアフリカ域内の感染症流行時の病原体診断や疾病サーベイランスの支援、医療用製品の

実用化と生産、併設の大学院（KEMRI Graduate School：以下、「KGS」という）での医学研

究の高度教育等を実施している。また、重要な役割として、これらの研究成果からのエビデ

ンスに基づく政策策定のための提言や助言を行っている。 

アフリカ域内においては、KEMRI は WHO アフリカ地域の新興・高危険度病原体6ラボラト

リーネットワーク（Emerging and Dangerous Pathogens Laboratory Network in the WHO African 
Region：以下、「AFR EDPLN」という）のアフリカ域内 14 リファレンスラボのうちの一拠

点である7。AFR EDPLN は様々な病原体の診断サービスを提供することを目指しているが、

危険な病原体の診断は、BSL3 実験室などの安全な実験環境下で実施されることが必須であ

る。現在、KEMRI には BSL3 実験室が一つ設定されているが、通常の研究活動で使用され

ている。しかしながら、2019 年時点での COVID-19 のような未知の感染症への備えとして、

KEMRI は AFR EDPLN として適切なウイルスリスク評価等を行うための施設設備を備えて

おく必要があり、施設内に複数の BSL3 実験室を備えておくことが望ましい。 

WHO は 2022 年、グローバル・ゲノムサーベイランス戦略（Global Genomic Surveillance 
Strategy）を発表し、パンデミック及びエピデミックの可能性がある病原体の遺伝子情報に

基づく監視活動（ゲノムサーベイランス）の強化と質の高い適時・適切な公衆衛生対策のた

めに、国内からグローバルのサーベイランスシステムの拡張を目指している。COVID-19 の

パンデミックにより、世界的にゲノムサーベイランスの重要性が認識され、促進される流れ

にあるといえる。 

 
6 新興・高危険度病原体（Emerging and Dangerous Pathogens：EDP）による感染症としては、代表的なものとして EVD、

リフトバレー熱、ペスト、サル痘、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome：SARS）、
野兎病、中東呼吸器症候群（Middle East respiratory syndrome：MARS）、ニパウイルス感染症、レジオネラ症、ラ

イム病、類鼻疽がある。以下を参照。WHO. Emerging and Dangerous Pathogens Laboratory Network (EDPLN) WHO
ウェブサイト https://www.who.int/publications/m/item/emerging-and-dangerous-pathogens-laboratory-network-(edpln) 
2022/4/15 アクセス 

7 2016 年 12 月時点で EDP リファレンスラボがある国は、アルジェリア、カメルーン、中央アフリカ共和国、コート

ジボアール、コンゴ民主共和国、ガボン、ガーナ、ケニア、マダガスカル、ナイジェリア、セネガル、シエラレオ

ネ、南アフリカ共和国、ウガンダの 14 カ国となっている。以下を参照。WHO AFRO. Report on the Status of EDPLN 
BSL-3 in Select Countries in the African Region. 2016 年 12 月 
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(2) 研究機関との連携 

KEMRI は国内、アフリカ地域や世界的な研究所及び学術機関との有益な連携を構築してい

る。アフリカ域内では、ガーナの野口記念医学研究所（Noguchi Memorial Institute of Medical 
Research）、タンザニアの国立医学研究所（National Institute of Medical Research）、エチオピ

アの健康・栄養学研究所（Health and Nutrition Research Institute）とウイルス学研究所（Ethiopia 
Virus Research Institute）、ウガンダのマケレレ大学医学部（Makerere University Medical School）、
ザンビアのザンビア大学医学部（University of Zambia Medical School）、ジンバブエのブレ

ア研究センター（Blair Research Centre）、南アフリカ共和国の南ア医学研究評議会（Medical 
Research Council of South Africa）、エジプトのスエズ運河大学（Suez Canal University）等と

連携している。 

国際機関としては、WHO、JICA、米国疾病対策予防センター（Centers for Disease Control and 
Prevention：以下、「CDC」という）、ウォルター・リード軍医学研究所（Walter Reed Army 
Institute of Medical Research）、英国 Wellcome Trust、米国国際開発局（United States Agency 
for International Development: 以下、「USAID」という）、英国医学研究評議会（Medical Research 
Council）、オランダ王立熱帯医学研究所（Royal Tropical Institute）、世界産業技術研究団体

連合会（World Association of Industrial and Technological Research Organizations）などが主な

共同研究先である8。 

このように、KEMRI では国内外の多数の共同研究者と共同研究を行っており、KEMRI の収

入の 6 割近くが共同研究者から拠出された資金である。共同研究プロジェクトの間接経費

で雇用されている人材や研究室に設置されている機材はそのプロジェクトのみでの使用に

制限されており、基本的に他のプロジェクトとの共有・使用は不可である。 

(3) 課題 

上記のとおり、KEMRI は国内のみならず、アフリカ地域及び世界的にも、医学研究の優れ

たセンターのひとつとしてランク付けされており、世界的な公衆衛生危機においても重要

な役割を果たす研究機関といえる。しかしながら、その重要な立場と任務を有し、多大な成

果の実現にもかかわらず、KEMRI は多くの現状の課題に直面している。 

「KEMRI Strategic Plan 2018-2023」の中で、健康研究への不十分な政府資金、ドナー資金へ

の高い依存、専門分野における不十分な人的資源、先端技術の実験室を含む限られた専門研

究施設、老朽化したインフラ、研究結果の不十分な理解、弱体な健康研究に係る法的枠組み、

が重要課題として示されている。同戦略計画中には、SWOT 分析9の結果「研究とイノベー

ション」、「コーポレート・ガバナンス」、「研究インフラ」、「KEMRI 大学院」、「財

政の持続性」を戦略テーマとし、「研究インフラ」については研究インフラと自動化プロセ

スのアップグレードを戦略目標としている。 

 
8 KEMRI ウェブサイト KEMRI https://www.kemri.go.ke/collaborators-partners/ 2022/4/26 アクセス 
9 SWOT 分析は、自社の事業の状況等を、強み（Strengths）、弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities）、脅威（Threats）

の 4 つの項目で整理して、分析する方法である。経済産業省ミラサポ plus ウェブサイト（https://mirasapo-
plus.go.jp/hint/16748/）から引用 
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調査団が確認した具体的な研究インフラ関連の課題としては、下記の点が挙げられる。 

 現在、BSL3 実験室は 1 室のみであり、KEMRI に課されている任務や高度な研究の

遂行には不十分である。既存の実験室は 1997 年に日本の無償資金協力で設置された

施設であり、機材も老朽化している。 
 研究所全体として、既存の実験機材は一般的な耐用年数を超えているものが多く、

先進的な研究を実施するための最新機材も不足している。また、共同研究者とのプ

ロジェクトで設置している機材は関係者以外の研究者が使用できない。 
 電子データの保存管理が不十分であり、サーバー等 ICT 設備も老朽化している。 
 実験手技のシミュレーションや講義、オンライン会議など、バーチャルで行う人材

育成や情報共有の施設が不足している。 

KEMRI が今後も発生しうる新興・再興感染症に安定して対応し、その診断や治療の研究を

発展させていくためには、医学研究及び緊急対応の両機能のキャパシティの増強と研究レ

ベルの高度化が必要である。特に BSL3 の病原体を扱う実験、BSL3 以上の病原体が疑われ

る未確認サンプルの取り扱い、細胞培養や動物実験を行う研究・開発においては、BSL3 実

験室の増設が必要不可欠である。 

1-1-2 開発計画 

ケニア政府は、2008 年から開始された長期国家開発計画「Vision2030」において、ケニアを

2030 年までに産業化とともに全国民が高い生活水準を享受する中所得国に変えることを目

標としている。第 3 期中期計画 2018-2022（Third Medium Term Plan 2018-2022：以下、「MTP 
Ⅲ」という）では、2017 年に示された「Big Four アジェンダ10」を通じた社会経済開発の推

進を軸としている。 

保健セクターの長期計画である「ケニア保健政策 2014-2030（Kenya Health Policy 2014-2030）」
は上位目標（ゴール）を「ケニア国民のニーズに対応するかたちで最高水準の健康を達成す

る」とし、そのための政策目標として、①感染症の排除、②非感染性疾患や精神障害による

負荷の増大の停止と減少、③暴力や外傷の負荷の軽減、④必須の医療ケアの提供、⑤健康リ

スク要因への曝露の最小化、⑥健康に関連する民間およびその他のセクターとの協力の強

化の 6 点を掲げている。政策の方向性として、上記政策目標の達成を促進するために投入を

行う必要がある 8 つの分野を、「保健財政」、「保健リーダーシップ」、「医療用製品と技

術」、「保健情報」、「保健人材」、「サービス提供体制」、「保健インフラ」、「研究・

開発」としている。「研究・開発」については、その投入効果を「国民の健康と発展を向上

するための政策立案と行動を導くうえで、研究が重要な役割を果たす文化の創造」とし、エ

ビデンスに基づいた政策策定や介入対象の特定のため、優先度を高くしている。 

現行の保健セクター戦略計画 2018-2023（Kenya Health Sector Strategic Plan 2018-2023）にお

いては、MTPⅢを踏まえて「UHC 達成の促進」を目指しており、すべての人に公平、安価

 
10 Big Four アジェンダとは、①製造業のシェアを GDP の 15％に引き上げ、②2022 年までにすべての国民の食料安全

保障と栄養改善、③ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（以下、「UHC」という）の達成、④少なくとも 50 万戸の

安価な住宅の提供を主要 4 本柱とする 5 年間の重点経済政策である。 
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でアクセス可能な質の高い医療を実現することをゴールとしている。政策目標は、①必須の

PHC サービスへのアクセス強化と改善、②全レベルの医療サービスへのアクセス増加と質

の向上、③緊急時の準備と対応、早期の回復とレジリエンスの制度化、④パートナーシップ

とセクター調整メカニズムの構築・強化、⑤保健システムの強化、⑥十分な資金調達の提唱・

動員の 6 点である。 

本戦略計画では、③「緊急時の準備と対応、早期の回復とレジリエンスの制度化」に含まれ

る戦略方針として「健康安全保障（Health Security）」が追記されている。健康安全保障の重

点分野として、①公衆衛生危機に対する早期警戒、サーベイランスとモニタリング、②全政

府レベルにおける緊急対応、緊急公衆衛生チーム、③緊急医療とリファラルサービス、④健

康緊急基金の 4 点が定められている。そのうち、①「公衆衛生危機に対する早期警戒、サー

ベイランスとモニタリング」について、保健省は公衆衛生の緊急事態を予防、検知、対応、

モニタリングのための取り組みを調整する国家公衆衛生研究所（National Public Health 
Institute：以下、「NPHI」という）を設立する計画である。より良い調整を確実にするため

に、NPHI は保健省の公衆衛生の関係部課・機関を傘下にまとめる位置づけとなる。保健省

の NPHI の法令通知（2021 年ドラフト）11によると、NPHI の職務は、公衆衛生検査室とサー

ベイランスシステム及び緊急時の準備と対応の強化、公衆衛生の人材育成、公衆衛生の調査

実施・促進、国民の健康及び保健関連指標の選択・測定、疾病予防とヘルスプロモーション

の支援、アドボカシー・コミュニケーション・社会的動員の実施、公衆衛生活動を支援する

政策や計画の周知、健康保護と規制及び執行能力の支援の促進、公平な医療サービスの評価

と促進、臨床現場における公衆衛生問題の評価・予防・管理の促進と定められており、公衆

衛生に関する業務全般に及ぶ。NPHI は米国 CDC の支援の下で既に保健省内で業務を行っ

ており、2021 年 11 月頃から Twitter で公衆衛生に関する情報配信を始めている。②「全政

府レベルにおける緊急対応、緊急公衆衛生チーム」については、緊急時や公衆衛生危機時の

調整と対応のために、各州に公衆衛生緊急オペレーションセンター（Public Health Emergency 
Operation Center: PHEOC）を設立する計画である。 

研究・開発分野においては、前期の保健セクター戦略計画 2014-2018 の期間の実績として、

KEMRI が 1,000 以上の新しい研究プロポーザルを承認し、1,200 以上の論文とその他 8 つの

成果品を作成し、毎年 5 つの政策概要（Policy Brief）を作成したことが記載されている。こ

のことから、KEMRI はケニアの研究・開発分野における代表的な研究機関として位置づけ

られているといえる。 

なお、「国および州レベルで統合された研究計画と能力開発イニシアティブの策定」、「効

果的な政策とプログラム開発のための研究とエビデンス生成への投入の強化」、「学術機関

との研究連携の強化」の 3 点が本戦略計画の研究・開発分野における方針として示されてい

る。 

以上のことから、KEMRI はこれまでの実績に裏打ちされた国内トップの医科学研究所であ

り、感染症をはじめとする医学研究、その研究成果に基づいたエビデンスベースの政策策定

 
11 ケニア保健省ウェブサイト The Kenya National Public Health Institute Order, 2021 (Draft). 

https://www.health.go.ke/wp-content/uploads/2021/09/Kenya-NPHI-Order-2021_Pre-Zero-Draft.pdf 2022/4/8 アクセス 
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の助言・提言、緊急時の感染症の検査診断とサーベイランスの支援、医薬品の研究・開発の

分野でその位置づけが確立されている。 

1-1-3 社会経済状況 

ケニアの国土および人口は、国土総面積 569,140 平方キロメートルに対し、5,377 万人（2020
年世界銀行調査）と報告されており、1980 年の 1,642 万人、1990 年の 2,372 万人、2000 年

の 3,196 万人、2010 年の 4,203 万人と比べ、継続して人口増加が進んでいる。また、2019 年

度出生率は 3.42 人であり、今後も人口増加が予想される。ケニアの一人当たり GNI は 1,878
米ドル（2020 年：世界銀行）、GDP は 2,010 億米ドル（2020 年：世界銀行）である。食品

加工やビール、たばこの加工業の工業化が進んでいるもののコーヒー、紅茶、とうもろこし

といった農作物生産を中心とする農業行国である。 

政治体制は 2017 年に 2 期目当選をしたケニヤッタ大統領が「統一、経済、開放性」の三原

則を掲げ、2030 年までに中所得国入りを目指す「ビジョン 2030」の推進を進めている。2022
年 8 月にケニヤッタ大統領の任期満了に伴い実施された大統領選挙では、ルト副大統領が

得票率 50.5％の僅差で勝利したが、対立候補のオディンガ元首相は開票結果に対する異議

申し立てを最高裁に行っている。 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

1-2-1 無償資金協力の背景・経緯 

ケニア政府は、国家開発計画「Vision2030」において、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（以下「UHC」という）達成のための重点課題として感染症対策に取り組んでいる。ケニア

では、死因の第 4 位まで感染性や母子・栄養疾患が占めており（Global Burden of Disease 
2019）、近年でも公衆衛生対策の整備が不十分なことから、各種感染症の突発的な流行が報

告されている。また、新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」という）の拡大は、

新規感染者数の増加に伴う医療体制の逼迫のみならず、夜間外出制限や国内移動制限等、

人々の生活や社会経済にも深刻な影響を与えている。 

KEMRI は 1979 年に医学研究機関として設立され、我が国は約半世紀にわたり研究部門や

実験室等の施設整備や人材育成のための支援を行ってきた。その結果、KEMRI は東アフリ

カを代表する感染症対策の研究機関となり、外部資金を利用した国外研究機関との共同研

究や周辺国を対象とする第三国研修を行うまでに発展している。COVID-19 対応では、ケニ

アの PCR 検査の中核的役割を担い、ピーク時で約 5 割の検査を行っている。また、アフリ

カ疾病予防管理センター（Africa Centers for Disease Control and Prevention: 以下「Africa CDC」
という）からは、KEMRI の検査水準が評価され、アフリカ域内で使用する検査キットの性

能試験を委託されている。 

一方、COVID-19 の世界的大流行を受けて、今後も発生しうる新興感染症に対応するために

は、現在 KEMRI が担う感染症研究及び緊急時の早期検査・診断の両機能をより強化するた

めの施設及び機材整備の必要性が明らかになった。特に COVID-19 のような新興感染症に

関する研究やリスクの高い病原体を扱う検査・診断においては、バイオセーフティーレベル
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（以下「BSL」という）3 実験室の活用が不可欠であるが、既存の BSL3 実験室（無償資金

協力「医療研究所改善計画」にて建設、1997 年）は手狭で収容人数が限られるため、一度に

複数の実験や検査・診断を行うことができないことが課題であり、BSL3 実験室の増設が必

要である。また、機材は老朽化が進んでいるため更新が必要であると共に、研究分野に横断

的に共用可能な機材を優先的に整備することで、KEMRI 全体での機材活用・維持管理の最

適化を図る必要性が確認された。 

「ケニア中央医学研究所研究機能強化計画」（以下「本事業」という）は、KEMRI の研究

施設及び機材の整備を通じ、感染症研究及び世界的大流行時における検査・診断の早期対応

の強化に寄与する。これによりケニア及び東アフリカ域内における新興感染症対策を含む

健康危機対応能力が強化され、「Vision2030」の実現にも貢献する。 

1-2-2 無償資金協力の概要 

本事業は、KEMRI に対し、感染症研究及び検査・診断の早期対応にかかる施設及び機材の

整備を行うことにより、COVID-19 を含む各種感染症の研究機能強化を図り、もってケニア

及びアフリカ域内（特に東アフリカ地域）における健康危機対応能力の強化に寄与すること

を目的としている。 

1-3 我が国の援助動向 

KEMRI の 1979 年の公衆衛生研究機関としての設立以降、我が国は約半世紀にわたり、絶え

間なく支援を実施している。また、これらの支援は、施設・機材整備（無償資金協力）と人

材育成（技術協力プロジェクトや第三国研修）の組み合わせにより、より高い相乗効果が発

揮されている。本事業も COVID-19 を含む感染症対策への貢献と目的を共有し、同時期に技

術協力プロジェクトの実施が予定されており、相乗効果を発揮すべく、密な連携が期待され

ていることがわかる。 

本事業に関連する主な支援を表 1-2 に、KEMRI 設立以降の主な医療事象、これに対する貴

機構の支援事業の変遷、及び本事業の位置付けを図 1-3 に示す。 

表 1-2 本事業に関連する主な支援 

援助機関 実施年 案件名 案件概要 

JICA 

2019-23 
東アフリカ地域における国際的
な脅威となる感染症対策に係る
ラボ能力強化（第三国研修） 

KEMRI を核とした地域内の研究協力、研修によ
る人材育成及びネットワーク化（ラボラトリー
ネットワーク）を推進。 

2012-17 

黄熱病及びリフトバレー熱に
対する迅速診断法の開発とそ
のアウトブレイク警戒システ
ムの構築（技プロ） 

アルボウイルスによって引き起こされる黄熱
病、リフトバレー熱の早期封じ込めを目指し、
長崎大学熱帯医学研究所の協力のもと、KEMRI
にて検査キットの開発、SNS を活用したアウト
ブレイク警戒システムの開発を実施。 

2002-05 
KEMRI感染症及び寄生虫症対
策施設整備計画（無償） 

HIV-1 及び B 型肝炎ウイルス用血液検査キット
の製造施設、同付属動物舎、研修施設の新築・
改修、関連機材の調達・据え付け。 

2001-06 
KEMRI 感染症研究対策プロ
ジェクト（技プロ） 

HIV/AIDs、ウイルス性肝炎、日和見感染症の対策のた
め、KEMRI の実験室ベースの研究能力強化、血液ス
クリーニングキット製造の技術向上、人的資源開発。 



1-10 

援助機関 実施年 案件名 案件概要 

2003-07 
1998-01 

血液安全性セミナー（第三国
研修） 

KEMRI 及び周辺国からの研修生に対し、ウイル
ス性肝炎及び HIV/AIDS の血液検査技術力向上
を目的とした研修。 

1997-99 
感染症研究対策プロジェクト
Ⅱ（無償） 

感染症研究対策プロジェクトⅡで、主に HIV の
培養を行うための高度安全実験施設（BSL3 実
験室）の整備。 

1997-99 KEMRI 改善計画（無償） 主にHIVの培養を行うための高度安全実験施設
（BSL3 実験室）の整備。 

1990-96 
感染症研究対策プロジェクト
Ⅰ（技プロ） 

HIV/AIDS、ARI、ウイルス性肝炎にかかる研究開発事
業への技術協力。現地生産 B 型肝炎診断キットの改
良（凍結乾燥化）、HIV診断キットの現地生産開始等。 

1985-90 

KEMRIプロジェクト（技プロ） ウイルス学（下痢症、ウイルス性肝炎）、細菌学（下
痢症）、寄生虫学（住血吸虫症）の基礎研究・疫学
研究、B 型肝炎診断試薬製造にかかる技術協力・移
転。 

1981-85 
中央医療研究所建設計画（無
償） 

1979 年、かつて東アフリカ医療研究協会のもと
にあった複数の研究所を統合して設立された
KEMRI の、ナイロビ本部施設の整備。 

1979-84 伝染病研究対策プロジェクト
（技プロ） 

下痢症を中心に、ウイルス、細菌、寄生虫学分野に
関する協力。機材修理含む。 

WHO 2012 
Regional Course on 
Programmatic Management of 
TB, Tb/HIV and Drug Resistant TB 

WHO、KEMRI、民間企業、大学などの研究者が
KEMRI にて HIV/AIDS に関する 6 週間の共同研
究プログラムを実施。 

CDC 2012 
The KEMRI/CDC Health and 
Demographic Surveillance 
System 

HIV や結核、マラリア、下痢症の治療やワクチ
ンの有効性・効果、罹患率や死亡率などの横断
的な統計データインフラサービスの構築。 

Africa 
CDC 2016 

Evaluation of COVID-19 
screening Kits 

PCR 検査キットの評価、開発、7,000 件以上の
検査実施、及び、検査、準備に関するスタッフ
のトレーニング。 

出典：JICA 調査団 

 
出典：JICA 調査団 

図 1-3 KEMRI に対する貴機構の支援変遷と本事業の位置付け 
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1-4 他ドナーの援助動向 

研究機能強化に関する他ドナーの支援は確認できなかった。一方、国際機関及び大学等との

共同研究は数多く実施されており、2020-2021 年度には感染性及び寄生性疾患に関する共同

研究プロジェクトとして 57 プロジェクトが記録されている。共同研究者には WHO、大学、

Welcome Trust 等に加えてケニア政府の名前も挙げられている。 
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第2章 プロジェクトの実施体制 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

上記 KEMRI 組織図の人員数を合計すると、全職員数（正規職員）は 860 人となる。下位の組織

の人数が 0 になっている Directorate は、Directorate のボックス内の数字が合計の人員数である

（例：Directorate of Research & Capacity Building は下位の 2 課を含めて 17 人の配置）。ボックス

内の数字が 0 になっている Directorate は下位の組織に人員が配置されている（例：Directorate of 

Corporate Services は下位の 7 課にそれぞれ人員配置されており、合計数は 140 人である）。正

規職員の他、共同研究者の各研究プロジェクトが雇用する有期契約職員 4,221 人（2021 年）が

配置されている。 

本事業により整備される新施設は、研究開発局（Directorate of Research and Development）の下で

既存の人員によって運営管理される。また本施設の維持管理についてはコーポレートサービス

局（Directorate of Corporate Services）のエンジニアリング・メンテナンス部が担当する。3-2-4-8

で述べる通り、新施設で整備される BSL2 及び BSL3 実験室に求められる空調、排気及び陰圧

管理、及び感染症廃液排水処理の維持管理能力を強化するためのソフトコンポーネントを検討

する。 

2-1-2 財政・予算 

KEMRI の過去 5 年間の収支を以下に記す。施設及び研究機材の運営維持管理費用は「使用料

（電気、水等）」及び「修理維持費」の費目となり、過去 3 年では KES 143 Million（2020-2021）、

KES 149 Million（2019-2020）及び KES 106 Million（2018-2019）の支出が計上されている。 

表 2-1 KEMRI 収支（KES） 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

収入 6,541,954,082 6,669,105,018 6,641,432,179 7,905,650,742 7,595,761,262 
国庫/保健省 1,834,962,265 2,087,547,218 1,855,385,079 2,951,288,215 2,577,644,999 

共同研究者 4,466,193,289 4,169,514,088 4,326,305,598 4,419,799,734 4,386,313,311 

交換取引 102,202,264 136,934,778 - - - 

賃貸収入 - - 28,330,708 26,277,250 29,204,188 

外部投資 - - 30,506,394 30,713,177 42,651,930 

その他の収入 138,596,264 249,947,975 400,904,390 477,572,347 559,946,835 

支出 6,570,519,889 6,830,848,330 6,805,827,288 7,845,861,018 7,867,993,131 
使用料（電気、水等） - - 84,195,822 125,655,277 95,606,890 

従業員給与 1,513,076,142 2,020,391,112 1,638,230,146 2,243,301,00 2,473,540,993 

幹部人件費 23,772,966 23,282,023 35,573,046 51,638,012 25,227,518 

減価償却費 109,786,985 97,479,325 117,709,304 136,618,808 146,099,260 

管理費 325,851,297 452,245,231 - - - 
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

修理維持費 - - 22,150,415 22,881,295 46,979,460 

委託費（警備、掃除） - - 53,767,913 54,637,541 49,367,237 

共同研究者 4,466,193,289 4,169,514,088 4,326,305,598 4,390,858,010 4,386,313,311 

運営費（消耗品含） 131,839,210 67,936,550 63,971579 202,913,738 220,574,516 

一般支出 - - 463,923,464 617,357,335 424,283,945 

その他収支 0 659,750 0 0 54,097 
収支合計 (28,565,808) (161,083,561) (164,395,118) 59,789,725 (272,177,773) 
出典：KEMRI Annual Report and Financial Statements 

以下に 2020-2021 年度末の貸借対照表を示す。2020-2021 年度は収支がマイナスとなっており、

純資産に繰越利益剰余金としてマイナス計上されている。流動比率は 118％、自己資本比率は

92％、純資産として KES 21 Billion が計上されている。 

表 2-2 貸借対照表（2021 年 6 月 30 日） 

資産 負債 

流動資産 2,148,210,790 流動負債 1,814,628,978 

固定資産 21,110,490,082 負債合計 1,814,628,978 

  純資産 

  再評価積立金 21,716,249,667 

  繰越利益剰余金 (272,177,773) 

資産合計 23,258,700,872 純資産合計 21,444,071,893 
注：純資産合計の 1 の位に齟齬があるが原文のまま 
出典：KEMRI Annual Report and Financial Statements 

新施設の維持管理費用について、過去のナイジェリアの類似研究所施設の維持管理費用を参考

に、KES 80 Million 程度になることを KEMRI 側に伝え、KEMRI 側はこれを理解している。

KEMRI 側からは、事業費（施設建設及び機材調達）の 10％まで維持管理費用としてケニア政府

が予算措置を行い、また事業が完了した後も通常の KEMRI の予算として維持管理費用は確保

されるとの説明があった。本事業では必要な書類が KEMRI と JICA で締結された後に、KEMRI

が予算請求を行う予定となっている。 

2-1-3 研究計画 

2-1-3-1 主要な活動の現状 

KEMRI の主な活動は、「人間の健康の研究」、「感染症流行時の緊急対応とサーベイランスの

支援」、「医療用製品の実用化と生産」、「人材育成と学術振興」である。「人材育成と学術振

興」については、2-1-4 に記載する。 

(1) 人間の健康の研究 

1) 研究体制とプログラム 

KEMRI の研究体制は表 2-3 に示す 14 の研究センターで構成されている。 
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表 2-3 KEMRI の研究センター 

No. センター名 略称 所在地 備考 

1 Centre For Global Health Research（グロー
バルヘルス研究センター） 

CGHR キスム Walter Reed（米軍）と
共同研究 

2 Centre For Clinical Research（臨床研究セン
ター） 

CCR ナイロビ ワクチンや治療薬の治
験、非感染性疾患 

3 Centre For Traditional Medicine and Drug 
Research（伝統医学・医薬品研究センター） 

CTMDR ナイロビ 天然物由来の医薬品研
究 

4 Centre For Virus Research（ウイルス学研究
センター） 

CVR ナイロビ ウイルス研究。COVID-
19 対応。その他アウト
ブレイク時の緊急対応。 

5 Eastern And Southern Africa Centre of 
International Parasite Control（東部・南部ア
フリカ国際寄生虫対策センター） 

ESACIPAC ナイロビ 主に寄生虫疾患の研究 

6 Centre For Infectious and Parasitic Diseases 
Control Research（感染性寄生虫疾病対策研
究センター） 

CIPDCR ブシア ハンセン病研究から発
展 

7 Centre For Respiratory Diseases Research
（呼吸器疾患研究センター） 

CRDR ナイロビ 結核等の呼吸器疾患。 

8 Centre For Microbiology Research（微生物学
研究センター） 

CMR ナイロビ ケニヤッタ病院に研究
室あり。アウトブレイク
時の緊急対応。 

9 Centre For Community Driven Research（コ
ミュニティ主導型研究センター） 

CCDR キリンヤガ 公式なスタッフの配置
なし 

10 Centre For Geographic Medicine Research, 
Coast（地理医学研究センター、沿岸地域） 

CGMR-C キリフィ Wellcom Trust の支援 

11 Centre For Public Health Research（公衆衛生
研究センター） 

CPHR ナイロビ 栄養・環境衛生の研究 

12 Centre For Biotechnology Research and 
Development（バイオテクノロジー研究開発
センター） 

CBRD ナイロビ バイオテクノロジー、動
物舎管理 

13 Centre For Disease Control & Surveillance（疾
病対策サーベイランスセンター） 

CDCS マンデラ 共同研究者単独での研
究 

14 Centre For Vector Diseases Control（媒介動
物疾病対策センター） 

CVDC クワレ  

出典：KEMRI の質問票回答及び聞き取り結果 

各研究センターが行っている研究は、表 2-4 のとおり、研究プログラム（Research Program）

7 分野に横断的に分けられている。実質的な研究管理は各センターが行っている。 

表 2-4 KEMRI の研究プログラム 
 研究プログラム名 概要  

Non-communicable Diseases Program：NCD 
（非感染性疾患プログラム） 

がん、肥満、糖尿病、高血圧、心血管疾患、薬物およ

び薬物乱用などのNCDに関連する基礎研究や治験を

行う。  
Natural Products Research and Drug 
Development Program ：NAPREDA 
（天然物研究・医薬品開発プログラム） 

ハーブなど天然物を用いた、簡単にアクセスできて安

価なジェネリック薬や安全な医薬品の開発・検証を行

う。  
Public Health and Health Research Systems 
Program ：PHHRS 
（公衆衛生及び保健研究システムプログラム） 

保健システム、栄養、母子保健、環境衛生、労働衛生、

社会科学、保健統計、疫学などの研究を行う。 
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 研究プログラム名 概要  
One Health Program  
（ワンヘルスプログラム）  

動物からヒトに感染する病気に対処するため、ヒト、

動物及び環境の関連性を研究する。薬剤耐性が主な研

究対象。   
Infectious and Parasitic Diseases Program：
IPD 
（感染症・寄生虫症プログラム）  

感染症及び寄生虫症による疾病負荷低減のための

ツールと技術の開発を行う。研究対象は、COVID-19、
HIV/AIDS、結核、EVD、マラリア、チクングニア熱、

デング熱及び NTDs 等のベクターコントロール、細

菌、真菌及びウイルス。 未知の病原体への対応。  
Biotechnology Program  
（バイオテクノロジープログラム）  

ワクチン開発、診断キット、遺伝子工学、バイオイン

フォマティクス等を含む医療のためのツール及び戦

略の開発。   
Sexual Reproduction And Adolescent and 
Child Health Program：SRACH （性と生殖、

若年者、子どもの健康プログラム）  

性行為感染症、婦人科、母子保健、若年者保健、栄養

などに関する基礎及び臨床研究。  

出典：KEMRI ウェブサイト、質問票、聞き取り調査に基づき JICA 調査団作成 

2) 研究プロジェクト承認・採用の手順 

全ての研究プロジェクトのプロポーザルはその研究プロジェクトの主任研究員（Principal 

Investigator: 以下、「PI」という）が科学倫理レビューユニット（Scientific Ethics Review Unit：

以下、「SERU」という）に提出し、その厳正な審査プロセス12を経て承認・採用となる。

プロポーザル作成ガイドライン13によると、研究の目的、期間、手法、データ管理、倫理的

配慮、予算、サンプル等バイオリスク管理、期待できる裨益効果、代替手段、ヒトゲノム情

報など個人情報の取り扱い等をプロポーザルに記載し、承認の可否を判断される。 

3) 研究プロジェクトの現状 

KEMRI では現在 510 の研究プロジェクトが進行中であり、そのうち KEMRI から提示の

あった 107 件の研究プロジェクトについて、研究プログラムを横軸、センターを縦軸とし、

センター別及び感染症関連プロジェクト数を表2-5のとおり整理した。感染症関連プロジェ

クト数には、病原体の研究に加え、感染症サーベイランスや社会調査も含めている。 

表 2-5 研究プログラム内のセンター別のプロジェクト数及び感染症関連プロジェクト数 

 
出典：KEMRI の質問票回答に基づき JICA 調査団作成 

研究プログラムのうち、One Health は導入から間もないため進行中のプロジェクトはない

が、CVR や CCR などのセンターが研究分野として挙げている。研究プロジェクト 107 の

うち、感染症関連プロジェクトは 68 あり、全体の 64％を占める。実験を伴う研究の感染症

 
12 KERMI ウェブサイト KEMRI https://www.kemri.go.ke/wp-content/uploads/2019/11/SERU-Review-process.pdf 
13 KEMRI ウェブサイト SERU GUIDELINES FOR WRITING PROJECT PROPOSALS  https://www.kemri.go.ke/wp-

content/uploads/2019/11/KEMRI-Proposal-Format.pdf 2022/2/22 アクセス 

数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症 数 感染症
1 NCD 6 0 1 0 7 0
2 NAPREDA 3 0 1 1 1 1 5 2
3 PHHRS 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 1 5 4 1 1 11 6 1 1 30 17
4 One Health 0 0
5 IPD 16 16 1 1 1 1 2 2 6 6 1 1 6 6 1 1 34 34
6 Biotechnology 1 1 1 1 3 1 4 3 2 1 11 7
7 SRACH 3 1 4 3 8 4 5 0 20 8

合計 29 20 4 0 2 2 3 2 4 2 12 11 3 0 5 3 23 17 1 1 19 8 2 2 107 68

No. 研究プログラム
CCR CTMDR CVR CIPDCR CGMR-C 不明 合計ESACIPAC CRDR CMR CPHR CBRD CGHR
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の対象疾病で最も多いのは COVID-19 の 17 件で、次いで HIV7 件、マラリア 6 件である。

COVID-19 パンデミック後の世界的脅威となる可能性がある薬剤耐性（Antimicrobial 

Resistance：以下、「AMR」という）に関する研究プロジェクトは結核や腸チフス等を合わ

せて 12 件である。現在、既存の研究施設で行われているプログラム別の研究内容を表 2-6

に示す。 

表 2-6 既存施設で行われている研究内容（2022 年 2 月時点） 

No. 研究 
プログラム 

関連 
センター* 既存施設で行われている研究内容 

1 

NCD CCR、CRDR NCD（心血管疾患、がん、COPD、精神疾患（性暴力やトラウ
マ含む））の治療薬治験、糖尿病遺伝子解析、鎌形赤血球によ
る潰瘍の治療、疾病サーベイランス。 
臨床検査の項目は、血液学、臨床化学、寄生虫学（がん関連）、
細胞学・病理学。 
感染症のワクチンや治療薬の治験。 

2 

NAPREDA CTMDR、CVR 天然物（薬草）を用いた安価なジェネリック薬、安全な医薬品
の開発・検証。 
①in vitro での実験。安全性の研究。細胞培養、毒性試験 
②in vivo での動物実験。毒性試験 
フィトケミストリー、製薬実験室での創薬研究。 
対象の疾病は、主にNCDs、NTDs、マラリア、COVID-19。 

3 

PHHRS CBRD、CCR、
CGHR、CGMR-C、
CIPDCR、CMR、
CPHR、CRDR、
ESACIPAC、
CTMDR 

栄養の研究：食品の栄養分析、食品消費のモニタリング。栄養
食の開発。 
栄養障害の研究：糖尿病や貧血の患者調査やモニタリング。血
液検査。 
環境衛生の研究：大気汚染調査、食品の残留殺虫剤の検出、水
質調査。 

4 
One Health CVR、CCR BSL2 分子生物学：動物の血液や組織サンプルから分離した病

原体の遺伝子解析。 
BSL2 臨床検査：AMR の検出・同定。 

5 

IPD CBRD、CCR、
CGHR、CGMR-C、
CMR、CRDR、
CVR、ESACIPAC 

BSL3：緊急対応での未確認検体のウイルス分離（SARS-CoV-
2、EVD やマールブルグの事例あり）、細胞培養、リフトバレー
熱ウイルス分離・培養。 
細菌（炭そ菌やペストなどBSL3 含む）、真菌（コクシジオイ
デス属 BSL3）、寄生虫、HIV、多剤耐性結核菌などの病原体
の分離。薬剤感受性試験。 
BSL2：デング熱、黄熱、チクングニア熱の基礎研究。ベクター
となる昆虫の飼育。 
ワクチンや診断キットの開発の基礎研究。各種病原体の遺伝子
解析。 
HIV/AIDS 患者の臨床管理研究。 

6 

Biotechnology CBRD、CCR、
CMR、CGHR、
CGMR-C 

バイオテクノロジー、幹細胞研究（再生医療）、迅速診断テス
ト（RDT）キットの開発、ハーブを用いた治療薬や殺虫剤の開
発のための基礎研究。 
BSL2：マラリアやリーシュマニアの分子生物学実験による変
異株検出とRDT キット開発、幹細胞によるリーシュマニアの
創傷治療の in vivo 動物実験、殺虫剤開発のため蚊とサシチョ
ウバエの飼育、ELISA による免疫学実験。 
住血吸虫の研究。 

7 

SRACH CCR、CGHR、
CGMR-C、CMR、
CPHR 

HIV などSTDs、垂直感染、子宮がん細胞診、栄養。 
小児科のワクチン治験・開発（レンサ球菌、髄膜炎、デング熱）、 
新しい病原体（薬剤耐性、変異株、マラリア）の検出・診断の
ための遺伝子解析は現在、Kisumu で行っている。 

* 関連センター名は、センターへの聞き取りと研究プロジェクトリストを基に記載 
出典：KEMRI での聞き取りと質問票回答を基に JICA 調査団作成 
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2022年2月時点でBSL3実験室を使用している研究プロジェクトは表2-7の4件であった。 

表 2-7 BSL3 実験室を使用している研究プロジェクト（2022 年 2 月時点） 

プロトコルナンバー 研究プロジェクト名 

SERU 4027 Identification, isolation and characterization of biomarkers for COVID-19 and vaccine 
development KEMRI  

SERU 3184 Laboratory evaluation of TIB14 for anti-HIV activity using Kenyan HIV isolates 

SERU 3527 Evaluation of green black and purple teas grown in Kenya for anti-oxidant anti-cancer 
and anti-HIV properties 

SERU 005/4216 Laboratory evaluation of TIB for efficacy and suitability for use against SARS-CoV-2 
出典：KEMRI からの回答 

4) 研究実績 

2019 年から 2021 年にかけてのセンター別の発表論文数は表 2-8 のとおりである。 

表 2-8 センター別発表論文数 

No. 研究センター 2019 年 2020 年 2021 年 

1 CGHR 39 50 55 

2 CCR 36 94 90 

3 CTMDR 2 8 4 

4 CVR 1 7 17 

5 ESACIPAC 2 11 11 

6 CIPDCR 2 2 1 

7 CRDR 5 8 3 

8 CMR 26 41 44 

9 CCDR 0 0 0 

10 CGMR-C 52 69 232 

11 CPHR 9 6 10 

12 CBRD 4 15 9 

13 CDCS 0 0 0 

14 CVDC 0 0 0 

 合計 178 311 476 
出典：KEMRI の質問票回答 

共同研究者として Wellcome Trust が支援している CGMR-C が 2021 年に 232 本もの論文を

発表しており、2019 年に比べ 2.7 倍に合計論文数が増加している。KEMRI は Strategic Plan 

2018-2023 の中で、論文数の増加目標を 2018/2019 年の 250 本をベースに毎年 25 本の増加

としている。 

 
14 TIB とは、「Tian Immunity Booster」の略。HIV/AIDS に対する免疫力を上げる漢方薬で、「Tian」は開発者の中国人医師の

名前である。（https://www.standardmedia.co.ke/index.php/topic/tian-immunity-booster） 
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5) 先進的な医学分野の研究実施能力 

① COVID-19 のワクチン開発 

KEMRI では、SARS-CoV-2 の新しいタンパク質ベースのワクチン候補の開発及び特性

解析を目指している。高速液体クロマトグラフ（ High Performance Liquid 

Chromatography：HPLC）および質量分析によるペプチドマッピング分析が非常に役立

つとされるが、その分析に必要な液体クロマトグラフ質量分析計（Liquid Chromatograph 

Mass Spectrometer：以下「LCMS」という）が KEMRI にはないため南アの Anatec 社へ

の分析依頼をかけているが非常に時間がかかる。 

② 迅速診断検査（Rapid Diagnostic Test: 以下「RDT」という）キットの開発 

現在は、ウサギへの接種で得たポリクローナル抗体から選別した有用な抗体をモノク

ローナル抗体化することで、免疫クロマト法によるアフリカ・トリパノソーマ症（ア

フリカ睡眠病）の RDT の開発を行っている。 

③ 治療薬やワクチンの治験 

主に CCR が治験を行っている。KEMRI が治験の臨床スタッフは医薬品の臨床試験の

実施（Good Clinical Practice：GCP）基準に則り、ライセンスを取得する。通常は治験を

依頼する製薬会社がスポンサーとなってそのライセンス受講費用を負担する。 

薬物血中濃度は既存の臨床研究実験室の高速液体クロマトグラフィー（High 

Performance Liquid Chromatography：HPLC）で測定している。 

④ 幹細胞の研究（再生医療） 

CBRD で行われており、リーシュマニアの創傷治癒（Wound healing）の in vivo 実験を、

動物モデルを使って BSL2 実験室で行っている。 

(2) 国内及びアフリカ域内の感染症流行時の緊急対応とサーベイランスの支援 

KEMRI は政府の医学研究部門であり、医療サービス提供及び主要な感染症（コレラ、チクング

ニア熱、H1N1 インフルエンザ、黄熱、リフトバレー熱、EVD、アフラトキシン症など）の流行

に対する国内のサーベイランスと緊急対応能力に関するアドバイスを保健省に提供している15。 

KEMRI ではこれまでに、EVD やマールブルグ病などの BSL4 レベルの病原体、COVID-19 やリ

フトバレー熱など BSL3 レベルの感染症流行時の対応を行ってきた。過去にはペストや炭疽を

扱った例があったという。近年の緊急対応は表 2-9 のとおりである。ケニア国内のみならず周

辺国での流行にも対応している。 

  

 
15 KEMRI. Background. KEMRI ウェブサイト. https://www.kemri.go.ke/background/ 2022/3/25 アクセス 
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表 2-9 感染症流行に対する緊急対応（2003 年～現在） 

発生年 対応事案 発生場所 備考 

2003 黄熱の流行 スーダン 南スーダン WHO 国事務所から
検体送付 

2004～2005 チクングニア熱の流行 ケニアとコモロ  

2006～2007 リフトバレー熱の流行 ケニア、タンザニア、ソマリア  

2010 デング熱の流行 エリトリア WHO 国事務所から検体送付 

2011 デング熱の流行 ソマリア・モガディシュ WHO 国事務所から検体送付 

2012 デング熱の流行 ケニア・マンデラ 保健省と共同 

2013 デング熱の流行 ケニア・モンバサ 保健省と共同 

2018 リフトバレー熱の流行 ケニア 保健省と共同 

2018～2019 デング熱とチクングニア
熱の流行 

モンバサ州 モンバサ州 

2020～ COVID-19 流行 全世界  

2021 EVD/マールブルグ疑い例 ナイロビ南病院 PCR 検査陰性 
出典：KEMRI の質問票回答 

COVID-19 の診断検査については、公衆衛生上の臨床検査サービスを行う NPHL が中心となっ

て実施している。全国 52 か所の PCR 検査を行う施設として、KEMRI の施設 7 か所（ブシア、

キスム 2 か所、ケリチョ（キスム付近）、ナイロビ 2 か所、キリフィ）が含まれており、KEMRI

は国の検査体制を支援している。KEMRI は保健省チームの一員として、病院や検疫所での検体

採取と PCR 検査を行い、その高い診断技術と人的能力により、2021 年 8 月までに全国総検査数

の 65％以上にあたる 120 万サンプルの PCR 検査を実施した16。その他、ケニア国内の新型コロ

ナウイルス（Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2：以下、「SARS-CoV-2」という）

の全ゲノム解析を行い、122 サンプルの配列を GISAID（Global Initiative on Sharing Avian Influenza 

Data）17に登録し18、世界の分子疫学的サーベイランスに貢献している。 

また、KEMRI は市販の COVID-19 検査キットの評価・検定等を実施している。検査キットの評

価・検定については、アフリカ疾病予防管理センター（Africa Centers for Disease Control and 

Prevention: 以下、「Africa CDC」という）からアフリカ域内で使用する COVID-19 検査キット

の評価・検定の優良機関として指定されている。 

(3) 医療用製品の実用化と生産 

KEMRI は CTMDR の研究により薬草成分を用いた抗ヘルペス薬（薬剤名称：Zedupex）を開発

した。現在は Zedupex の HIV や COVID-19 に対する抗ウイルス効果について研究中である。 

 
16 本準備調査の質問票回答を参照。 
17 GISAID：GISAID イニシアティブは 2008 年に設立された、全てのインフルエンザウイルスと COVID-19 の原因となるコ

ロナウイルスのデータをオープンアクセスで迅速に共有する取り組みである。GISAID ウェブサイト

（https://www.gisaid.org/about-us/）参照。 
18 質問票回答を参照。KEMRI Wellcome Trust ウェブサイト（https://kemri-wellcome.org/news/kenya-scientists-release-genome-

sequencing-for-the-covid-19-cases-in-kenya/）で確認。 
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現在、KEMRI の製造部門（Innovation and Technology Transfer Division：以下、「ITTD」という）

では、手指消毒剤（製品名：KEM-rub®）、塩素消毒剤（製品名：Tbcide Premium®）、培地（プ

レート、チューブ）、ウイルス検体輸送培地（Viral Transport Media：以下、「VTM」という）、

迅速診断キット（B 型肝炎 Hbs 抗原検査用、製品名：HepCell Rapid®）等の医療用製品を生産、

販売している。COVID-19 流行時は国内で不足していた手指消毒剤や VTM の供給を行い、

COVID-19 対策に貢献した。また、ITTD では、迅速診断キットや消毒剤等の医療用製品の外部

評価及び性能試験を行っている。 

ケニア国内でのワクチン開発・生産については、KEMRI が基礎研究を行い、Kenya Biovax とい

う政府系製薬企業が生産を行う役割となっている。Biovax はポリオワクチンや BCG を生産し

ている。 

2-1-3-2 研究計画 

新設の実験室で行う予定の研究内容を表 2-10 に示した。BSL3 病原体の感染症の治療薬やワク

チンの基礎研究のための細胞培養や動物実験、次世代シーケンサーによる病原体の遺伝子解析、

病原体の超微細構造の画像解析、治療薬開発における未知の有効成分の分子量の質量分析や化

学式の特定、ナノテクノロジーによる医薬品研究、プロテオーム解析など、既存施設には不足

している施設と機材を利用する研究手法を要する内容が多く挙げられた。 

mRNA ワクチン製造については、mRNA を脂質ナノ粒子（Lipid Nano Particle：LNP）で包む技

術が Biovax になく実現性が低いため、KEMRI は現時点では基礎研究を予定していない。 

表 2-10 新設実験室での実施を希望する研究内容（研究プログラム別） 

 
出典：KEMRI の研究センターへの聞き取りを基に JICA 調査団作成 

研究者にとって既存施設で研究環境が確立している実施中の研究については、そのまま既存施

設での継続を希望している。CMR では、ケニヤッタ病院に BSL3 実験室があり、既存実験室で

の研究続行を想定している。また、CCR は治験を行っているが、第 I 相試験は新設の臨床研究

研究プログラム BSL3（動物） BSL3（細胞培養） BSL2（中央） BSL2 （免疫学） BSL2 （分子生物学） BSL2 （臨床研究） 備考

1 NCD

治験に関する検査（血
中薬物濃度、抗体価な
ど）

ワクチンや治療薬治験
の第I相試験。

ウイルスなどの病原体
が原因のがんの遺伝子
解析

血液学、臨床化学、治
験に関する検査（肝機
能検査など）

治験は、非臨床試験は
各センター、第Ⅰ相試
験は新規ラボ、第Ⅱ相
以降は既存施設及び公
立病院で行う。

2 NAPREDA

HIV治療薬、COVID-19治
療薬開発の基礎研究

HIV治療薬、COVID-19治
療薬開発の基礎研究

治療薬開発の基礎研
究、
未知の化合物の質量・
構造分析

治療薬開発の基礎研究 治療薬開発の基礎研究 血液学、生化学 ナノ医薬品研究

3 PHHRS
栄養や環境衛生は一般
のラボで実験可能。

4 One Health

動物サンプルからの人
獣共通感染症の病原体
の分離・培養

AMR病原体の遺伝子解析 ELISA（抗原、残留薬物
定量）

AMR病原体の検出・PCR
検査、遺伝子解析

5 IPD

未確認サンプルの病原
体分離、
各種病原体（人獣共通
感染症）の診断用試薬
開発の基礎研究

未確認サンプルの病原
体分離、
各種病原体（VHF、
COVID-19等）の診断用
試薬及びワクチン開発
の基礎研究

病原体の遺伝子解析、
病原体の超微細構造の
画像解析

病原体の検出・同定、
ELISA

病原体の検出・同定、
病原体の遺伝子解析

動物実験での解剖 プロテオーム解析、
BSL2でのベクターとな
る昆虫の飼育

6 Biotechnology

COVID-19のRDTキット開
発

病原体の遺伝子解析、
幹細胞の超微細構造の
画像解析

幹細胞研究、
マラリアやリーシュマ
ニアの細胞培養による
RDTキット開発

7 SRACH

HIV/AIDS患者のCD4カウ
ント、マラリア・肺炎
球菌・チフスなど下痢
症のワクチン治験

新しい病原体（薬剤耐
性、変異株、マラリ
ア）の検出・診断のた
めの遺伝子解析

ナノ医薬品研究
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実験室や中央実験室の使用を想定し、第 II 相試験以降はこれまでどおり、既存施設及び公的病

院で行うとしている19。 

感染症のアウトブレイク時に大量の検体を処理する場合など、既存施設だけではこなしきれな

かった実験を新設施設と併せて行うことで、作業の効率化を図ることができる。 

COVID-19 については、現在、PCR 検査キットの開発、PCR 検査よりも簡便で安価な Point of 

Care Testing（POCT）20スクリーニングキットの開発、ワクチン候補の開発研究、KEMRI の自社

医薬品（Zedupex：ハーブ薬）の COVID-19 治療の効果測定に取り組んでいる。HIV や COVID-

19 の効能の in vitro 及び in vivo の研究においては、BSL3 実験室が必要である。 

【既存・オープンラボを含めた施設全体の運用計画（予算）】 

KEMRI が想定するオープンラボとは、KEMRI の研究者が、これまでのセンターの縦割りの仕

組みや共同研究者との制約を越えて、BSL3 実験室を含めた最新の施設と機材を共同で使える実

験室である。言い換えれば、「共同機器室」という位置づけとなる。 

オープンラボの利用条件は、①KEMRI の研究者や技師で BSL3 実験室使用の訓練を受け認定さ

れた者、②KEMRI と共同研究を行う外部の研究者で BSL3 実験室使用の訓練を受け認定された

者かつ事前に SERU から実験室の使用許可を受けた者、とすることを KEMRI は現時点で想定

している。なお、BSL3 実験室の使用訓練の認定は 1 年更新である。また、KGS 含め、学生は

このオープンラボへの入室は許可されない。 

実験室の予約や使用手順については、既存の BSL3 実験室ガイドライン（P3 Facility Rules and 

Guidelines）に従う。このガイドラインはまだ最終化されていない。 

既存の BSL3 実験室（無償資金協力「医療研究所改善計画」にて建設、1997 年）は狭く作業人

数が 2 名と限られるため、複数の実験や多くの検体処理を行うことが困難な状況にある。また

設置されている機材が 1 セットでバックアップ機材がないため、故障など不具合が起きた場合

は実験が止まることとなる。またケニア国内には BSL4 実験室がないため、BSL4 レベルの病原

体の疑い例で緊急度が高い場合、KEMRI で検査を行うことになる。 

今後も引き続き、新しい病原体の出現の可能性があり、その超微細形態を確認するために電子

顕微鏡の設置を KEMRI は希望している。日本の 1983 年、1985 年の無償資金協力で設置したも

のは老朽化し既に撤去されており、ケニア国内に電子顕微鏡はない。人材としては、電子顕微

鏡での研究経験が豊富な研究者が KEMRI に 1 名在職している。 

 
19 治験は第Ⅰ相試験〜第Ⅲ相試験までの発売前の臨床試験であり、第Ⅳ相試験は製造販売後調査（Post Marketing 

Surveillance：PMS）である 
20 POCT（和文では「臨床現場即時検査」という）とは、「被験者の傍らで医療従事者が行う検査であり、検査時間の短縮

および被験者が検査を身近に感ずるという利点を活かし、迅速かつ適切な診療・看護・疾病の予防、健康増進などに寄

与し、ひいては医療の質、被験者の QOL（quality of life）および満足度の向上に資する検査である」と、日本臨床検査自

動化学会 POCT ガイドライン第 3 版で定義を示されている。参照元：ACUTECARE ウェブサイト.ラジオメーター株式会

社 https://www.acute-care.jp/ja-jp/learning/course/immunoassay/poct1/1_1-guideline 2022/5/3 アクセス 
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2-1-4 研修計画 

2-1-4-1 人材育成と学術振興の現状 

(1) 医科学研究者の育成 

KEMRI には 1992 年に創設された KGS が併設されており、主に感染症に関する健康研究の人材

を育成している。2003 年に Jomo Kenyatta 農業技術大学（Jomo Kenyatta University of Agriculture 

and Technology: JKUAT）とパートナーシップ提携し、現在は、公衆衛生、生物医科学、医薬品

科学の 3 つの研究科の修士号（MSc）及び博士号（PhD）を付与する。2021 年までに修士・博

士合わせて、624 人が修了した。近年の修了状況を表 2-11 に示す。 

表 2-11 KGS 修了者数 

修了者 
2019 2020 2021 

修士 博士 修士 博士 修士 博士 

男性 8 17 5 25 - - 

女性 5 24 3 20 - - 

合計 14 41 8 45 29 3 
出典：KEMRI の質問票回答 

(2) 研修 

KEMRI は表 2-12 のとおり、国内外を対象とした感染症や実験室の使用方法、研究倫理に関す

る研修を行っている。 

表 2-12 KEMRI で実施された研修（2019 年～2021 年） 

タイトル 対象者 
参加者数（人） 

備考 
2019 年 2020 年 2021 年 

Wellcome Trust Training on Molecular 
Clinical Approaches 研究者 20   Wellcome Trust 

Strengthening laboratory preparedness 
and building resilience against public 
health emergencies in Eastern Africa 

医療従事者  120 21 
JICA、ケニア政府 
第三国研修 

Clinical Ethics Certificate Course 研究者 77 35 31 KEMRI、2～3 パートナー 

Fundamentals of Bioethics Certificate 
Course 研究者 28 36 33 KEMRI、2～4 パートナー 

Research Public Health Ethics 
Certificate Course 研究者 32 49 42 KEMRI、2～4 パートナー 

Research Methods Certificate Course 研究者  31 38 KEMRI、3 パートナー 
出典：質問票回答 

KEMRI は国内の COVID-19 対応の人材育成においても重要な役割を果たしており、これまでに

国内 46 州21の検査室責任者に対する検体収集とバイオセーフティの研修を提供した。 

 
21 ケニアには 47 州あるが、1 州（Vihiga 州）がその研修に参加しなかったため、46 州となった。後日、保健省が州レベル

のカスケード式研修を奨励・強化したことで、Vihiga 州もカバーされた。 
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(3) カンファレンス（学会） 

KEMRI は国際学術学会の開催を行っており、表 2-13 のとおり、これまでに東アフリカ共同体22

（East African Community：以下、「EAC」という）が参加する学会の開催も務めてきた。KEMRI

が主催する KEMRI 年次健康科学学会（KEMRI Annual Scientific Health Conference：以下、「KASH」

という）は 2011 年から毎年開催されており、健康と生活の質の向上を見据えたパートナーシッ

プ及び共同研究のネットワーク作りと強化を含め、様々な研究成果や成果品の普及、共有、解

釈（digesting）により、KEMRI の科学と健康における議論の主流化を目的としている。2021 年

は COVID-19 の影響によりオンラインでの開催となったが、2022 年（第 12 回）はオフライン

とオンラインの開催となった。 

表 2-13 KEMRI で実施された国際学会及び研修（2019 年～2021 年） 

タイトル 
参加者数（人） 

備考 
2019 年 2020 年 2021 年 

International Conference on 
Neglected Tropical Diseases 300   保健省、ARNTD 

KASH 310 450 402 保健省、米国CDC 

1st Conference of Climate 
Change December 2019 230   

保健省、環境森林省、エネルギー・燃料省、
国家研究基金（NRF）、Niko Green、ケニアク
リーン・クッキング協会（CCAK）、Amref 国
際大学が協賛、EAC 参加国で持ち回り開催 

East Africa Health & Scientific 
Conference 700  400 保健省、EAC 参加国で持ち回り開催 

出典：質問票回答 

2-1-4-2 研修計画 

カンファレンス室と共に要請のあった「バーチャルラボ」は、キャパシティ・ビルディングを

目的とした研修及びシミュレーションを行うことを想定する仮想実験室と理解することを確認

した。施設としてはカメラやスクリーンを備えたオンライン会議（現地ではバーチャル会議と

いう）用会議室である。KEMRI が構想するバーチャルラボでの活動は下記のとおりである。 

 e-Learning：オンライン講義で行われる。受講者はモジュールを視聴後、クイズ形式の試

験で習熟度を測る。すべてのモジュールを受講かつ試験で規定以上の成績をとれたら修

了証（Certificate）をもらえるシステムである。コンテンツはKEMRI の研究者が作成する。 

 シミュレーション①：Youtube のようなビデオ配信で、作業のプロセスや手技等を見て

学んだ後、実験室で作業を行う。 

 シミュレーション②：講師がハンディカメラや実験室に設置したカメラを通して、実験

室内の作業をリアルタイムで研修受講者等へ見せて、双方向システムで実習講義を行う。 

 WikiLabo：実験室に関連する情報（SOP や新しいスキル、プロトコル、試薬及びコント

ロール、プライマー、プローブ、リファレンスなど）にアクセスできる Wikipedia のよ

うなサイトを「WikiLabo」として KEMRI が作成する構想を持っている。将来的にはア

 
22 EAC にはコンゴ民、ブルンジ、ケニア、ルワンダ、南スーダン、ウガンダ、タンザニアの 7 カ国が加盟 



2-13 

フリカ地域の他の研究所と連携し情報の蓄積と共有を進めることで域内実験室ネット

ワーク強化を目指す。 

オンライン会議や講義は現在も行っておりインターネット通信速度に特に問題はないが、今後、

研修機能の強化や検索機能を付加していく場合、高速通信環境やサーバー、e-Learning やデータ

ベースのプラットフォームが必要となる。 

KEMRI はバーチャルラボを活用した研修及び学術振興の計画を、下記のとおり想定している。 

 研究者や大学院生を対象としたプロテオミクスやゲノム解析の入門編等のe-Learningの

コースを導入する。e-Learningのプラットフォーム設定やコンテンツ作成はKEMRIが行う。 

 バーチャルラボの導入により、実験の手技をシミュレーションで学ぶ形式の研修手法が

可能になる。実験経験の少ない研究者を対象とした、BSL-3 実験室の使用方法・手順や

ゲノム解析の一連の手技などの短期研修コースを導入する。 

 KASH にて、バーチャルラボを活用したセッションまたはシンポジウムを行い、先端的

な研修手法を研究者や指導者に広める。 

2-1-5 既存施設・機材 

2-1-5-1 既存施設 

現在 KEMRI 構内には、

図 2-1 に示す通り、メイ

ンゲートから入って正面

に 事 務 管 理 棟

（Administration building）、

検 体 保 管 棟 （ Sample 

Management and 

Receiving Facility）,臨床研

究棟 (Centre for Clinical 

Research, CCR)、伝統医薬

学 研 究 棟 （ Centre for 

Traditional Medicine and 

Drug Research, CTMDR）、

バイオテクノロジー棟

（Centre for Biotechnology 

Research and Development）、

ウイルス研究棟（Centre 

for Virus Research）、動物

飼育棟（Animal House）、ワクチン製造棟（Production Unit）、研修棟（Training Centre）、機材メ

ンテナンス棟（Engineering Building?）及び関連付属施設（高架水槽塔、受水槽、電気室、発電機

 
出典：JICA 調査団 

図 2-1 KEMRI 構内の既存施設配置図 
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室など）、そして KEMRI 構内から少し離れたところに微生物学研究棟（Centre For Microbiology 

Research）の各機能が分散して配置されている。 

KEMRI 所長、管理部門は事務管理棟の中に集約されており、研究部門はバイオテクノロジー棟

1、ウイルス研究棟、動物飼育棟に分かれ、研修部門は 2005 年に JICA の無償資金協力で供与さ

れた研修棟に配置されている。 
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出典：JICA 調査団 

図 2-2 KEMRI 既存施設図 
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現在の既存施設の利用状況は、以下の表に示す通りである。 

表 2-14 既存施設の利用状況 

既存施設名 調査時の状況 主な利用状況写真 

事務管理棟 
（Administration building） 
 
RC,地上 3 階建 
1985 年建設 
一部改修 

事務管理の中枢がある施
設であり、各部門のダイレ
クター室が位置している。 
階段状の大講義室、図書
室、サーバー室、電気交換
室がある。 

 

  
検体保管棟 
（Sample Management and 
Receiving Facility） 
 
RC,地上 2 階建 
2018 年建設 

2018 年 に 米 国 の
USDTRA の協力で建設さ
れた施設で、KEMRI 内の
各実験室及び近隣の病院、
医療施設から送られてき
た検体の保管を行うため、
超低温保冷庫が多く備え
られており、厳格なセキュ
リティが導入されている。 

内部は写真撮影不可 

 
臨床研究棟 
（Center for Clinical Research, 
CCR） 
 
RC,地上 2 階建 
1985 年建設 
一部改修 

施設内部に病室および
ナースステーションがあ
り、臨床の患者の検体をこ
こで採取している。 
一部患者用の病室は部屋
の不足からスタッフ室に
用途が変更されている。 

 
伝統医薬学研究棟 
（Centre For Traditional 
Medicine and Drug Research, 
CTMDR） 
 
RC,地上 2 階建 2 階部分 
1985 年建設 
改修 

伝統医薬品の研究を行っ
ている。採取した植物を分
析する設備が整っている。 
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既存施設名 調査時の状況 主な利用状況写真 

バイオテクノロジー棟 
（Centre for Biotechnology 
Research and Development） 
 
RC、地上 2 階建 1 階部分 
1985 年建設 
改修 

免疫学、リューシュミア、
マラリア、昆虫学、住血吸
虫の研究室 

 
ウイルス研究棟 
（Center for Virus Research） 
 
RC、地上 2 階建 2 階部分 
1985 年建設 
BSL3 実験室 1999 年改修 

この研究棟は BSL2 レベ
ルの実験室でウイルス分
離から PCR、分子生物学
実験が行われている。陰圧
管理は適切に行われてい
なく、パッケージエアコン
の温度管理のみであった。 
施設内には、HIV の培養を
行 う た め に 1999 年
KEMRI 改善計画（JICA 無
償）にて供与された唯一の
BSL3 実験室がある。ラボ
は、BSL3 ラボ、前室、付
属室（培養室）で構成され
おり、温湿度、陰圧管理お
よびバイオセーフティ管
理は適切に行われていた。
但し、今回訪問時は稼働し
ていなかった。 

 

動物飼育棟 
（Animal House） 
 
RC、地上 1 階建 
1985 年建設、2005 年改修 

1985 年に JICA の無償資
金協力で設置された施設。 
2005 年に施設の半分が改
修されている。 
現在マウス、ラット、モル
モット、ウサギを飼育して
いる。   

検査キット製造棟 
（Production Unit） 
 
RC、地上 2 階建 
2005 年建設 

2005 年に感染症及び寄生
虫症対策施設整備（JICA
無償）にて供与された施設
である。HIV 及び B 型肝
炎ウイルス用検査キット
製造を行っている。 

 
研修棟 
（Training Centre） 
 
RC、地上 2 階建 
2005 年建設 

2005 年に検査キット製造
棟と同じくJICA無償で供
与された施設で、感染症及
び寄生虫症対策に係る研
修施設である。施設内に感
染症ラボ 1 室、寄生虫ラボ
1 室が備わっている。 
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既存施設名 調査時の状況 主な利用状況写真 

機材メンテナンス棟 
（Workshop） 
 
RC、地上 1 階建 
1985 年建設 

現在土木、電気・電子部門
及び機械の 3 つセクショ
ンから構成されており、現
在 24 名のスタッフがい
る。日業務として研究機器
等の定期点検、保守、校正
を行っている。 

 
微生物学研究棟 
（Centre For Microbiology 
Research） 
 
RC、地上 1 階建 

平屋の小さな施設である
が、寄生虫研究室、細菌学
研究室、PCR 検査室を備
えている。 
DrMuuo の研究室がある。 

 
高架水槽塔、電気室、受水
槽、発電機室 
 
1985 年建設 
2005 年建設 

大きく 2 つのゾーン（製造
棟及ぶ研修棟を受け持つ
ゾーンとそれ以外の全体
ゾーン）に分けて、それぞ
れ高架水槽塔がある。 

 

出典：JICA 調査団 

2-1-5-2 既存機材 

KEMRI で稼働している以下のラボについて視察を行った。概要は表 2-15 の通りとなる。 

表 2-15 各ラボの調査 

センター・ラボ名 調査時の状況 主な機材 

Centre For 
Microbiology 
Research 

メインの研究室はケニヤッタ病院にあり、ここは分
室となる。細菌分野の研究が行われている。寄生虫
研究室、細菌学研究室、PCR 検査室がある。 

安全キャビネット、インキュ
ベーター、血液培養装置、リア
ルタイムPCR 装置 等 

Centre For 
Biotechnology 
Research and 
Development 

免疫学、リューシュミア、マラリア、昆虫学、住血
吸虫の研究室に加えて、PCR 検査室とシーケンサー
室がある。 

安全キャビネット、シーケン
サー、リアルタイムPCR、電子
秤、顕微鏡、シェーカー 等 

Center for Clinical 
Research 

2005 年に JICA の無償資金協力で供与された。訪問
時は使用されていなかった。X 線撮影装置、内視鏡
セット、超音波診断装置は老朽化しており使用でき
ない状況。外部医療施設での研究患者から入手した
サンプルの分析を行っている。解剖室があり、病理
検査も実施している。新医薬品の開発研究も行うが、
既存医薬品のマイニング研究が行われている。 

X 線撮影装置、内視鏡セット、
超音波診断装置、入院病棟機
器、ラウンドリー機器、キッチ
ン機器、臨床検査機器 等 
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センター・ラボ名 調査時の状況 主な機材 

Centre For Traditional 
Medicine and Drug 
Research (CTMDR) 

伝統的医薬品の研究を行っている。採取した植物を
分析する設備が整っている。 

エバポレーター、pH メータ、浸
透圧計、液体クロマトグラ
フィー、オーブン、スプレード
ライアー、真空凍結乾燥器、分
光光度計、サーモサイクラー等 

Center for Virus 
Research 

ウイルス分離からPCR、分子生物学実験が行われて
いる。 

安全キャビネット、シーケン
サー、リアルタイムPCR、CD4
カウンター、マイクロ分光光度
計、サーモサイクラー、電気泳
動装置、フローサイトメー
ター、教育用顕微鏡、ゲル可視
化装置 等 

P3 ラボ 
Center for Virus Research の所属施設で JICA の無
償資金協力で供与された。訪問時は実験計画がなく
稼働していなかった。 

恒温水槽、シェーカー、オート
クレーブ、各種顕微鏡 等 

Eastern And 
Southern Africa 
Centre of 
International Parasite 
Control 

2005 年に JICA の無償資金協力で建設された、ト
レーニングセンターの 1F で 4 室のラボを運営して
いる。海外からの研究費の投入が多く、多くの検体
が取り扱われていた。 

ELISA リーダー、マルチプレッ
クスサスペンションアレイシ
ステム、シェーカー、インキュ
ベーター、リアルタイムPCR、
マイクロ分光光度計 等 

Sample Management 
and Receiving Facility 

2018 年に米国の USDTRA (US Defence Treat 
Reduction Agency)の協力で建設された。各種検体の
永久保管を行う目的で作られている。非常に厳格な
セキュリティーシステムが導入されている。フリー
ザーは温度モニタリングが遠隔で行われている。 

フリーザー、液体窒素タンク 
等 

Animal House 

1983 年に JICA の無償資金協力で設置された施設。
2005 年に増設されている。現在は古い施設側で、マ
ウスの系列管理を行った繁殖が行われている。マウ
スをはじめラット、ハムスター、ウサギを使用した
実験が行われている。 

各種動物用ケージ、高圧蒸気滅
菌器、各種動物管理器具 等 

出典：JICA 調査団 

各ラボは研究計画に合わせて運用されている。訪問時には人がいないラボもあったが、研究が

行われている状況が確認できた。KEMRI の各ラボで使用されている機材状況の確認を行った。

部署別にまとめた機材点数としては表 2-16 の通りとなる。 

表 2-16 KEMRI の部署別機材点数 

部署 機材点数 部署 機材点数 

CBRD 49 CPHR 18 

CCR 37 CRDR 16 

CGHR 74 CTMDR 12 

CGMRC 489 CVR 92 

CIPDCR 33 ESACIPAC 41 

CMR-KNH 38 Production Unit 128 

CMR-HQ 11   
出典：質問書回答より JICA 調査団作成 
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また主な機材数は表 2-17 の通りである。 

表 2-17 KEMRI が所有する主な機材の点数 

No. 機材名 数量 No. 機材名 数量 

1 オートクレーブ 21 23 超微量分光光度計 9 

2 バランス 11 24 電子レンジ 4 

3 安全キャビネット 39 25 超純水製造装置 4 

4 血液培養装置 3 26 遠心機、ドロップダウン用 4 

5 遠心分離機 91 27 ミキサー 8 

6 CO2インキュベーター 11 28 乾熱滅菌器 5 

7 蒸留水製造装置 4 29 ph メーター 13 

8 解剖用顕微鏡 2 30 リアルタイムPCR 5 

9 乾熱滅菌器 6 31 ローターミキサー 7 

10 ELISA リーダー 10 32 シーケンサー 7 

11 フローサイトメーター 1 33 シェーカー 13 

12 フリーザー 163 34 分光光度計 4 

13 冷蔵庫 94 35 撹拌機 10 

14 ヒートブロック 14 36 サーモサイクラー 29 

15 アイスメーカ 5 37 サーモミキサー 7 

16 インキュベーター 50 38 イルミネーター 3 

17 倒立顕微鏡 5 39 超遠心機 3 

18 液体窒素タンク 6 40 尿分析装置 4 

19 マグネティックスティラー 14 41 ボルテックスミキサー 21 

20 各種顕微鏡 66 42 恒温水槽 34 

21 マイクロプレートシェーカー 2 43 蒸留器 8 

22 マイクロプレートウオッシャー 3 44 体重計 29 
出典：質問書回答より JICA 調査団作成 

現在の研究に必要な機材が網羅されている。一方これらの機材には海外の共同研究者の予算で

調達されたものが多く含まれている。これらの機材は、所有権は全て KEMRI に移転している

が、共同研究者の許可がなければ、調達目的以外の研究には使用できない状況となっている。

新施設における機材計画では、調達機材は KEMRI 側の研究計画承認により、全てのセンター

やラボの研究者さらには外部の協力研究者も使用が可能なものとする計画である。 
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2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラ整備 

2-2-1-1 排水/水質 

現施設の給水は市水を利用しているが、水量が不安定で断水がたびたびおこるために井戸も使

用している。既存施設用の高架水槽、受水槽は管理棟ビルの近くと敷地南側の 2 ヶ所に存在し

ている。 

2021 年 3 月から 2022 年 2 月までの 12 ヶ月間、6 日間の断水があったと確認された。また井戸

水の水質は、フッ化物（Fluoride）含有量が、最大 1.5mg/l の基準値に対して 7.4mg/l であった。 

現施設の排水は公共下水道に放流している。実験室からでる汚染された廃水は薬物による中和

処理を行い、検査後に一般排水とともに放流している。 

2-2-1-2 電力 

電気設備は 1000kVA と 500kVA を引き込みしており、非常用電源設備は 750kVA と 500kVA の

2 台、9,000L のオイルタンクがある。再委託により 2022 年 2 月に 10 日間電源品質測定をした

ところ、電圧変動は、±6％以内都の結果であり、一般電気機器に対しては許容範囲であるが、

検査機材機器に対しては±5％を超えるため AVR 系統から供給することとする。 

2-2-2 自然条件 

対象サイトは Athi/Sabaki River Basin 地域に属し、雨期は 3 月から 5 月（March-April-May、

MAM 大雨期）と 10 月から 12 月（小雨期）であるが、近年ははっきりしなくなってきている。

雨量のピークは 4 月で平均 10.6 インチ（269mm）であるが、2018 年には 3 月 1 日から 17 日の

間に大雨期に通常降る1.7倍もの雨量を記録した。年間最小雨量は1月の平均2.6インチ（66mm）

である。一年間の平均雨量は 58.1 インチ（1,475.7mm）である。また対象サイトは過去に自然災

害の影響はない。 

表 2-18 対象サイトの気象データ 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

High (° C) 25.6 26.7 26.7 25.0 23.9 22.8 22.2 22.8 25.0 25.6 23.9 24.4 

Average (° C) 20.6 21.1 21.1 20.0 18.9 17.8 17.2 17.2 18.9 20.0 19.4 19.4 

Low (° C) 15.0 15.6 16.1 16.1 15.0 13.3 12.8 12.8 13.3 15.0 15.6 15.6 

Humidity (%)  69 65 66 79 83 79 73 70 66 67 76 78 

Wind (km/hr.) 16.8 16.6 16.8 14.9 12.6 11.0 11.4 12.8 14.9 16.8 17.4 17.4 
出典：Ministry of Environment and Forestry 

  



2-22 

2-2-3 環境社会配慮 

2-2-3-1 環境影響評価 

(1) 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

環境社会配慮の対象となる主な事業コンポーネントを下表に示す。 

表 2-19 環境社会配慮対象事業コンポーネント概要 

項目 事業コンポーネント 

大気 土壌掘削・基礎工事、トラック・重機の利用等 

水質 土壌掘削・基礎工事、排水溝・側溝・雨水桝工事等 

廃棄物 既存建屋の撤去、草木・花壇等の移設、建築廃材等 

騒音・振動 トラック・重機の利用等 

雇用創出 土木工事等 
出典：JICA 調査団 

本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月）（以下、「JICA 環境ガ

イドライン」）に掲げるその他のインフラ事業のうち大規模なものに該当せず、環境への望ま

しくない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性

及び影響を受けやすい地域に該当しないため、本事業の特記仕様書にて「JICA 環境社会配慮カ

テゴリーB」に分類されている。 

(2) ベースとなる環境社会の状況 

1) 自然環境 

① 気象 

2-2-2 を参照。 

② 地形・地質 

3-2-2-1(3)1)を参照。 

③ 植生 

事業対象地域は、植生が衰退しすでに都市化した地域である。 

④ 保護区 

ケニア共和国（以下、ケニア）には、23 の国立公園と 28 の国立保護区がある。事業対

象地に最も近い保護区は、1946 年にケニアで最初に設立された国立公園のナイロビ国

立公園（117km2）である。同国立公園は都市に隣接しているにも関わらず、本国立公

園には 100 種以上の哺乳動物、300 種以上に及ぶ鳥類が生息しており、事業実施国にお

いて重要な保護区となっている。以下に事業対象地と同国立公園との位置関係を示す。 
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出典：Google 

図 2-3 国立公園の位置図 

本事業対象地域は、国立公園の北側 2km に位置しており、国立公園の北側はすでに開

発が進められてきた地域である。それに加えて、本事業対象地域は既存のケニア中央

医学研究所の敷地内であり、本国立公園に対する環境社会に係る影響は最小限である

と考えられる。 

2) 社会環境 

① 地方自治体 

ケニアは 5830,000km2、人口約 4760 万人（2019 年国勢調査）であり、47 郡からなる。

事業対象地はケニアの首都ナイロビ郡（ナイロビ市と同義）に位置している。 
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出典：2019 Kenya National Bureau of Statistics  

図 2-4 ケニア地方自治体 

② 人口 

事業対象地が位置するナイロビ郡は、ケニア最大の都市で首都であり、経済の中心と

なっている。人口は 439 万人（2019 年国勢調査）である。ケニアの総人口は、4756 万

人（2019 年国勢調査）であり、2009 年から 2019 年の人口増加率は 2.2％にとどまって

おり、増加率は降下傾向にある。 

 
出典：2019 Kenya National Bureau of Statistics 

図 2-5 1969 年から 2019 年のケニアの人口推移 
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③ 民族 

ケニアには 42 に及ぶ民族が生活しているとされている。人口の多い民族は、キクユ、

ルヒヤ、カレンジン、カンバ、キシイ、メルー等である（下表参照）。 

表 2-20 民族 

民族 人口 

キクユ 6,622,576 

ルヒヤ 5,338,666 

カレンジン 4,967,328 

ルオ 4,044,440 

カンバ 3,893,157 

ソマリ 2,385,572 

キシイ 2,205,669 

ミジケンダ 1,960,574 

メルー 1,658,108 

トゥルカナ 988,592 

マサイ 841,622 

テソ 338,833 
出典：2009 Kenya National Bureau of Statistics 

その他のアフリカ系民族、少数だが経済的に影響力のあるイギリス系やインド系民族

もおり、事業対象地が位置する首都ナイロビでは、様々な民族が混在している。 

④ 宗教 

キリスト教徒が多数である、次いでイスラム教徒、伝統宗教が続き、少数だがヒン

ドゥー教徒もいる。下表にて人口と比率を整理する。 

表 2-21 宗教 

宗教 人口 比率（％） 

プロテスタント 18,307,466 47.7 

カソリック 9,010,684 23.5 

その他のカトリック 4,559,584 11.9 

イスラム 4,304,798 11.2 

伝統宗教 635,352 1.7 

ヒンドゥー 53,393 0.1 

その他の宗教 557,450 1.5 

無宗教 922,128 2.4 

不明 61,233 0.2 
出典：2009 Kenya National Bureau of Statistics 
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⑤ 識字率 

ケニアの識字率は 81.54％。公用語は英語とスワヒリ語である。 

⑥ 産業 

おもな産業としては、第一次産業（農業）であるコーヒー、紅茶、園芸作物、サイザル

麻、綿花、とうもろこし、除虫菊等と、第二次産業（工業・製造業）である加工食品、

ビール、タバコ、セメント、石油製品、砂糖、（鉱物）ソーダ灰及びほたる石等があげ

られる。 

⑦ 土地利用・土地所有 

ケニア全土における土地利用は、2019 年国勢調査結果によれば、農地 48.6％、森林 6.3％、

その他が 45.1％となっている。 

 
出典： https://www.statista.com/statistics/1205731/distribution-of-land-

use-in-kenya/ 

図 2-6 ケニアにおける土地利用（2019） 

事業実施地であるナイロビ郡の土地利用を表 2-22 に整理した。森林や緑地の割合が、

2000年には全体の50％以上を占めていたが、2015年には約40％までに減少している。

また、都市化が進み、開発地域が年々増加傾向にあることがわかる。 

農地

48.6％

森林

6.3％

その他

45.1％
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表 2-22 ナイロビの土地利用における変移 1988 – 2015 年（％） 

 
出典： Oyugi, M. O., Odenyo, V. A., & Karanja, F. N. (2017). The implications of land use and land cover dynamics on the environmental 

quality of Nairobi City, Kenya. American Journal of Geographic Information System, 6(3), 111-127. 

⑧ 文化財 

ケニアには、下表に示した世界遺産が存在するが、事業対象地の近郊には存在してい

ない。 

表 2-23 ケニアの世界遺産 

世界界遺産名 種類 登録年 

ケニア山国立公園/自然林 世界自然遺産 1997 年 

トゥルカナ湖国立公園群 世界自然遺産 1997 年 

ラム旧市街 世界文化遺産 2001 年 

ミジケンダのカヤの聖なる森林群 世界文化遺産 2008 年 

モンバサのジーザス要塞 世界文化遺産 2011 年 

大地溝帯にあるケニアの湖沼群 世界自然遺産 2011 年 

ティムリカ・オヒンガ考古遺跡 世界文化遺産 2018 年 
出典：JICA 調査団 

(3) 相手国の環境社会配慮制度・組織 

1) 環境配慮に関連する法令や基準等  

ケニアにおける環境分野の上位政策及び計画としては、以下が主要な役割を果たしている。 

 National Environment Policy 2013 

 Solid Waste Management Strategy 2014 

 Green Economy Strategy and Implementation Plan 2016 - 2030 

しかし、これらの上位政策及び計画は環境社会配慮に関する枠組み及び詳細を定めていな

い。 

① 環境管理調整法（The Environmental Management and Co-ordination Act 1999） 

ケニアの環境社会配慮制度は、環境管理調整法（The Environmental Management and Co-

ordination Act： 1999 年施行、2015 年及び 2019 年改定)が根拠法となっている。同法が

環境管理の基本的枠組みを定めており、法規制の執行機関（国家環境管理庁等）の設
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立や環境影響評価・監査等の位置づけ、自然保護区関連の規制及び違反行為に対する

罰則等を規定している。 

2019 年 4 月の改定の結果、同法別添 2 において 3 種類の環境影響リスク（高・中・低）

毎に、それぞれ 13 種、14 種及び 15 種の事業種及び規模が規定された。 

② 環境影響評価・監査規則（The Environmental (Impact Assessment and Audit) 
Regulations, 2003） 

環境管理調整法に基づき 2002 年に法的拘束力の無い環境影響評価ガイドラインが策

定され、それを発展させる形で、同法補足規則として 2003 年に環境影響評価・監査規

則（The Environmental (Impact Assessment and Audit) Regulations：2003 年施行、2013 年、

2019 年及び 2022 年改定）が施行された。 

同規則は環境許可証の申請手続きや審査過程、実施業者の責務、事業実施後の監査や

環境モニタリング等を規定しており、ケニアの環境影響評価の根拠規則となっている。

同規則は環境基準値・排出基準値等は定めていないため、環境影響評価やその後の環

境モニタリングにおいて必要となる環境基準値・排出基準値等は関連する個別法・個

別規則を適用する法体系となっている（個別法・個別規則に関しては、下記 0 参照）。 

JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）に則り、プロジェクト実施中及びプロ

ジェクト完了後に適切な環境社会配慮を行う。環境影響評価に係る必要手続を実施し、

関連する許認可をケニア国の法律に則し取得する必要がある。 

EIA プロセスの重要な要素は以下の通りである。 

 重大な環境影響を与える可能性が低いプロジェクトまたは活動、または EIA 調

査が不要なプロジェクトがある。または国家環境管理庁が EIA 調査が必要であ

ると判断した場合、活動のプロジェクトレポートを作成し提出する必要がある。

その後の EIA プロセスを以下に示す。 

o 当局による承認を得るために仕様書（TOR）を作成。 

o 調査および、その後の当局への EIA 調査報告書の提出のための、ベース

ラインとなるデータと情報の収集。 

o 当局および関連する主要機関による EIA 調査報告書のレビュー。 

 EIA 調査報告書については、「承認」、「条件付き承認」、または「却下」の

判断が下される。 

 アピール 

 プロジェクトの実施。 

 プロジェクトの監視 

 プロジェクトの監査 

ケニア国、EIA のプロセスを以下の図に示す。 
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出典： Environmental Management And Coordination Act 

(No 8 of 1999) 

図 2-7 KEMRI 国法上の EIA プロセス 

また、本事業において、EIA の他に本事業に求められる工事中・供用時の環境社会配慮

関連許認可として、排水処理施設の適切なライセンスの取得が求められる。 

本事業において同規則に関して特筆すべき点は、事業費に基づいた環境ライセンス費

用の再導入である。同費用は、同規則の 2013 年 9 月の改定において導入され、事業費

総額の 0.1％を国家環境管理局に納めることが、環境ライセンス発行の条件となった。

その後 2016 年 10 月に同費用の適用は停止となったが、国家環境管理庁が 2022 年 5 月

下旬、同年 6 月 1 日に再導入を開始するとして、以下のような公示を行ったため、現

時点においては環境社会影響評価報告書の提出時に事業費積算書類の提出と事業費総

額の 0.1％の支払いが求められる。 



2-30 

 
出典：国家環境管理庁 

図 2-8 環境ライセンス発行に関する公示 
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環境ライセンス費用（以下、審査料）の算出方法に関しては、上述の事業費総額（Project 

cost）の定義を所轄官庁である国家環境管理局中堅職員 2 名及び同局が認定する環境社

会影響評価士（甲種の有資格者）3 名に聞き取ったが、統一した回答が得られなかった。

従って、同局の関連部署高官 4 名に複数回の面談を通して問い合わせた。その結果を、

時系列的に以下整理する。 

 担当課長：総事業費は工事費のみ（もしくは工事費及び据付費）。機材費を含

まない理由は、事業費積算書類（Certified bill of quantity）を作成する公認積算

士（Registered quantity surveyor）は、機材費まで調査する専門性を有しないため。 

 担当部長：総事業費には工事費だけでなく、据付費や機材費も含み、それを定

義した公的文書が存在する（しかし、その後 1 ヶ月以上同文書の開示を再三に

わたり催促し続けたものの、資料は提供されなかったため、同文書は存在しな

い可能性が高い）。 

 担当局長：総事業費は工事費のみ。その理由は機材費も入れてしまうと、大き

な事業においては審査費が高額になりすぎるため。 

 長官：どの費目を総事業費に含むかは事業毎に異なる。事業によっては工事費

のみが総事業費となり、別の事業では据付費や機材費も含み得る。 

結果として所轄官庁内の担当高官 4 名の間でも共通認識が無い実態が浮き彫りとなっ

た。同制度が 2013 年から導入されてから 2016 年に一時が停止されたまでの運用を複

数の甲種環境影響評価士有資格者に問い合わせたところ、どの費目を総事業費に含む

かは事業毎に異なっていた可能性が高く、100 万ケニアシリングを超過しない範囲で

所轄官庁及び公認積算士が対象とする費目を選択していたと想定される。2022 年 7 月

11 日に KEMRI の本事業責任者から受領したメールではこのレベルの倍額程度までの

審査料であれば、KEMRI 側は独自で費用負担できるとの回答を得た。承認手続きと所

要時間の目安を以下に記す。 

① 公認積算士の事業費積算書類作成（3-4 週間程度） 

② 環境社会影響評価報告書案と事業費積算書類の提出（1 週間程度） 

③ 国家環境管理局から環境ライセンス費用に関する請求書の受領（2 週間程度） 

④ 環境ライセンス費用の支払い（2-3 週間程度） 

⑤ 審査開始 

⑥ 審査結果の通知（6 週間程度） 

 その後 1 年余り KEMRI 側で上述①の手続きが停滞したが、2023 年 7 月に

KEMRIが公認積算士に積算を依頼し、同年 8 月 17 日付けで積算書が完成した。 

 これを受けて、同 25 日付けで KEMRI の最高経営責任者と環境影響評価士が

環境社会影響評価報告書案に署名し、上述②の手続きを完了した。 

 その後、同年 9 月 5 日に所轄官庁が KEMRI 宛てに審査料請求書を発行した

（上述③参照）。 
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 現在は上述の④の手続き中であり、支払い後、審査に 6 週間程度が必要と想定

されている。 

③ 環境基準値・排出基準値等は関連する個別法・個別規則 

上述の環境管理調整法に基づき、環境社会影響評価に関連する環境基準値・排出基準

値等を定めた主だった個別法・個別規則を以下整理する。 

 Environmental Management and Co-ordination (Air Quality) Regulations, 2014 

 Environmental Management and Co-ordination (Water Quality) Regulations, 2006 

 Environmental Management and Co-ordination (Waste Management) Regulations,2006 

 Environmental Management and Co-ordination (Fossil Fuel Emission Control) 

Regulations,2006 

 Environmental Management and Co-ordination (Conservation of Biological Diversity 

and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations,2006 

 Environmental Management and Co-ordination (Controlled Substances) Regulations, 2007 

 Environmental Management and Co-ordination (Wetlands, River Banks, Lake Shores 

and Sea Shore Management) Regulations, 2009 

 Environmental Management and Co-ordination (Noise and Excessive Vibration 

Pollution) (Control) Regulations, 2009 

 Environmental Management and Coordination (Public Complaints Committee) 

Regulations, 2012 

以下、上記規則に基づくケニア国内基準値と国際的な基準値を比較し、ケニア基準の

妥当性を検討する。 

a) 大気質に関する基準値 

「Environmental Management and Co-ordination (Air Quality) Regulations, 2014」が定め

るケニアの大気質の基準値と国際金融公社（IFC）が適用している世界保健機関

（WHO）の基準値を以下比較したところ、ケニア基準の妥当性を疑う程の著しい

乖離はないものの、CO 以外の 4 項目に関しては、ケニア国内基準は国際的な基準

より比較的緩いと言える。 

表 2-24 大気質の基準値比較 

項目 ケニア国内基準値 世界保健機関基準値 

SO2 80μg/m3 （24 時間平均） 40μg/m3（24 時間平均） 

NO2 80μg/m3 （24 時間平均） 25μg/m3（24 時間平均） 

CO 4mg/m3 （1 時間平均） 4mg/m3 （1 時間平均） 

PM2.5 75μg/m3（24 時間平均） 15μg/m3（24 時間平均） 

PM10 100μg/m3（24 時間平均） 45μg/m3（24 時間平均） 
出典：JICA 調査団 
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b) 排水に関する基準値 

「Environmental Management and Co-ordination (Water Quality) Regulations, 2006」が

定めるケニアの排水水質基準と国際金融公社の基準値を以下比較したところ、全

般的にケニア国内基準が国際的な基準より厳しいと言える。 

表 2-25 排水水質の基準値比較 

項目 ケニア国内基準値 国際金融公社基準値 

pH 6.5 – 8.5 6 - 9 

BOD (mg/l) 30 30 

COD (mg/l) 50 125 

Oil and grease (mg/l) Nil 10 

Total suspended solids (mg/l) 30 50 

Total coliform bacteria (MPN/100ml)* 30 400 
* ：MPN はmost probable number の略。 
出典：JICA 調査団 

c) 騒音・振動に関する基準値 

「 Environmental Management and Co-ordination (Noise and Excessive Vibration 

Pollution) (Control) Regulations, 2009」が定めるケニアの騒音・振動基準値と国際金

融公社（IFC）が適用している世界保健機関（WHO）の基準値を以下比較したとこ

ろ、土地利用の分類の仕方が多少異なるため単純比較はできないものの、ケニア

基準の妥当性を疑う程の著しい乖離は見られず、ケニア国内基準は国際的な基準

と同等もしくはより厳しい基準と言える。 

表 2-26 振動・騒音の基準値比較 

土地利用 
ケニア国内基準値（dBA） 世界保健機関基準値（dBA） 

昼 
（6am-8pm） 

夜 
（8pm-6am） 

昼 
（7am-10pm）

夜 
（10pm-7am）

住宅地及び商業施設の混在地域* 55 35 55 45 

商業施設** 60 35 70 70 
* ：国際金融公社の基準は住宅地及び教育施設が対象。 
** ：国際金融公社の基準は商業施設及び産業施設が対象。 
出典：JICA 調査団 

上述の基準値以外で本事業において留意する必要性がある法規制として、

Environmental Management and Co-ordination (Waste Management) Regulations 2006 が

挙げられる。同規則別添 1 様式 3（Tracking Document）では、廃棄物の排出源から

許認可を受けた最終処分場までの運搬記録を作成し、適切に保管すること等が義

務付けられている。 

2) 関係機関の役割 

以下、環境社会配慮管轄機関、その他関連機関に関して整理する。 
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 環境社会配慮管轄機関：国家環境管理庁の環境影響評価担当部署（Compliance and 

Enforcement Department） 

 環境社会配慮管轄機関の機能：同機関は環境影響評価専門家（EIA Expert）の登録

申請を受理し、審査で適正があると判断できる場合は、許可証を発行し、登録する。

また、環境影響の簡易報告書（Project Report）を受領した後、45 日間以内に審査を

行い、問題がない場合は、環境許可証 (EIA License)を発行する。 

 その他関係機関： NGO は環境社会配慮においてステークホルダーの一員となりえ

るが、特に環境社会配慮の手続き上の役割は与えられていない。上述の国家環境管

理庁以外の関係機関で重要な個人・機関は国家環境管理庁に登録されている環境影

響評価専門家（EIA Expert）である。ケニアでは 2 千近くの個人・機関が環境影響

評価専門家（EIA Expert）として登録されており、名称、登録番号、住所、E-mail ア

ドレス、電話番号、登録された専門家の種類、登録者の専門等が登録されている。

この専門家が環境社会配慮の手続き上、実際に環境影響の簡易報告書（Project Report）

を作成し、影響が大きい場合は環境影響評価を実施する。 

3) JICA 環境ガイドライン（2010 年 4 月）との乖離及びその解消方法 

「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月公布）」及び相手国の制度を比較

し、乖離の有無の確認および本事業における解消方法について下表に整理する。 

表 2-27 JICA 環境ガイドラインとケニア国制度の比較 

対象事項 JICA 環境社会配慮ガイドライン 相手国制度 乖離の有無・解消方法 
基本的事項 - プロジェクトを実施するに当たっ

ては、その計画段階で、プロジェク
トがもたらす環境や社会への影響
について、できる限り早期から、調
査・検討を行い、これを回避・最小
化するような代替案や緩和策を検
討し、その結果をプロジェクト計画
に反映しなければならない。 

- 事業が及ぼしうる環
境社会的影響を調査
し、必要に応じて緩
和 策 を 提 示 す る 
（2003 年環境影響
評価・監査規則の
Part 2）。 

JICA 環境社会配慮ガイ
ドラインと比較すると、
相手国制度は早期の調
査・検討を求めていない
が、本事業では早期の段
階で所轄官庁へ相談し、
環境影響評価・監査規則
に基づく本事業のリスク
評価等を受け、作業を
行っている。 

情報公開 - 環境アセスメント報告書（制度に
よっては異なる名称の場合もある）
は、プロジェクトが実施される国で
公用語または広く使用されている
言語で書かれていなければならな
い。また、説明に際しては、地域の
人々が理解できる言語と様式によ
る書面が作成されねばならない。 

- 環境アセスメント報告書は、地域住
民等も含め、プロジェクトが実施さ
れる国において公開されており、地
域住民等のステークホルダーがい
つでも閲覧可能であり、また、コ
ピーの取得が認められていること
が要求される。 

- 環境アセスメント報
告書は、プロジェク
ト実施国の公用語
（英語）で作成され
る。 

- 2003 年環境影響評
価・監査規則の制度
上、環境アセスメン
ト報告書は、地域住
民等も含め、プロ
ジェクトが実施され
る国においてステー
クホルダーが閲覧可
能である必要があ
る。 

制度上大きな乖離は存在
しない。 
現地再委託先はプロジェ
クト実施国の公用語（英
語）で環境社会影響評価
書の作成を進めており、
ステークホルダーへの情
報公開を行っている。ま
た環境社会影響評価書を
所轄官庁に提出した後
も、同官庁の指示に基づ
きステークホルダーへの
情報公開を継続する予定
となっている。 
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対象事項 JICA 環境社会配慮ガイドライン 相手国制度 乖離の有無・解消方法 

住民協議 - 環境アセスメント報告書作成に当
たり、事前に十分な情報が公開され
たうえで、地域住民等のステークホ
ルダーと協議が行われ、協議記録等
が作成されていなければならない。 

- 本事業では、環境へ
の大きな影響が予想
されない中程度のリ
スク事業と所轄官庁
の判断を得ており、
2003 年環境影響評
価・監査規則に基づ
き地域住民等のス
テークホルダーとの
協議が求められる。 

制度上大きな乖離は存在
しない。 
所轄官庁と協議の上、公
衆関与の一環として住
民、周辺地域の各種団体
と協議を行っている。 

影響評価対
象項目 

- 環境社会配慮に関して調査・検討す
べき影響の範囲には、大気、水、土
壌、廃棄物、事故、水利用、気候変
動、生態系及び生物相等を通じた、
人間の健康と安全及び自然環境へ
の影響（越境の又は地球規模の環境
影響を含む）並びに以下に列挙する
様な事項への社会配慮を含む。非自
発的住民移転等人口移動、雇用や生
計手段等の地域経済、土地利用や地
域資源利用、社会関係資本や地域の
意思決定機関等社会組織、既存の社
会インフラや社会サービス、貧困層
や先住民族など社会的に脆弱なグ
ループ、被害と便益の分配や開発プ
ロセスにおける公平性、ジェン
ダー、子どもの権利、文化遺産、地
域における利害の対立、HIV/AIDS
等の感染症、労働環境（労働安全を
含む）。 

- 調査・検討すべき影響は、プロジェ
クトの直接的、即時的な影響のみな
らず、合理的と考えられる範囲内
で、派生的・二次的な影響、累積的
影響、不可分一体の事業の影響も含
む。また、プロジェクトのライフサ
イクルにわたる影響を考慮するこ
とが望ましい。 

- 2003 年環境影響評
価・監査規則（2019
年改定）では、環境へ
の大きな影響が予想
されない中程度のリ
スク事業において調
査・検討すべき影響
の範囲として、環境
（物理的要素：大気、
水、気候、騒音、臭気、
土地等、生物的要素：
動植物、社会的要素）
及び社会経済への影
響、潜在的環境影響
及び工事・共用期間
に実施すべき緩和
策、事業において使
用する原料や生産
物、副産物及び発生
する廃棄物とその処
理方法、事故の予防
措置及び事故発生時
の対応策、作業員及
び近隣住民の安全衛
生計画、環境管理計
画、気候変動脆弱性
評価と適応・緩和策、
国家環境管理庁から
の追加項目等が挙げ
られている。 

- また、事業用地、デザ
イン、技術及びプロ
セスの代替案を求め
ている。 

JICA の環境社会配慮ガ
イドラインと比較する
と、相手国制度の環境へ
の大きな影響が予想され
ない中程度のリスク事業
の報告書の影響評価対象
項目は網羅性に乏しい点
がある。この乖離に関し
ては、必要に応じて国家
環境管理庁と協議の上、
調査項目を検討する。 

モニタリン
グ、苦情処
理等 

- モニタリング結果を、当該プロジェ
クトに関わる現地ステークホル
ダーに公表するよう努めなければ
ならない。 

- 第三者等から、環境社会配慮が十分
でないなどの具体的な指摘があっ
た場合には、当該プロジェクトに関
わるステークホルダーが参加して
対策を協議・検討するための場が十
分な情報公開のもとに設けられ、問
題解決に向けた手順が合意される
よう努めなければならない。 

- 2003 年環境影響評
価・監査規則は、環境
モニタリング・環境
監査に関しては規定
しているが、その結
果の公表や苦情処理
などに関しては言及
していない。 

JICA の環境社会配慮ガ
イドラインと比較する
と、相手国制度において
はモニタリング結果の公
表や苦情処理等が求めら
れていない。この乖離に
関しては、必要に応じて
国家環境管理庁と協議の
上、対応を検討する。 
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対象事項 JICA 環境社会配慮ガイドライン 相手国制度 乖離の有無・解消方法 

生態系及び
生物相 

プロジェクトは、重要な自然生息地ま
たは重要な森林の著しい転換または
著しい劣化を伴うものであってはな
らない。 

1985 年野生生物保護管
理法及び2003年環境影
響評価・監査規則の関連
規則である2006年生物
多様性保全規則や 2009
年湿地・河岸・湖畔・海
岸管理規則等で生態系
及び生物相は保護され
ている。 

制度上大きな乖離は存在
しない。 
 

先住民族 プロジェクトが先住民族に及ぼす影
響は、あらゆる方法を検討して回避に
努めねばならない。このような検討を
経ても回避が可能でない場合には、影
響を最小化し、損失を補填するため
に、実効性ある先住民族のための対策
が講じられなければならない。 

2003 年環境影響評価・
監査規則等においては
明確な規制は特定され
ていない。 

制度上の乖離は存在する
ものの、本事業はケニア
の既存の公的機関の敷地
内で実施され、先住民族
への影響は想定されな
い。 

出典：JICA 調査団 

(4) 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

事業を実施しない場合と、事業を実施する場合の複数ケースの代替案検討を行った結果を下表

にて整理する。 

表 2-28 代替案の比較検討 

代替案 評価 

1 事業を実施しない案 

ケニアにおける医学的研究分野の実験に関わる範囲が拡大したことやその
重要性が増加したことを受けて、今後の研究活動のために十分な施設や機
材を確保することがKEMRI の最優先課題となっている。 
事業を実施しない選択肢は、ケニアの医療技術の発展にもたらす負の影響
が懸念される。また、既存敷地内に利用できる十分なスペースがあるにも
関わらず、その土地を有効活用できていない状況も改善されないこととな
る。 

- 

2 

KEMRI本部敷地内の既
存の研究施設内を整
備・拡張して事業を実
施する案 

この代替案は、KEMRI が提案している研究所を新たに建設することなく、
追加の研究に必要な場所を、既存の施設内に確保することである。 
KEMRI の提案は、現状の研究活動範囲を大幅に拡大して実施するため、既
存の施設では十分な空間が確保できず、混乱した施設内環境となることが
懸念されるため、本代替案は適さない。また、この代替案を採用すると、
既存の施設設計を再構成する必要があるため、費用的に高額で及び時間的
にも長期間必要になる可能性がある。仮に一時的に、既存の研究施設内の
整備・拡張に成功したとしても、時間の経過とともに、新規研究課題は山
積みとなっていき、本事業はその山積みとなっている課題を解決するため
に提案されたため、本代替案では、既存の問題は解決されない。 

△ 

3 
既存の KEMRI 本部敷
地内に新規研究施設を
設置する案 

本事業案は、既存の KEMRI 本部の敷地内に新たに研究施設を建設するも
ので、近隣住民や生態系への影響も最小限に抑えられ、土地を新たに取得
する必要もないことから、住民移転等の問題も発生せず、予算も抑えられ
るため、経済的にも環境的にも最適の事業案であると考えられる。 

◎ 

4 
KEMRI本部に隣接する
土地で事業を実施する
案 

KEMRI 本部の既存の施設との連携・連動性を考慮し、隣接する土地を取得
して事業を実施する案もあるが、用地取得に必要な費用調達等、主に経済
的側面から実施するのが困難である。それに加えて、この代替案は近隣の
商業・医療施設の経営・運営に対する負の影響の懸念から、結果として地
域住民との軋轢を引き起こす可能性が高い。住民移転等にかかる補償費用
など、様々な負の影響も考えられる。 

〇 
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代替案 評価 

5 
事業を実施するため
に、他の事業地におい
て実施する案 

他の土地を探す代替案では、KEMRI の LB3 レベルの研究施設の機能要件
に準拠している土地の区画を探すことが必要となる。しかし、そのような
土地を探すことは非常に困難であり、土地の確保には多額の資金が必要と
なる。また、研究所から発生する廃棄物や排気・排水は地域住民から反対
される可能性が高く、第 3 案と比較すると、既存の医療系廃棄物焼却炉等
を新たに建設する、もしくは KEMRI 本部まで運搬するなどの費用も発生
するため経済的・環境的に優位性が無い。また、第 4 案と比較した場合も、
本案はKEMRI 本部の既存の施設との連携・連動性において困難が伴う。 

× 

出典：JICA 調査団 

以上より、既存の KEMRI 本部敷地内に新規研究施設を設置する案においては、環境社会影響

は想定されるものの、同国の喫緊の課題である医療技術の発展にもたらす効果を鑑みると、適

切な環境影響緩和策を行うことで影響を最小限に抑えつつ事業を実施することが望ましい。 

(5) スコーピング 

既存の KEMRI 本部敷地内に新規研究施設を設置する案（以下、本事業案）に対するスコーピン

グ結果を下表に示す。 

表 2-29 本事業による環境社会影響（スコーピング・マトリクス） 

分類 No. 影響項目 
評価 評価理由 

工事前 
工事中 供用時  

汚
染
対
策 

1 大気汚染 B- C 工事中：工事中の粉塵による大気汚染が想定される。 
供用時：医療排気により大気質の悪化は確認を要する。 

2 水質汚濁 B- C 
工事中：建設現場における掘削作業において、近隣河川の水質汚
濁を及ぼす可能性がある。 
供用時：供用時の医療排水の影響に関しては確認を要する。 

3 廃棄物 C C 
工事中：建設残土や廃材の発生が想定されるため、確認を要する。 
供用時：供用時は新規研究施設から廃棄物が発生し、医療・感染
性廃棄物を含むため、管理体制等の確認を要する。 

4 土壌汚染 C C 
工事中：重機等から漏れる油等の土壌汚染の可能性は確認を要す
る。 
供用時：固形廃棄物や廃液が、土壌を汚染する可能性がある。 

5 騒音・振動 B- D 
工事中：重機及び車両の稼働等による騒音及び振動が想定され
る。 
供用時：騒音や振動は想定されない。 

6 地盤沈下 D D 工事中／供用時：本事業では地盤沈下を引き起こすような作業や
使用などは想定されない。 

7 悪臭 D D 工事中／供用時：本事業では悪臭を発生させるような作業や使用
などは想定されない。 

8 底質 D D 工事中／供用時：本事業において底質に影響が及ぶ作業などは想
定されていない。 

自
然
環
境 

9 保護区 D D 工事中／供用時：事業予定地は既存研究施設敷地内で、予定地及
びその周辺に保護区は存在せず、保護区への影響は想定されない。 

10 生態系 C D 
工事前・中：研究施設建設に際し木及び低木を伐採するため影響
を検討する必要がある。 
供用時：影響は想定されない。 

11 水象 D D 工事中／供用時：本事業が事業対象地域において、河川等の水流
や河床の変化を引き起こすような影響は想定されていない。 

12 地形及び地質 D D 工事中／供用時：本事業において、事業対象地域が既存の研究施
設敷地内であり、地形または地質への影響は想定されない。 
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分類 No. 影響項目 
評価 評価理由 

工事前 
工事中 供用時  

社
会
環
境 

13 用地取得・住民
移転 D D 工事中／供用時：本事業において、事業対象地域が既存の研究施

設敷地内であり、用地取得および住民移転は発生しない。 

14 貧困層 B+ C 
工事中：土木作業員等の雇用機会増加が期待できる。 
供用時：研究所の医療技術の進歩により、貧困層が新技術の恩恵
を受ける可能性がある等、影響を検討する必要がある。 

15 少数民族・先住
民族 D D 工事中／供用時：対象地域およびその周辺に少数民族・先住民族

は存在せず、影響は想定されない。 

16 
雇用や生計手
段等の地域経
済 

B+ C 
工事中：土木作業員や技術者等の雇用機会増加が期待できる。 
供用時：研究所職員の増員による雇用促進が想定される。 

17 土地利用や地
域資源利用 D D 工事中／供用時：本事業では既存研究施設敷地内に施設を建設す

るため、土地利用および地域資源利用への影響は想定されない。 
18 水利用 D D 工事中/供用時：周辺河川等の水利用は想定されていない。 

19 
既存の社会イ
ンフラや社会
サービス 

B- B+ 
工事中：工事中の交通渋滞が想定される。 
供用時：医療研究・技術・サービスの向上が見込まれる。 

20 

社会関係資本
や地域の意思
決定機関等の
社会組織 

D D 

工事中／供用時：本事業は、既存の研究施設敷地内における新規
研究施設の建設であり、社会関係資本や地域の意思決定機関など
への影響は想定されない。 

21 被害と便益 
の偏在 D D 

工事中／供用時：本事業は既存の研究施設敷地内における新規研
究施設建設で、周辺地域に被害・便益の偏在を来すことは想定さ
れない。 

22 地域内の利害
対立 D D 

工事中／供用時：本事業は既存の研究施設敷地内における新規研
究施設建設であり、地域内の利害対立を引き起こすことは想定さ
れない。 

23 文化遺産 D D 工事中／供用時：本事業対象地域及びその周辺には文化遺産は存
在しないため、文化遺産への影響は想定されない。 

24 景観 C D 

工事中：本事業により、敷地内の木及び低木を伐採するため、景
観が損なわれる可能性がある。 
供用時：本研究所は 2 階建てであり、既存の研究施設と共に周辺
地域の景観を損ねることは想定されない。 

25 ジェンダー C C 工事中／供用時：男女の事業参画が十分確保されるように考慮す
る必要がある。 

26 子どもの権利 C D 工事中：本事業による児童労働の可能性については、確認を要する。 
供用時：本事業による子どもの権利への特段の影響は想定されない。 

27 HIV/AIDS 等の
感染症 C C 工事中：工事作業員による、感染症拡大の可能性が考えられる。 

供用時：研究活動による感染の可能性は、確認を要する。 

28 労働環境 C D 
工事中：ケニアの労働安全基準に即して工事を実施する必要がある。 
供用時：既存研究施設での労働環境からは特に問題は特定されな
かったため、供用時に大きく状況が変わることは想定されない。 

そ
の
他 

29 事故 B- C 工事中：工事中の事故が懸念される。 
供用時：研究施設利用中の事故が想定される。 

30 越境の影響及
び気候変動 D D 

工事中：本事業は、既存研究施設敷地内における新規研究施設の
建設であり、越境の影響及び特別な気候変動影響は想定されない。 
供用時：新規研究施設からの温室効果ガスの発生は考えられる
が、越境の影響及び特別な気候変動影響は想定されない。 

A+/-：重大な正／負の影響が想定される  
B+/-：ある程度の正／負の影響が想定される  
C：影響の有無、その程度・範囲が不明であり、今後の更なる調査が必要  
D：影響は皆無、あるいは軽微であり、今後の調査は不要  
*本スコーピング案の影響項目は JICA 環境社会配慮ガイドライン等を参考に選定した 

出典：JICA 調査団 
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(6) 環境社会配慮調査の TOR 

1) 調査範囲 

調査対象範囲は、事業予定地及びその周辺を含む。特に公衆関与に関してはケニア中央医

学研究所環境社会配慮担当者及び所轄官庁（国家環境管理庁）と協議・相談の上、同研究

所敷地外の配慮すべき範囲も広く対象とした。 

2) 調査項目及び方法 

スコーピングで絞り込んだ影響項目について、調査内容及び方法を以下記載する。尚、同

国の環境影響評価法に基づき、実際の調査は現地で環境影響評価士の資格を有する再委託

先を通して実施した。 

表 2-30 調査項目及び方法 

分類 影響項目 調査項目 調査手法 

汚
染
対
策 

大気汚染 

1. 事業予定地におけ
る大気質の測定 

2. 大気質の基準値 

1. 事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4隅の合計5地
点において、二酸化硫黄（SO2）、二酸化窒素（NO2）、
一酸化炭素（CO）、吸入可能および呼吸可能な粒子状
物質（PM10およびPM2.5）の測定 

2. 既存資料調査 

水質汚濁 

1. 事業予定地及びそ
の周辺の水質の分
析 

2. 水質基準値 

1. KEMRI 本部敷地内地下水、同敷地内の市水給水管及び
近隣河川（ナイロビ側）の合計 3 箇所において 1 検体
ずつ合計 3 検体を採水し、認証を受けた分析機関で以
下の分析項目に関して分析：pH, Turbidity, Total 
Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Fluoride, 
Nitrate, Ammonia, Copper, Zinc, Nitrite, Lead, 
Cadmium, Arsenic, Selenium, Phenols, Permanganate 
Value 及びE. Coli 

2. 既存資料調査 

廃棄物 

建設残土や廃材など廃
棄物の処理計画及び敷
地内の焼却炉の仕様と
利用状況 

KEMRI の廃棄物管理及び焼却炉関連資料の精査、KEMRI
環境社会配慮担当官に対する聞き取り、現場状況確認
（施設内の医療系廃棄物焼却炉の目視等） 

土壌汚染 

1. 事業予定地におけ
る土壌の分析 

2. 土壌の環境・規制基
準値 

1. 土壌検体採取は、検体採取に関する手法 USEPASOP
従い、手動の土壌サンプリングオーガーを使用して、
地表から 0〜1.5m の深度から採取し、認証を受けた分
析機関で、以下の項目に関して分析：重金属（ヒ素、
カドミウム、コバルト、クロム、銅、モリブデン、鉛、
ニッケル、亜鉛及び水銀）等 

2. 既存資料調査（ただしケニアには土壌汚染規制値・環
境基準値に関する法規制が無いため、国際的な指標と
なっているオランダ基準を採用） 

騒音・振動 

1. 事業予定地におけ
る騒音・振動の測定 

2. 騒音・振動の基準値 

1. 事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4隅の合計5地
点において、騒音・振動測定器に関する国際規格（IEC 
61672：1999 等）に準拠した Type 1 騒音・振動測定
器を利用し、騒音・振動測定と評価に関する国際規格
（ISO 19961：2003 と ISO 3095：2001）に沿って測
定を行った。 

2. 既存資料調査 
自
然
環
境 

生態系 
本事業予定地の動物・
植物・生態系調査・確認 

既存資料調査、現地踏査（伐採予定の木本（低木を含む）
の確認）、レッドリストの参照、マッピング、及び必要に
応じて関連機関へのヒアリング 
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分類 影響項目 調査項目 調査手法 

社
会
環
境 

貧困層 被影響世帯における貧
困層の有無 

既存資料調査及び公衆関与における周辺住民や関連機関
への聞き取り 

雇用や生計手
段等の地域経
済 

雇用に係る調査及び
JICAガイドライン等と
の比較 

関連法やガイドラインの資料調査、および雇用や労働安全
衛生に係る既存資料の精査 

既存の社会イ
ンフラや社会
サービス 

道路、水、電気や公共施
設の分布状況と利用状
況 

現地踏査及び公衆関与における周辺住民や関連機関への
聞き取り 

景観 現状の景観確認 現地踏査及び公衆関与における周辺住民や関連機関への
聞き取り 

ジェンダー ジェンダーの平等性と
役割分担 

既存資料調査及び公衆関与における周辺住民や関連機関
への聞き取り 

子どもの権利 子どもの権利及び児童
労働に関する調査 

既存資料調査 

HIV/AID 等の
感染症 

HIV/AID 等の感染症に
係る調査 

既存資料調査 

労働環境 

労働安全に係る政策・
法調査、国際的なガイ
ドラインとの比較及び
労働環境改善の検討 

既存資料調査及び公衆関与における周辺住民や関連機関
への聞き取り 

そ
の
他 

事故 工事中の労働者に対す
る安全対策 

既存資料調査（ケニアの法令およびWHO のガイドライン
等） 

出典：JICA 調査団 

(7) 環境社会配慮調査結果（予測結果を含む） 

調査結果の概要を以下に示す。 

表 2-31 汚染対策・自然環境調査結果 

分類 影響項目 調査結果 調査結果の分析 

汚
染
対
策 

大気汚染 

事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4 隅
の合計 5 地点において、ベースライン調査
を実施した。測定・分析結果を以下に整理す
る。 

- SO2：27-72 μg/m3 
- NO2：25-44 μg/m3 
- CO：0.1-1.3 mg/m3 
- PM2.5：0-14μg/m3 
- PM10：7-21μg/m3 

測定結果は、全ての測定項目及び測定箇所にお
いて以下のケニア法規制（EMCA、Air Quality 
Regulations 2014）の基準値未満であった。 

- SO2：80μg/m3（24 時間平均） 
- NO2：80μg/m3（24 時間平均） 
- CO：4.0mg/m3（1 時間平均） 
- PM2.5：75μg/m3（24 時間平均） 
- PM10：100μg/m3（24 時間平均） 

参考として以下の世界保健機構ガイドライン
と比較すると、CO、PM2.5及びPM10は全ての
箇所で基準値未満であったが、SO2 及び NO2

は基準値超過が見られた 
- SO2：40μg/m3（24 時間平均） 
- NO2：25μg/m3（24 時間平均） 
- CO：4.0mg/m3（1 時間平均） 
- PM2.5：15 μg/m3（24 時間平均） 
- PM10：45μg/m3（24 時間平均） 

水質汚濁 

KEMRI 本部敷地内地下水、同敷地内の市水
給水管及び近隣河川（ナイロビ側）の合計 3
箇所において 1 検体ずつ合計 3 検体を採水
し、認証を受けた分析機関で 17 の分析項目

測定・分析結果において、以下のケニア法規制
（EMCA、Water Quality Regulations 2006）の
基準値超過が見られた。 

- pH：6.5-8.5 
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分類 影響項目 調査結果 調査結果の分析 
（pH, Turbidity, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Fluoride, Nitrate, 
Ammonia, Copper, Zinc, Nitrite, Lead, 
Cadmium, Arsenic, Selenium, Phenols, 
Permanganate Value 及びE. Coli）に関し
て分析した。 
地下水においては、pH9.2、濁度 6.7NTU、
フッ素 10.4TCU 及び過マンガン酸塩値 0.9
以外は基準値未満で、市水給水管において
は、大腸菌群数 2 個/100ml 及び過マンガン
酸塩値 0.2 以外は基準値未満であった。近
隣河川においては基準値超過は見られな
かった。 

- 濁度：5NTU 
- フッ素：1.5TCU 
- 大腸菌群数:0.1/100ml 及 
- 過マンガン酸塩値：検出下限値未満 

廃棄物 

KEMRI への聞き取り結果から、工事中に発
生する建設廃材は許可を受けた産業廃棄物
運搬業者に委託して適切に収集・運搬・処理
されると想定できる。 
供用期間に発生する医療系廃棄物に関して
は、事業予定地は 2020 年前後から日量数百
キログラム程度の処理能力の欧米製の医療
系廃棄物焼却炉を導入しており、適切に処
理される設備は存在するが、視察時もメン
テナンス中であったように実際に適切な利
用がなされるかは要注意。 

KEMRI への聞き取り結果からは廃棄物管理に
関して問題は特定されなかった。産業廃棄物の
収集・運搬・処理を委託する際には、ケニアの
廃棄物管理法の別添 1 様式 3（Tracking 
Document）に基づき、排出源から許認可を受
けた最終処分場までの運搬記録を作成し適切
に保管する必要がある。また発生した医療系廃
棄物が敷地内の医療系廃棄物焼却炉で実際に
適切に焼却されているか、そして排煙の汚染物
質濃度分析結果や焼却灰の管理状況を定期的
に確認する必要がある。 

土壌汚染 

事業予定地の合計 3 地点において、1 検体
ずつ合計 3 検体を採取し、認証を受けた分
析機関で 10 の分析項目（ヒ素、カドミウム、
コバルト、クロム、銅、モリブデン、鉛、ニッ
ケル、亜鉛及び水銀）に関して分析した。 
全ての検体採取地点からの検体において、
亜鉛とモリブデンの基準値超過が見られ
た。亜鉛の濃度は 127-145mg/kg で、モリブ
デンの濃度は 4.8-6.1mg/kg であった。 

土壌汚染に関してはケニアに環境基準値も規
制値も存在しないため、国際的な基準となって
いるオランダ基準と比較した。その結果、モリ
ブデンと亜鉛に関して以下の基準値超過が見
られた。 

- 亜鉛：20mg/kg 
- モリブデン：1.0mg/kg 

騒音・振動 

事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4 隅
の合計 5 地点において、ベースライン調査
を実施した。測定析結果を以下に整理する。 

- 騒音：52.1dBA 以下 
- 振動：5mm/s 未満 

測定結果は、全ての測定箇所において以下のケ
ニア法規制 (EMCA, (Noise and Excessive 
Vibration Pollution) (Control) Regulations, 
2009)）基準値未満であった。 

- 騒音：55dBA 
- 振動：5mm/s 

出典：JICA 調査団 

表 2-32 社会環境調査結果 

分類 影響項目 調査結果 調査結果の分析 

汚
染
対
策 

大気汚染 

事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4 隅
の合計 5 地点において、ベースライン調査
を実施した。測定・分析結果を以下に整理す
る。 

- SO2：27-72 μg/m3 
- NO2：25-44 μg/m3 
- CO：0.1-1.3 mg/m3 
- PM2.5：0-14μg/m3 
- PM10：7-21μg/m3 

測定結果は、全ての測定項目及び測定箇所にお
いて以下のケニア法規制（EMCA、Air Quality 
Regulations 2014）の基準値未満であった。 

- SO2：80μg/m3（24 時間平均） 
- NO2：80μg/m3（24 時間平均） 
- CO：4.0mg/m3（1 時間平均） 
- PM2.5：75μg/m3（24 時間平均） 
- PM10：100μg/m3（24 時間平均） 

参考として以下の世界保健機構ガイドライン
と比較すると、CO、PM2.5及びPM10は全ての
箇所で基準値未満であったが、SO2 及び NO2

は基準値超過が見られた 
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分類 影響項目 調査結果 調査結果の分析 
- SO2：40μg/m3（24 時間平均） 
- NO2：25μg/m3（24 時間平均） 
- CO：4.0mg/m3（1 時間平均） 
- PM2.5：15 μg/m3（24 時間平均） 
- PM10：45μg/m3（24 時間平均） 

水質汚濁 

KEMRI 本部敷地内地下水、同敷地内の市水
給水管及び近隣河川（ナイロビ側）の合計 3
箇所において 1 検体ずつ合計 3 検体を採水
し、認証を受けた分析機関で 17 の分析項目
（pH, Turbidity, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Fluoride, Nitrate, 
Ammonia, Copper, Zinc, Nitrite, Lead, 
Cadmium, Arsenic, Selenium, Phenols, 
Permanganate Value 及びE. Coli）に関し
て分析した。 
地下水においては、pH9.2、濁度 6.7NTU、
フッ素 10.4TCU 及び過マンガン酸塩値 0.9
以外は基準値未満で、市水給水管において
は、大腸菌群数 2 個/100ml 及び過マンガン
酸塩値 0.2 以外は基準値未満であった。近
隣河川においては基準値超過は見られな
かった。 

測定・分析結果において、以下のケニア法規制
（EMCA、Water Quality Regulations 2006）の
基準値超過が見られた。 

- pH：6.5-8.5 
- 濁度：5NTU 
- フッ素：1.5TCU 
- 大腸菌群数:0.1/100ml 及 
- 過マンガン酸塩値：検出下限値未満 

廃棄物 

KEMRI への聞き取り結果から、工事中に発
生する建設廃材は許可を受けた産業廃棄物
運搬業者に委託して適切に収集・運搬・処理
されると想定できる。 
供用期間に発生する医療系廃棄物に関して
は、事業予定地は 2020 年前後から日量数百
キログラム程度の処理能力の欧米製の医療
系廃棄物焼却炉を導入しており、適切に処
理される設備は存在するが、視察時もメン
テナンス中であったように実際に適切な利
用がなされるかは要注意。 

KEMRI への聞き取り結果からは廃棄物管理に
関して問題は特定されなかった。産業廃棄物の
収集・運搬・処理を委託する際には、ケニアの
廃棄物管理法の別添 1 様式 3（Tracking 
Document）に基づき、排出源から許認可を受
けた最終処分場までの運搬記録を作成し適切
に保管する必要がある。また発生した医療系廃
棄物が敷地内の医療系廃棄物焼却炉で実際に
適切に焼却されているか、そして排煙の汚染物
質濃度分析結果や焼却灰の管理状況を定期的
に確認する必要がある。 

土壌汚染 

事業予定地の合計 3 地点において、1 検体
ずつ合計 3 検体を採取し、認証を受けた分
析機関で 10 の分析項目（ヒ素、カドミウム、
コバルト、クロム、銅、モリブデン、鉛、ニッ
ケル、亜鉛及び水銀）に関して分析した。 
全ての検体採取地点からの検体において、
亜鉛とモリブデンの基準値超過が見られ
た。亜鉛の濃度は 127-145mg/kg で、モリブ
デンの濃度は 4.8-6.1mg/kg であった。 

土壌汚染に関してはケニアに環境基準値も規
制値も存在しないため、国際的な基準となって
いるオランダ基準と比較した。その結果、モリ
ブデンと亜鉛に関して以下の基準値超過が見
られた。 

- 亜鉛：20mg/kg 
- モリブデン：1.0mg/kg 

騒音・振動 

事業予定地中心部及び予定敷地境界の 4 隅
の合計 5 地点において、ベースライン調査
を実施した。測定析結果を以下に整理する。 

- 騒音：52.1dBA 以下 
- 振動：5mm/s 未満 

測定結果は、全ての測定箇所において以下のケ
ニア法規制 (EMCA, (Noise and Excessive 
Vibration Pollution) (Control) Regulations, 
2009)）基準値未満であった。 

- 騒音：55dBA 
- 振動：5mm/s 

出典：JICA 調査団 

(8) 影響評価 

調査対象地において事業が実施された場合、想定される環境社会影響の評価結果を以下に

示す。 
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表 2-33 環境社会影響評価 

分類 No 影響項目 

スコーピング時
における評価 

調査結果に 
基づく評価 

評価理由 
工事前 
工事中 

供用時 
工事前 
工事中 

供用時 

汚
染
対
策 

1 大気汚染 B- C B- D 

工事中：工事中の粉塵による大気汚染が想定され
る。 
供用時：医療排気対応のフィルター等の設備導入
で影響は回避できると考えられる。 

2 水質汚濁 B- C B- D 

工事中：建設現場における掘削作業において、近
隣河川の水質汚濁を及ぼす可能性がある。 
供用時：供用時の医療排水に関しては既存施設同
等の適切な排水処理が行われることで対応可能
と考えられる。 

3 廃棄物 C C D B- 

工事中：工事中に発生する建設廃材は所轄官庁か
ら承認を受けた産業廃棄物運搬業者に委託して
適切に収集・運搬・処理されると想定できる。 
供用時：供用期間に発生した医療系廃棄物が敷地
内の廃棄物焼却炉で実際に適切に焼却されてい
るか、そして排煙の汚染物質濃度分析結果や焼却
灰の管理状況を定期的に確認する必要がある。 

4 土壌汚染 C C D D 

工事中：本事業においては土壌汚染を引き起こす
ような作業が発生する可能性は低いと考えられ
る。 
供用時：現状からの更なる土壌汚染の影響は想定
されない。 

5 騒音・振動 B- D B- D 
工事中：重機及び車両の稼働等による騒音及び振
動が想定される。 
供用時：騒音や振動は想定されない。 

6 地盤沈下 D D D D 工事中／供用時：本事業では地盤沈下を引き起こ
すような作業や使用などは想定されない。 

7 悪臭 D D D D 工事中／供用時：本事業では悪臭を発生させるよ
うな作業や使用などは想定されない。 

8 底質 D D D D 工事中／供用時：本事業において底質に影響が及
ぶことは想定されない。 

自
然
環
境 

9 保護区 D D D D 
工事中／供用時：事業予定地は既存研究施設敷地
内で、予定地及びその周辺に保護区は存在せず、
保護区への影響は想定されない。 

10 生態系 C D D D 

工事前・中：事業予定地は主に芝生で、花壇と低
木を含む木本が数本確認されているが、これらは
IUCN のレッドリスト等に指定されておらず、伐
採は著しい植生や動物生息地の劣化等、自然環境
への影響は伴わない。 
供用時：影響は想定されない。 

11 水象 D D D D 
工事中／供用時：本事業が事業対象地域におい
て、河川等の水流や川床の変化を引き起こすよう
な影響は想定されていない。 

12 地形及び地質 D D D D 
工事中／供用時：本事業において、事業対象地域
が既存の研究施設敷地内であり、地形及び地質へ
の影響は想定されない。 

社
会
環
境 

13 用地取得・住民
移転 D D D D 

工事中／供用時：本事業において、事業対象地域
が既存の研究施設敷地内であり、用地取得および
住民移転が発生することはない。 
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分類 No 影響項目 

スコーピング時
における評価 

調査結果に 
基づく評価 

評価理由 
工事前 
工事中 

供用時 
工事前 
工事中 

供用時 

 

14 貧困層 B+ C B+ D 
工事中：土木作業員等の雇用機会増加が期待できる。 
供用時：(公衆関与等を通じて)供用時における貧
困層への恩恵は限定的と判断した。 

15 少数民族・先住
民族 D D D D 

工事中／供用時：本事業対象地域は、既存の研究
施設敷地内であり、対象地域およびその周辺に少
数民族・先住民族は存在しない。 

16 雇用や生計手段
等の地域経済 B+ C B+ B+ 

工事中：土木作業員の雇用機会が期待できる。 
供用時：研究所職員の増員による雇用促進が想定
される。 

17 土地利用や地域
資源利用 D D D D 

工事中／供用時：本事業は既存の研究施設敷地内
に新規研究施設を建設であり、土地利用や地域資
源利用への影響は想定されない。 

18 水利用 D D D D 工事前・中/供用時：周辺河川等の水利用は想定さ
れていない。 

19 
既存の社会イン
フラや社会サー
ビス 

B- B+ B- B+ 
工事中：工事中の交通渋滞が想定される。 
供用時：医療研究・技術・サービスの向上が見込
まれる。 

20 

社会関係資本や
地域の意思決定
機関等の社会組
織 

D D D D 

工事中／供用時：本事業は、既存の研究施設敷地
内における新規研究施設の建設であり、社会関係
資本や地域の意思決定機関などへの影響は想定
されない。 

21 被害と便益 
の偏在 D D D D 

工事中／供用時：本事業は既存の研究施設敷地内
における新規研究施設建設で、周辺地域に被害・
便益の偏在を来すことは想定されない。 

22 地域内の利害対
立 D D D D 

工事中／供用時：本事業は既存の研究施設敷地内
における新規研究施設建設であり、地域内の利害
対立を引き起こすことは想定されない。 

23 文化遺産 D D D D 
工事中／供用時：本事業対象地域及びその周辺に
は文化遺産は存在しないため、文化遺産への影響
は想定されない。 

24 景観 C D D D 

工事中：木や低木の伐採は、既存の研究施設の敷
地内の極一部を対象にしており、景観に大きな影
響はない。 
供用時：本研究所は 2 階建てであり、既存の研究
施設と共に周辺地域の景観を損ねることはない。 

25 ジェンダー C C B- D 

工事中：工事期間中の近隣住民の雇用に関しては
男女格差に関する懸念の声が聞かれた。 
供用時：供用期間中のジェンダーによる雇用の偏
りに関しては、KEMRI から偏りをなくす努力を
する旨聞き取っており、影響は限定的と判断す
る。 

26 子どもの権利 C D B- D 

工事中：工事期間中の児童労働の可能性の懸念は
ある。 
供用時：供用時における本事業による子どもの権
利への特段の影響は想定されない。 

27 HIV/AIDS 等の
感染症 C C B- D 

工事中：工事作業員の流入により、感染症が広が
る可能性が考えられる。 
供用時：供用時に研究活動による具体的な
HIV/AIDS 感染の可能性は特定されなかった。 
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分類 No 影響項目 

スコーピング時
における評価 

調査結果に 
基づく評価 

評価理由 
工事前 
工事中 

供用時 
工事前 
工事中 

供用時 

 28 労働環境 C D B- D 

工事中：工事期間中はケニアの労働安全基準に即
して工事を実施する必要があり、現場作業員の労
働環境に配慮する必要がある。 
供用時：既存研究施設での労働環境で問題は特定
されなかったため、供用時の労働環境の具体的な
懸念は現時点では存在しない。 

そ
の
他 

29 事故 B- C B- D 

工事中：工事中の事故が想定される。 
供用時：既存研究施設での事故対策から、供用時
の事故に関する具体的な懸念は現時点では特定
されていない。 

30 越境の影響及び
気候変動 D D D D 

工事中：本事業は、既存研究施設敷地内における
新規研究施設の建設であり、越境の影響及び特別
な気候変動影響は想定されない。 
供用時：新規研究施設からの温室効果ガスの発生
は考えられるが、越境の影響及び特別な気候変動
影響は想定されない。 

A+/-：重大な正／負の影響が想定される  
B+/-：ある程度の正／負の影響が想定される  
C：影響の有無、その程度・範囲が不明であり、今後の更なる調査が必要  
D：影響は皆無、あるいは軽微であり、今後の調査は不要  
出典：JICA 調査団 

(9) 緩和策及び緩和策実施のための費用 

緩和策及び緩和策実施のための費用を以下に記す。 

表 2-34 緩和策及び緩和策実施のための費用（工事期間中） 

分類 No 影響項目 想定される緩和策 
費用 実施および責任機関 

KES  実施 責任 

汚
染
対
策 

1 大気汚染 

建設開始前に大気汚染への影響を最小限に抑え
るための適切なトレーニングを事業従事者に提
供* 

300,000 建設会社 KEMRI 

排気ガスの排出を最小限にとどめる目的で、重
機操縦者は適切な運用・運転を心がけ不要な移
動を回避 

- 建設会社 KEMRI 

（必要に応じて）粉塵防止フェンスを設置* 250,000 建設会社 KEMRI 

建設機材は常にメンテナンスをし良好な状態を
保つことで、排気ガス防止 

- 建設会社 KEMRI 

粉塵を防ぐための散水 1,500,000 建設会社 KEMRI 

2 水質汚濁 

粉塵を減らすことで、河川の汚濁を軽減 No.1 で計上 建設会社 KEMRI 

簡易トイレの設置と汚物の回収 1,800,000 建設会社 KEMRI 

一時的な排水路の設置* 450,000 建設会社 KEMRI 

3 廃棄物 

工事期間中に発生する廃棄物は、所轄官庁の許
認可を受けた産業廃棄物の収集・運搬・処理業
者に委託 

3,600,000 建設会社 KEMRI 

廃棄物管理法別添 1 様式 3 に基いた、排出源か
ら最終処分場までの運搬記録を受領・保管 

- 建設会社 KEMRI 
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分類 No 影響項目 想定される緩和策 
費用 実施および責任機関 

KES  実施 責任 

 5 騒音・振動 

（必要に応じて）防音壁を設置* 300,000 建設会社 KEMRI 

夜間の工事を回避 - 建設会社 KEMRI 

低騒音車両を利用 - 建設会社
及び 

運搬会社 

KEMRI 

エンジンのアイドリング最小化 - KEMRI 

大型トラックは騒音に敏感な地域の走行を回避 - KEMRI 

騒音が生じる作業時には、労働者に耳栓を配布 - 建設会社 KEMRI 

社
会
環
境 

19 
既存の社会イ
ンフラや社会
サービス 

工事車両による交通渋滞を回避するための交通
管理計画の策定* 

100,000 建設会社 KEMRI 

迂回路等の案内標識の設置* 300,000 建設会社 KEMRI 

交通管理員の配置 600,000 建設会社 KEMRI 

25 ジェンダー 
工事期間中の雇用における男女格差の最小化 - 建設会社 KEMRI 

女性用トイレ・更衣室の設置* 200,000 建設会社 KEMRI 

26 子どもの権利 KEMRI から建設会社への児童労働禁止の通知
と監督 

- 建設会社 KEMRI 

27 HIV/AIDS 等
の感染症 

簡易トイレの設置と汚物の回収* No.2 で計上 建設会社 KEMRI 

定期的な健康診断 600,000 建設会社 KEMRI 

HIV/AIDS 等の感染症防止の周知・トレーニング
の実施 

300,000 建設会社 KEMRI 

28 労働環境 

個人防護具の作業員への提供とトレーニングの
実施* 

750,000 建設会社 KEMRI 

危険喚起を促す標識の設置* 100,000 建設会社 KEMRI 

労働法に基づく労働時間の遵守 - 建設会社 KEMRI 

良好な労働環境の確保 - 建設会社 KEMRI 

そ
の
他 

29 事故 

緊急時対応計画と安全ハンドブックの策定・周
知及びトレーニングの実施* 

200,000 建設会社 KEMRI 

速度制限標識の設置・監視員の配置を含む交通
管理 

No.19 で計上 建設会社 KEMRI 

安全標識の設置* 100,000 建設会社 KEMRI 

フェンス・標識を用いた関係者以外の立ち入り
制限* 

100,000 建設会社 KEMRI 

工事現場の夜間照明の設置* 300,000 建設会社 KEMRI 

工事車両の駐車場の設定 - 建設会社 KEMRI 
出典：JICA 調査団 

表 2-35 緩和策及び緩和策実施のための費用（工事期間中） 

分類 No 影響項目 想定される緩和策 
費用 実施および責任機関 
KES  実施 責任 

汚
染
対
策 

1 大気汚染 

本事業施設に設置される HEPA フィルターを用
いた排気ガスの浄化 

200,000 KEMRI KEMRI 

既存焼却炉の煙突に設置されているAPCD（大気
汚染制御装置）を用いた排煙の吸収 

既存焼却炉
運転費用 

KEMRI KEMRI 

既存焼却炉からの排煙モニタリング（Sulphur 
Dioxide、Nitrogen Dioxide、Nitrogen Oxide、
Carbon Monoxide、Carbon Dioxide、Oxygen、
Ozone、Methane and Hydrocarbon）の実施と分
析結果の法令遵守確認 

既存焼却炉
運転費用 

KEMRI KEMRI 
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分類 No 影響項目 想定される緩和策 
費用 実施および責任機関 
KES  実施 責任 

 

2 水質汚濁 所轄官庁から適切な認可を得た施設内排水処理
施設の運用と維持管理 

600,000 KEMRI KEMRI 

3 廃棄物 

医療廃棄物以外は、所轄官庁の許認可を受けた産
業廃棄物の収集・運搬・処理業者に委託 

400,000 KEMRI KEMRI 

感染性及びその他の医療系廃棄物は敷地内焼却
炉で焼却し、灰は所定のピットで適切保管・管理
処理。 

900,000 KEMRI KEMRI 

出典：JICA 調査団 

(10) 環境管理計画・モニタリング計画（実施体制、方法、費用等） 

環境社会管理計画及びモニタリングの実施体制を下表にて提案する。 

表 2-36 環境社会配慮モニタリングの実施体制（案） 

# 実施機関の分類 組織・部署名 
1 事業実施主体 KEMRI 
2 事業実施組織（環境セクション） 環境社会安全部 
3 工事請負業者 建設会社（入札後に決定。以下 4.2 まで同様） 
4 工事管理 工事管理コンサルタント 
4.1 施工管理 プロジェクト管理コンサルタント 
4.2 環境管理 環境コンサルタント 
5 ケニア国環境分野所轄官庁 国家環境管理局（NEMA: National Environmental Management Authority） 
出典：JICA 調査団 

また、環境社会管理計画の実施に関する機関とその役割・責任を下表にて整理する。 

表 2-37 環境社会管理計画の実施に関する機関と役割・責任 

段階 機関名 役割及び責任 

工事前 
および 
工事中 

事業実施主体 

KEMRI 

 環境社会管理計画実施のために各関連機関との調整を行う。 
 工事請負業者の環境社会管理計画の実施を監理する。 
 環境コンサルタントが提出する環境モニタリング報告書を確認・承認し、必要

な対応を指示する。承認後、国家環境管理局に報告書を提出する。 

プロジェクト管
理コンサルタン
ト 

 事業現場事務所で、工事請負業者を監理し、環境コンサルタントが提出する環
境モニタリング報告書を事前確認する。 

 事業の技術、スケジュール、安全監理を行う。 

環境コンサルタ
ント 

 現場で実施される承認済み環境緩和策を監理し、環境モニタリングを実施し、
環境モニタリング報告書案を作成する。 

 各関連機関からのデータ及び指摘事項を反映させて環境モニタリング報告書を
完成させる。 

工事請負業者 
建設会社（コン
トラクター） 

 プロジェクト管理コンサルタント及び環境コンサルタントからの指示を受け、
承認済みの環境社会管理計画を実施する。 

 実施したすべての緩和策についての報告書を毎週・毎月等定期的に環境コンサ
ルタント に提出する。 

行政  

国家環境管理局  環境社会管理計画実施及び環境モニタリング計画を含む環境社会影響評価書の
審査、環境ライセンス発行及び環境モニタリング報告書の確認。  
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段階 機関名 役割及び責任 

供用時 

事業実施主体 

KEMRI 
 環境コンサルタント（環境影響評価有資格者）に環境モニタリングの委託。 
 環境コンサルタントが提出する環境モニタリング報告書を確認・承認し、必要

な対応を指示する。承認後、国家環境管理局に報告書を提出する。 
行政 

国家環境管理局  環境モニタリング報告書及び年次環境監査報告書の確認。 
 （必要に応じて）強制監査の実施。  

出典：JICA 調査団 

 
出典：JICA 調査団 

図 2-9 環境社会管理及びモニタリング実施機関（案） 

事業実施期間中（工事前・工事中）及び事業完了後（供用時）のモニタリング計画を下表に

て整理する。 

表 2-38 モニタリング計画 

環境項目 項目 地点 頻度 年間費用
（KES） 

工事中（注：工事前のモニタリング項目は無し） 

大気質 

ベースラインの調査項目： 
NO2、SO2、CO、PM2.5及びPM10 

ベースライン調査を実施
した事業予定地の敷地境
界の 4 隅各 1 地点の合計
4 地点 

四半期に 1 回 600,000 

水質 

ベースラインの調査項目： 
pH, Turbidity, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Fluoride, Nitrate, 
Ammonia, Copper, Zinc, Nitrite, Lead, 
Cadmium, Arsenic, Selenium, Phenols, 
Permanganate Value 及びE. Coli 

ベースライン調査を実施
した 3 地点 

四半期に 1 回 600,000 

廃棄物 

 KEMRI と産業廃棄物収集業者の委託
契約書の確認 

 廃棄物収集・適正処理の証憑となる運
搬・処理等の記録の確認 

KEMRI 本部環境安全衛
生部 

月 1 回 200,000 

JICA 
(事業資金提供者) 

【監督官庁】 
国家環境管理局

(NEMA) 

【事業主体】 
KEMRI 

（PIA：事業実施機関） 

報告 

実施確認 

監査 

報告 

検査 報告 

環境コンサルタント 

【施工請負業者】 
建設会社 

報告 モニタリング 
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環境項目 項目 地点 頻度 年間費用
（KES） 

騒音・振動 

ベースラインの調査項目： 
騒音・振動 

ベースライン調査を実施
した事業予定地の敷地境
界の 4 隅各 1 地点及び合
計 4 地点 

四半期に 1 回 600,000 

子どもの
権利 

 児童労働の実態調査（現場での身分証
明書の確認・雇用者リストとの照合等） 

2 箇所（工事現場とヤー
ド） 

毎日（報告は
月 1 回） 

200,000 

労働環境 
 個人防護具の着用実態調査 
 現場の危険物の標識等の設置状況確認 
 勤務表等の労働時間の確認 

2 箇所（工事現場とヤー
ド） 

毎日（報告は
月 1 回） 

350,000 

事故 

 事故の記録資料確認 
 緊急対応計画及び安全ハンドブック作

成、活用及びトレーニング実施記録の
確認 

 速度制限標識や危険物標識等の設置状
況確認 

 立ち入り禁止地域のフェンスや標識確
認 

 工事現場の夜間照明設置確認 
 建機・重機用の駐車場設置確認 

2 箇所（工事現場とヤー
ド） 

毎日（報告は
月 1 回） 

350,000 

供用期間 

大気質  

ベースラインの調査項目： 
NO2、SO2、CO、PM2.5及びPM10 

ベースライン調査を実施
した事業予定地の敷地境
界の 4 隅各 1 地点及び研
究棟のBSL2&3ラボから
の排気ガス放出箇所 1 地
点の合計 5 地点 

四半期に 1 回
（供用期間中
継続） 

600,000 

既存焼却炉からの排煙モニタリング
（ Sulphur Dioxide, Nitrogen Dioxide, 
Nitrogen Oxide, Carbon Monoxide, 
Carbon Dioxide, Oxygen, Ozone, 
Methane and Hydrocarbon）結果の確認 

KEMRI 本部環境安全衛
生部（モニタリング地点
は既存焼却炉 1 箇所） 

月 1 回（供用
期間中継続） 

既存焼却炉
運転費用 

本事業施設に設置される HEPA フィル
ター及び既存焼却炉の煙突に設置されて
いる APCD（大気汚染制御装置）の定期
点検結果の確認 

KEMRI 本部環境安全衛
生部 

四半期に 1 回
（供用期間中
継続） 

既存焼却炉
運転費用 

水質 

ベースラインの調査項目： 
pH, Turbidity, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Fluoride, Nitrate, 
Ammonia, Copper, Zinc, Nitrite, Lead, 
Cadmium, Arsenic, Selenium, Phenols, 
Permanganate Value 及びE. Coli 

ベースライン調査を実施
した 3 地点及び BSL2&3
ラボからの排水が敷地内
の既存排水処理装置で処
理された直後の 1 地点を
加えた合計 4 地点 

四半期に 1 回
（供用期間中
継続） 

700,000 

廃棄物 

 事業地内で廃棄物の適正分別状況の確認 
 医療系及び産業系廃棄物の敷地内での

焼却状況（もしくは認可産業廃棄物収
集業者への委託状況） 

 焼却灰の適切保管・管理・処分に関す
る記録の確認 

2 箇所（敷地内焼却炉及
び KEMRI 本部環境安全
衛生部） 

四半期に 1 回
（2 年間） 

200,000 

出典：JICA 調査団 
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(11) ステークホルダー協議 

ステークホルダー協議は、2022 年 3 月 17 日から 4 月 6 日にかけて開催された。ステークホル

ダーの種類、参加者の属性及び人数を下表にて整理する。 

表 2-39 ステークホルダー協議概要 

ステークホルダーの種類 参加者属性 参加数 
政府、地方自治 Chief- Golf Course Location, National Police Service, Ministry of Health 

(Public Health Department at Mbagathi County Hospital) 
3 

コミュニティ・リーダー Estate Management Committees, MCA representative, Business 
Associations, Youth Representative, Heads of Neighbouring Schools 

6 

自治体 Department of Environment, Public Health Department-Head of 
Environmental Health Division, Ward Administrator) 

3 

KEMRI 研究員 Staff (Biotechnology-4; Microbiology– 3; Traditional Medicine-3; & Virus-8) 18 
KEMRI その他職員 Environment & Safety – 5; Engineering - 2 7 

合計 37 
出典：JICA 調査団 

ステークホルダー協議における本事業への反映は概ね肯定的で、事業実施への反対がないこと

が確認できた。同協議において、参加者から寄せられた主な意見を以下整理する。 

予想されるプラスの影響 

 プロジェクトは、建設及びその供用段階で雇用機会を創出 

 国と郡の政府は、ライセンスを通じて収入を得ることが可能 

 若者や無職者等弱者にとっても雇用が生まれる可能性がある。 

考えられる悪影響 

 工事中における大気汚染と騒音 

 水質汚染の可能性 

 火災の危険性や身体的傷害などの職業上の危険 

 工事期間および供用段階での交通渋滞 

上記 4 点の考えられうる悪影響に対する事業実施機関から参加者への応答を、以下に整理する。 

 工事中における大気汚染と騒音に関する対応 

- 必要に応じて粉塵防止フェンスの設置 

- 粉塵を防ぐための散水 

- 必要に応じて防音壁を設置 

- 夜間の工事を回避と低騒音車両の利用 

- 大型トラックは騒音に敏感な地域の走行を回避 

 水質汚染の可能性に関する対応 

- 散水等で粉塵を減らし、河川への流入及び河川汚濁を軽減 

- 簡易トイレの設置と汚物の回収 

- 工事期間中の一時的な排水路の設置 
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 火災の危険性や身体的傷害などの職業上の危険に関する対応 

- フェンス・標識を用いた関係者以外の立ち入り制限及び危険喚起を促す標識の設置 

- 工事現場の夜間照明の設置 

- 個人防護具の作業員への提供とトレーニングの実施 

- 緊急時対応計画と安全ハンドブックの策定・周知及びトレーニングの実施 

 工事期間および供用段階での交通渋滞 

- 交通管理計画の策定と迂回路等の案内標識の設置 

- 必要に応じた交通管理員の配置 

- 工事車両の駐車場の設定 

事業実施機関側の環境影響評価士は、上述の対応策を緩和策として環境社会影響評価報告書に

記載し、事業実施機関は同緩和策の実施の義務を負うことを承諾した。 

また、工事中および供用中に予想される問題を効果的に管理する目的で、KEMRI は本事業全体

で機能する、コミュニティとの連携システムを確立することが望まれる。 

2-2-3-2 用地取得・住民移転 

本事業においては、用地取得・住民移転ともに不要であるため該当しない。 

2-2-3-3 その他 

(1) モニタリングフォーム案 

表 2-40 モニタリングフォーム案 

1. Responses/Actions to Comments and Guidance from Government Authorities and the Public 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 

ex.) Responses/Actions to Comments and Guidance 
from Government Authorities will be filled here at the 
time of monitoring. 

Monitoring results will be filled here at the time of 
monitoring. 

2. Pollution Control  

- Air Quality（Emission Gas / Ambient Air Quality） 

Item Unit 
Measured 

Value 
(Mean) 

Measured 
Value 
(Max.) 

Country’s 
Standards 

Referred 
International 
Standards 

(WHO) 

Remarks 
(Measurement Point, 

Frequency, Method, etc.) 

SO2 μg/m3 To be filled To be filled 80 40 4 locations (corners of the 
project site boundary) and 
quarterly based on the method 
of the baseline survey. All the 
standards are for measurement 
of 24 hours except for CO for 
one-hour measurement. 

NO2 μg/m3 To be filled To be filled 80 25 

CO mg/m3 To be filled To be filled 4 4 

PM2.5 μg/m3 To be filled To be filled 75 15 

PM10 μg/m3 To be filled To be filled 100 45 
Remark: Exhaust gas measurement results from the existing onsite medical waste incinerator for Sulphur Dioxide, Nitrogen 

Dioxide, Nitrogen Oxide, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Oxygen, Ozone, Methane and Hydrocarbon should 
be also monitored on a monthly-basis. 
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- Water Quality（Effluent/Wastewater/Ambient Water Quality） 

Item Unit 
Measured 

Value 
(Mean) 

Measured 
Value 
(Max.) 

Country’s 
Standards 

Referred 
International 
Standards 

Remarks 
(Measurement 

Point, Frequency, 
Method, etc.) 

pH - To be filled To be filled 6.5-8.5 6-9 3 locations like 
baseline survey 
and quarterly 
based on the 
method of the 
baseline survey. 

Turbidity NTU To be filled To be filled <5.0 - 

Total Suspended 
Solids (TSS) 

mg/l To be filled To be filled - 50 

Total Dissolved 
Solids (TDS) 

mg/l To be filled To be filled 1,000 - 

Fluoride (F) TCU To be filled To be filled 1.5 - 

Nitrate (NO3) mg/l To be filled To be filled 45 - 

Ammonia (NH3) mg/l To be filled To be filled 0.5 - 

Copper (Cu) mg/l To be filled To be filled 102 - 

Zinc (Zn) mg/l To be filled To be filled 5 - 

Nitrite (NO2) mg/l To be filled To be filled - - 

Lead (Pb) mg/l To be filled To be filled 0.5 - 

Cadmium (Cd) mg/l To be filled To be filled 3 - 

Arsenic (As) mg/l To be filled To be filled 1,200 - 

Selenium (Se) mg/l To be filled To be filled Absent - 

Phenol mg/l To be filled To be filled 1.5 - 

Permanganate 
Value (PV) 

mg/l To be filled To be filled Absent - 

e. coli mpn/100ml To be filled To be filled 30 400 
Note: MPN stands for most probable number. 

- Waste 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 

 Inspection of the waste collection contract between 
KEMRI and its licensed waste handler. 

 Inspection of the waste collection records. 
 Monitoring of proper use of onsite medical waste 

incinerator based on the environmental audit report. 
 Adequately managed storage of bottom and fly ash 

in the controlled ash pit of the incinerator and 
inspection of the external disposal record of the ash. 

To be filled during the monitoring. 

- Noise / Vibration 

Item Unit 
Measured 

Value 
(Mean) 

Measured 
Value 

 (Max.) 

Country’s 
Standards 

Referred 
International 
Standards 

Remarks 
(Measurement Point, 

Frequency, Method, etc.) 

Noise 
level dBA To be filled To be filled 55 55 4 locations (corners of the 

project site boundary) and 
quarterly based on the method 
of the baseline survey. 

Vibration 
level mm/s To be filled To be filled 5 - 
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3. Natural Environment 

No monitoring was programed. 

4. Social Environment 

- Children's rights 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 

 Child used as labor for construction (i.e. checking 
the ID and staff record of the construction firm). 

 

- Working Conditions 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 

 Number of personal protective equipment (PPE) 
availed and used. 

 On-site hazard signs / signals 
 Inspection of the working records 

 

- Accident 

Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 

 Accident records 
 Inspection of emergency response plan, safety 

handbook; and safety training record 
 Sings / signals for speed limit, safety and hazard 
 Fence and/or sings boards for access control to the 

construction area. 
 Security light for night 
 Parking arrangement for construction vehicles 

 

出典：JICA 調査団 

(2) 環境チェックリスト 

環境チェックリストを下表に示す。 

表 2-41 環境チェックリスト 

分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: Y 
No: N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/No の理由・根拠、緩和策等) 

１ 

許
認
可
・
説
明 (1) EIA およ

び環境許
認可 

(a) 環境アセスメント報告書
（EIA レポート)等は作成済
みか。 

(b) EIA レポート等は当該国政
府により承認されているか。 

(c) EIA レポート等の承認は付
帯条件を伴うか。付帯条件が
ある場合は、その条件は満た
されるか。 

(d) 上記以外に、必要な場合には
現地の所管官庁からの環境
に関する許認可は取得済み
か。 

(a) N 
(b) N 
(c) N 
(d) N 

(a) 2022 年 7 月 3 日時点で未完成。7 月 15 日
頃完成予定。 

(b) EIA レポート及び事業費積算書類を
National Environment Management 
Authority（NEMA）に提出し、事業費の 0.1％
の手数料を支払った後に承認手続きが行わ
れる。6週間程度が承認手続きの目安となっ
ている。 

(c) 現時点では付与されることが明らかな付帯
条件は無く、環境社会影響評価報告書に対
する審査後に明らかになる。 

(d) 廃水処理設備についてライセンスは必要だ
が、他の環境社会配慮に関する許認可は必
要ない。 
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分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: Y 
No: N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/No の理由・根拠、緩和策等) 

(2) 現 地 ス
テークホ
ルダーへ
の説明 

(a) プロジェクトの内容および
影響について、情報公開を含
めて現地ステークホルダー
に適切な説明を行い、理解を
得ているか。 

(b) 住民等からのコメントを、プ
ロジェクト内容に反映させ
たか。 

(a) Y 
(b) Y 

(a) ケニアでは事業実施機関が委託する（国家
環境管理局から認定を受けた）有資格の環
境社会配慮コンサルタントがステークホル
ダー会議を実施しており、本事業において
は参加者からの理解を得たと報告を受けて
いる。 

(b) 本事業内容の変更が必要となる、環境及び
社会に対する重大な影響に関するコメント
はなかった。その他のコメントは今後環境
社会影響評価報告書の最終化を経て、プロ
ジェクトの環境社会配慮に反映する。 

(3) 代替案の
検討 

(a) プロジェクト計画の複数の
代替案は（検討の際、環境・
社会に係る項目も含めて）検
討されているか。 

(a) Y (a) 本事業を実施しない案も含めて複数の代替
案を検討した。 

２ 

汚
染
対
策 

(1) 大気質 

(a) 対象となるインフラ施設及
び付帯設備等から排出され
る大気汚染物質（硫黄酸化物
（SOx）、窒素酸化物（NOx）、
媒じん等）は当該国の排出基
準、環境基準等と整合する
か。大気質に対する対策は取
られるか。 

(b) 宿泊施設等での電源・熱源は
排出係数（二酸化炭素、窒素
酸化物、硫黄酸化物等）が小
さい燃料を採用しているか。 

(a) Y 
(b) N 

(a) 建設予定の研究施設から大量の大気汚染物
質が排出される見込みはない。工事中の粉
塵に対する対策を検討した。供用時の実験
室からの排気にかかる汚染対策として、実
験室からの排気はHEPAフィルターでろ過
される。 

(b) 電源・熱源は公共電力を利用しており、宿
泊施設等で別途燃料を採用することはな
い。 

(2) 水質 

(a) インフラ施設及び付帯設備
等からの排水または浸出水
は当該国の排出基準、環境基
準等と整合するか。 

(a) Y (a) 研究施設からの廃水は高圧滅菌処理され公
共下水に放流する。毎年NEMA による監査
が行われる。一般雑排水は直接公共下水に
放流する。 

(3) 廃棄物  

(a) インフラ施設及び付帯設備
からの廃棄物は当該国の規
定に従って適切に処理・処分
されるか。 

(a) Y (a) 研究施設からの廃棄物は研究所内の焼却施
設で処理される。毎年NEMA による監査が
行われる。監査項目には焼却灰及び排煙の
分析が含まれる。 

(4) 土壌汚染 

(a) インフラ施設及び付帯設備
からの排水、浸出水等によ
り、土壌・地下水を汚染しな
い対策がなされるか。 

(a) Y (a) 研究施設からの廃水は高圧滅菌処理され公
共下水に放流する。毎年NEMA による監査
が行われる。 

(5) 騒音・振
動 

(a) 騒音、振動は当該国の基準等
と整合するか。 

(a) Y (a) 工事中の騒音及び振動は重大なレベルでは
ない。騒音及び振動に対する対策を検討し
た。供用時の騒音振動影響は想定されない。 

(6) 地盤沈下 
(a) 大量の地下水汲み上げを行

う場合、地盤沈下が生じる恐
れがあるか。 

(a) N (a) 地下水の汲み上げは計画されていない。 

(7) 悪臭 (a) 悪臭源はあるか。悪臭防止の
対策はとられるか。 

(a) N (a) 悪臭源はない。 

３ 

自
然
環
境 

(1) 保護区 

(a) サイトは当該国の法律・国際
条約等に定められた保護区
内に立地するか。プロジェク
トが保護区に影響を与える
か。 

(a) N (a) サイトは既存研究所敷地内であり保護区内
ではない。 
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分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: Y 
No: N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/No の理由・根拠、緩和策等) 

 

(2) 生態系 

(a) サイトは原生林、熱帯の自然
林、生態学的に重要な生息地
（珊瑚礁、マングローブ湿
地、干潟等）を含むか。 

(b) サイトは当該国の法律・国際
条約等で保護が必要とされ
る貴重種の生息地を含むか。 

(c) 生態系への重大な影響が懸
念される場合、生態系への影
響を減らす対策はなされる
か。 

(d) プロジェクトによる水利用
（地表水、地下水）が、河川
等の水域環境に影響を及ぼ
すか。水生生物等への影響を
減らす対策はなされるか。 

(a) N 
(b) N 
(c) N 
(d) N 

(a)(b)(c)(d) 
サイトは既存研究所敷地内であり生態系へ
の重大な影響は想定されない。 

(3) 水象 
(a) プロジェクトによる水系の

変化に伴い、地表水・地下水
の流れに悪影響を及ぼすか。 

(a) N (a) 本事業によって水系の変化はもたらされな
い。 

(4) 地形・地
質 

(a) プロジェクトにより、サイト
及び周辺の地形・地質構造が
大規模に改変されるか。  

(a) N (a) 本事業によって地形・地質構造が大規模に
改変されない。 

４ 

社
会
環
境 

(1) 住民移転 

(a) プロジェクトの実施に伴い
非自発的住民移転は生じる
か。生じる場合は、移転によ
る影響を最小限とする努力
がなされるか。 

(b) 移転する住民に対し、移転前
に補償・生活再建対策に関す
る適切な説明が行われるか。 

(c) 住民移転のための調査がな
され、再取得価格による補
償、移転後の生活基盤の回復
を含む移転計画が立てられ
るか。 

(d) 補償金の支払いは移転前に
行われるか。 

(e) 補償方針は文書で策定され
ているか。 

(f) 移転住民のうち特に女性､子
供､老人､貧困層､少数民族・
先住民族等の社会的弱者に
適切な配慮がなされた計画
か。 

(g) 移転住民について移転前の
合意は得られるか。 

(h) 住民移転を適切に実施する
ための体制は整えられるか。
十分な実施能力と予算措置
が講じられるか。 

(i) 移転による影響のモニタリ
ングが計画されるか。 

(j) 苦情処理の仕組みが構築さ
れているか。 

(a) N 
(b) N 
(c) N 
(d) N 
(e) N 
(f) N 
(g) N 
(h) N 
(i) N 
(j) N 

(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j) 
サイトは既存研究所敷地内であり住民移転
は生じない。 
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分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: Y 
No: N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/No の理由・根拠、緩和策等) 

 

(2) 生活・生
計 

(a) プロジェクトによる住民の
生活への悪影響が生じるか。
必要な場合は影響を緩和す
る配慮が行われるか。 

(a) N (a) 本事業により住民の生活への悪影響は生じ
ない。 

(3) 文化遺産 

(a) プロジェクトにより、考古学
的、歴史的、文化的、宗教的
に貴重な遺産、史跡等を損な
う恐れはあるか。また、当該
国の国内法上定められた措
置が考慮されるか。 

(a) N (a) サイトは既存研究所敷地内であり、本事業
により貴重な遺産、史跡等を損なう恐れは
ない。 

(4) 景 観 

(a) 特に配慮すべき景観が存在
する場合、それに対し悪影響
を及ぼすか。影響がある場合
には必要な対策は取られる
か。 

(b) 大規模な宿泊施設や建築物
の高層化によって景観が損
なわれる恐れがあるか。 

(a) N 
(b) N 

(a) サイトは既存研究所敷地内であり特に配慮
すべき景観はない。 

(b) 建設予定の研究施設は 2 階建てであり景観
が損なわれる恐れはないと想定される。 

(5) 少 数 民
族、先住
民族 

(a) 少数民族、先住民族の文化、
生活様式への影響を軽減す
る配慮がなされているか。 

(b) 少数民族、先住民族の土地及
び資源に関する諸権利は尊
重されるか。 

(a) N 
(b) N 

(a)(b) 
本事業による少数民族、先住民族への影響
はない。 

(6) 労働環境 

(a) プロジェクトにおいて遵守
すべき当該国の労働環境に
関する法律が守られるか。 

(b) 労働災害防止に係る安全設
備の設置、有害物質の管理
等、プロジェクト関係者への
ハード面での安全配慮が措
置されるか。 

(c) 安全衛生計画の策定や作業
員等に対する安全教育（交通
安全や公衆衛生を含む）の実
施等、プロジェクト関係者へ
のソフト面での対応が計画・
実施されるか。 

(d) プロジェクトに関係する警
備要員が、プロジェクト関係
者・地域住民の安全を侵害す
ることのないよう、適切な措
置が講じられるか。 

(a) Y 
(b) Y 
(c) Y 
(d) Y 

(a) 事業者がケニア国の法律に基づいて事業を
実施する計画である。 

(b) 事業者が工事期間の安全の確保を徹底する
計画である。 

(c) 事業者が安全に係る教育や研修の機会を設
ける計画である。 

(d) 事業者が警備要員に対する研修の実施等の
適切な措置を講じる計画である。 

５ 

そ
の
他 

(1) 工事中の
影響 

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、
濁水、粉じん、排ガス、廃棄
物等）に対して緩和策が用意
されるか。 

(b) 工事により自然環境（生態
系）に悪影響を及ぼすか。ま
た、影響に対する緩和策が用
意されるか。 

(c) 工事により社会環境に悪影
響を及ぼすか。また、影響に
対する緩和策が用意される
か。 

(a) Y 
(b) N 
(c) N 

(a) 工事中の汚染に対する対策を検討し、EMP
を策定する。 

(b) 本事業による自然環境（生態系）への悪影
響は想定されない。 

(c) 本事業による社会環境への悪影響は想定さ
れない。 
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分類 環境項目 主なチェック事項 Yes: Y 
No: N 

具体的な環境社会配慮 
(Yes/No の理由・根拠、緩和策等) 

(2) モニタリ
ング 

(a) 上記の環境項目のうち、影響
が考えられる項目に対して、
事業者のモニタリングが計
画・実施されるか。 

(b) 当該計画の項目、方法、頻度
等はどのように定められて
いるか。 

(c) 事業者のモニタリング体制
（組織、人員、機材、予算等
とそれらの継続性）は確立さ
れるか。 

(d) 事業者から所管官庁等への
報告の方法、頻度等は規定さ
れているか。 

(a) Y 
(b) Y 
(c) Y 
(d) Y 

(a) ケニア国環境関連基準及び JICA ガイドラ
インに基づくEMP により、事業者のモニタ
リング（EMoP）が実施される。 

(b) ケニア国環境関連基準及び JICA ガイドラ
インに基づき、モニタリングの項目、方法
及び頻度等が定められる。 

(c) ケニア国環境関連基準及び JICA ガイドラ
インに基づくEMP により、事業者のモニタ
リング体制が確立される。 

(d) ケニア国環境関連基準及び JICA ガイドラ
インに基づくEMP により、所管官庁棟への
報告の方法及び頻度等が規定される。 

６ 

留
意
点 

他 の 環 境
チェックリス
トの参照 

(a) 必要な場合、道路、鉄道、橋
梁に係るチェックリストの
該当チェック事項も追加し
て評価すること（インフラ施
設に関連して、アクセス道路
等が設置される場合等）。 

(b) 電話線敷設、鉄塔、海底ケー
ブル等については、必要に応
じて、送変電・配電に係る
チェックリストの該当
チェック事項も追加して評
価すること。 

(a) N 
(b) N 

(a) 該当しない。 
(b) 該当しない。 

環境チェック
リスト使用上
の注意 

(a) 必要な場合には、越境または
地球規模の環境問題への影
響も確認する（廃棄物の越境
処理、酸性雨、オゾン層破壊、
地球温暖化の問題に係る要
素が考えられる場合等）。 

(a) N (a) 本事業は越境または地球規模の環境問題を
引き起こすものではない。 

出典：JICA 調査団 
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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute：以下「KEMRI」という）は 1979 年

に医学研究機関として設立され、我が国は約半世紀にわたり研究部門や実験室等の施設整

備や人材育成のための支援を行ってきた。その結果、KEMRI は東アフリカを代表する感染

症対策の研究機関となり、外部資金を利用した国外研究機関との共同研究や周辺国を対象

とする第三国研修を行うまでに発展している。COVID-19 対応では、ケニアの PCR 検査の

中核的役割を担い、ピーク時で約 5 割の検査を行っている。また、アフリカ疾病予防管理セ

ンター（Africa Centers for Disease Control and Prevention: 以下「Africa CDC」という）からは、

KEMRI の検査水準が評価され、アフリカ域内で使用する検査キットの性能試験を委託され

ている。 

「ケニア中央医学研究所研究機能強化計画」（以下「本事業」という）は、KEMRI の研究

施設及び機材の整備を通じ、感染症研究及び世界的大流行時における検査・診断の早期対応

の強化に寄与する。これによりケニア及び東アフリカ域内における新興感染症対策を含む

健康危機対応能力が強化され、「Vision2030」の実現にも貢献する。 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 要請内容の検討 

ケニア側からの要請内容は、ケニアにおける感染症対策の中心的役割を果たしているケニ

ア中央医学研究所（KEMRI）の敷地内に、COVID-19 のような新興感染症、及びリスクの高

い病原体を扱う検査・診断において BSL3 の実験室の活用が不可欠であることにより、BSL3
実験室の増設、及び老朽化した機材の更新し、研究分野に横断的に活用できる体制を優先的

に整備するための施設整備及び機材調達である。 

要請書と調査のヒアリングにおける要請内容は下表の通りである。 

表 3-1 調査前要請内容と調査のヒアリングにおける要請内容 

 要請書内容 調査におけるヒアリングでの要請内容 

実験室エリア BSL3 実験室（1 室） BSL3 実験室（動物実験） 
BSL3 実験室（細胞培養） 

BSL2 実験室（中央） BSL2 実験室（中央） 

BSL2 実験室（分子生物学） BSL2 実験室（分子生物学） 

BSL2 実験室（免疫学） BSL2 実験室（免疫学） 

BSL2 実験室（臨床研究） BSL2 実験室（臨床研究） 

コールドルーム コールドルーム 

マシンルーム 検体保管室 

バイオバンク バイオバンク（BSL2/BSL3） 
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 要請書内容 調査におけるヒアリングでの要請内容 

一般部分 事務室 事務室 

機材サービスセンター 機材サービスセンター 

倉庫（Warehouse） 倉庫 

バーチャルラボ及び会議室 バーチャルラボ及び会議室 

データセンター データセンター 

その他 － EV 

－ 授乳室 

－ コロナ対策用手洗いコーナー 
出典：JICA 調査団 

2022 年 1 月現地調査の結果、施設の要請内容の詳細は以下であることが確認され、テクニ

カルノートに整理し先方の合意を確認した。 

 実験室の構成は、BSL3 実験室 2 室（動物実験及び細胞培養）、及び BSL2 実験室 4
室（中央、分子生物学（PCR 室を含む）、免疫学及び臨床研究）とする。 

 BSL3 実験室（動物実験）にて取り扱う動物はマウス、ラット及びモルモットを考慮

し、その飼育用スペースは、既存動物施設の内部を利用することで確認した。 
 バイオバンクは BSL2 用及び BSL3 用各 1 室が必要なことを確認した。なお、BSL3

用バイオバンクには、BSL3 実験室にて研究されるリスク不確定な感染性検体等のた

めのスペースを考慮し、所要室は冷凍室仕様ではなく冷凍機を設置する計画とする。 
 焼却炉設備は、既存焼却炉設備を利用することを確認した。 
 データセンターは、サーバー室及びスタッフ室の 2 室の要請を受けた。サーバー室

は空調設備等の設備工事及び建築工事は日本側工事で、ラック 1 式及びシステム及

びソフトデータ等については KEMRI 側工事で行うことを確認した。 
 要請されたマシンルームについては、設備機器のマシンルームの名称と間違え易い

ので、室名称を検体保管室（Sample storage）と変えることで確認した。 
 カンファレンスゾーンは不特定多数の研修者が来ることを想定して、車椅子対応

WC、段差 2cm 以下とした車椅子可能とする。更に、KEMRI 側より実験室ゾーン内

の 2 階のリサーチエリアにも身体障害者対応の要請を踏まえて、車椅子対応 EV（油

圧式）、車椅子 WC 等の対応を計画する。 
 保健省の Health Act（2017）の基準を踏まえて、授乳室及びコロナ対策用洗面台コー

ナーの設置を計画する。 

3-2-1-2 基本方針 

(1) 施設設計の基本方針 

1) 配置・動線 

KEMRI の所有する複合敷地内の一画をプロジェクトサイト（約 5,800m2）として、新施

設内の中核となる 2 つの主要ゾーン（バイオリスクコントロールゾーン、カンファレン

スゾーン）を配置し、かつプロジェクトサイトの西側に隣接する既存研修棟の検査・研

究部門との動線に配慮した配置計画とする。 
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新施設内で発生する感染性廃水については、新施設内で滅菌処理後、一部の排水は施設

外の中和槽を経由して別系統で、一般排水とともに施設外部に設置した浄化槽にて処理

されて公共下水道に接続する。 

新施設への人及び車両のアクセスは KEMRI 複合敷地内のメイン正面ゲートから構内道

路を活用し、プロジェクトサイトまで導き、プロジェクトサイト内の既存ゲートから新

専用駐車エリアを通り、新施設のエントランスにアプローチする計画である。 

2) 主要構造・規模 

新築、2 階建て（一部平屋及び地階を含む）の鉄筋コンクリート構造（RC 造）の 3 層

構造とする。基礎形式は直接基礎、上部躯体は基本 8.0m×8.0m 及び一部 8.0m×4.0m の

モジュールを組み合わせた柱梁ラーメン構造とする。地階には、主にバイオリスクコン

トロールゾーン用の感染性廃水処理設備用の機械室、2 階に空調換気機械室、電気室、

自家発電機室を計画する。 

また、平屋部分にあたるカンファレンスゾーンはバイオリスクコントロールゾーンと密

接な連携が可能になるように、バイオリスクコントロールゾーンと 1 階部分で接続可能

な計画とする。しかし、バイオリスクコントロールゾーンはバイオセーフティ及びバイ

オセキュリティ対策の観点より、専用エントランスホールを設け、外部よりバイオリス

クコントロールゾーンに直接アクセスが可能な計画とした。 

新施設の規模設定は、各実験室の利用上の想定適正人員数及び KEMRI から聞き取りし

た人員配置、施設利用内容を踏まえて設定し、各実験室の特性に準じた最適の作業面積

と動線の確保に留意する。 

3) 諸室・ゾーニング・平面計画 

新施設内のバイオリスクコントロールゾーンは、バイオセーフティ対策のため、一般管

理区域（主としてサービスエリア、事務管理エリア）、BSL2 及び 3 管理区域（主とし

て実験室エリア）の 2 つにゾーニングを行い、管理区域毎に空調換気、排水設備システ

ムも含め、完全に物理的に分離・隔絶した計画とする。 

バイオリスクコントロールゾーン（特にBSL3実健室に動物実験を含むため）において、

研究者の安全性を最大限に考慮し、ヒト動線に“シャワーアウト”を考慮した“前室”

の構成として「更衣室」→「シャワー」→「更衣室」の流れを計画し、更衣室で専用の

衣服・防護服の着脱が可能なようにする。更に前室にインターロック扉を設置する計画

とする。BSL2 及び 3 実験室内で発生した感染性廃棄物・汚物は、各々実験室内で滅菌

処理のうえの管理区域外に搬出する計画とする。 

BSL3 実験室は 2 室（動物実験及び細胞培養用）を設置し、BSL2 実健室は、中央、分子

生物学、免疫学、臨床研究の 4 室にて構成し、バイオリスクコントロールゾーンの 1 階

に計画する。なお、BSL2 実験室（中央）には電子顕微鏡室、また BSL2 実験室（分子

生物学）には PCR 室を計画する。2 階には研究者の研究活動とオープンな交流のため

に 2 タイプの研究室（個室タイプ、多目的タイプ）を計画する。 



3-4 

4) 設備 

BSL2 及び 3 実験室からの排水、排気について周辺施設、地域への環境汚染対策に配慮

した計画とする。また各系統は完全に物理的に分離・隔絶し、バイオセーフティを踏ま

えた計画とする。 

バイオセキュリティ及び防災の観点から、新施設への入退館監視管理、バイオリスクコ

ントロールゾーン（特に BSL2 及び 3 実験室）の入退室監視管理、そして新施設廻り監

視に留意した計画とする。 

5) ソフトコンポーネント 

本案件で整備される BSL2 及び 3 実験室の空調換気システムの運転・維持管理指導及び

感染性廃液排水処理及び廃棄物管理指導を行い、新施設の KEMRI 側の維持管理能力の

強化を図る。 

(2) 施設規模の設定に関する方針 

1) 研究機能強化の規模設定方針 

KEMRI の優先度・運営維持管理能力・KEMRI の役割・ニーズ・既存の施設も含めたオー

プンラボとしての全体の運用計画等を調査し、無償資金協力の対象とする BSL2 及び 3
実験室の数や各実験室の配置等を含め、施設・研究機材の計画・選定を行った。その計

画及び選定内容の優先順位とともに調査結果を踏まえて、KEMRI 側と施設計画（案）

のプランを合意した。詳細は 3-2-2-1(2) 建築計画に記す。 

本案件は、検体からの細菌、ウイルスなどの分離、培養、遺伝子抽出等の主要作業を、

バイオセーフティの観点から安全、迅速、正確に行うために必要な規模とし、将来的な

病原体管理及び研究強化を見据えた配慮をもって施設の規模計画を行う。 

研究・実験対象の病原体、研究・プログラムの内容・数、検査の内容、検体数等の具体

的な計画は、KEMRI 側が今後策定していく過程において、他ドナー、共同研究者、国

際機関との協力を通して行われる。調査団は、COVID-19 を含む各種感染症の脅威の高

い検体等を扱う上での主要作業に必要な最小限の実験室内容及び規模を計画する。 

特に BSL3 の COVID-19 や出血熱のウイルスを扱う実験、BSL3 以上の病原体が疑われ

る未確認サンプルの取り扱い、細胞培養を行う研究においては、BSL3 実験室が必要不

可欠である。以上により、バイオセーフティ管理の考えを踏まえて、細胞培養の取扱室

として BSL3 実験室と、動物検体の取扱・動物実験が行える BSL3 実験室の 2 室構成と

する。 

本案件の中心となる BSL2 及び BSL3 実験室をもった新施設を計画するのにあたり、現

在ケニア及び KEMRI で採用している研究施設基準基準は、下記の通りである。 

 KEMRI Biorisk Manual：2016 年作成のもので現在使用していない。 
 Biorisk Management Association of Kenya（BMAK）という協会が KEMRI の Safety 

Officer にトレーニングを実施している。 
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 BMAK のトレーニングは International Federation of Biosafety Association（IFBA）

のガイダンス及び MOH の Kenya Laboratory Biorisk Management Curriculum を基

としている。 

以上により、KEMRI の研究施設基準は KEMRI Biorisk Manual があるが現在使用してい

ないため、WHOのLaboratory Biosafety Manual Fourth Editionを基準とするようにKEMRI
側から希望があり、調査団はその基準を踏まえて、施設・機材計画することで合意した。

なお、この基準の中に次の施設基準が含まれている。 

 WHO Laboratory Design and Maintenance 
 WHO Decontamination and Waste Management 

授乳室については、保健省 Guidelines for Securing a Breastfeeding Friendly Environment at 
the Work Place (May 2018)、the Health Act（2017）に設置義務が明記されていること踏ま

えて計画する。 

コロナ対策用手洗いコーナーについては、保健省 Environmental and Social Management 
Framework for Kenya COVID-19 Health Emergency Response Project（CHERP）（P173820）
（June 2021）の中の 4.1.17 Labour and Working Conditions に、労働者の保護のためのサ

ニタイザーを含む手洗いスペースの確保が明記されていることを踏まえて計画する。 

2) 研究機能の規模設定方針 

カンファレンス室としては、座学中心の講義室として 36 名規模の会議室 3 室、24 名室

規模の会議室 1 室を計画する。会議室は研修用途の他、所内会議、TV 会議システムを

活用したラボネットワーク、サーベイランス活動にも利用する計画とする。 

バーチャルラボは、キャパシティ・ビルディングを目的とした研修活動及びシミュレー

ションが可能であるカメラやスクリーンを備えたオンライン会議室であり、対象人数は

14 名程度規模を計画する。 

3) 駐車場の規模算定 

所長、VIP 来訪者等のために 12 台（障がい者用スペースを含む）の駐車場を新施設入

り口側に計画する。また新施設裏側に職員用の駐車場を 14 台計画する。 

4) 必要諸室及び計画人員数 

KEMRI の人員配置計画、施設利用計画を踏まえて、必要諸室及び計画利用・収容者数

を以下の計画とする。 

表 3-2 必要諸室 

ゾーン 諸室名 配置職員 
[人] 

諸室収容 
[人] 

バイオリスクコン
トロールゾーン 

BSL3 実験室（動物実験） 2-3 4-5 

BSL3 実験室（細胞培養） 2-3 4-5 

BSL2 実験室（中央） 2-3 3-4 

BSL2 実験室（分子生物学） 2-3 3-4 
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ゾーン 諸室名 配置職員 
[人] 

諸室収容 
[人] 

BSL2 実験室（免疫学） 2-3 3-4 

BSL2 実験室（臨床研究） 2-3 3-4 

コールドルーム 1-2 2 

検体受付室 0-1 2 

洗浄室 (KEMRI 検討中) 10 

機材サービスセンター 23 25 

事務室（モニターコーナーを含む） 10 10 

チーフ室 1 1 

スタッフ室 10 10～15 

2 階研究室(個室タイプ) - 1-5 

2 階研究室（多目的タイプ） - 6-15 

2 階データセンター (KEMRI 検討中) 4-5 

カンファレンス
ゾーン 

研修・会議室(1-4) 36/室 36-40 

研修・会議室(5) 24/室 24-30 

バーチャルラボ 14 14-20 

事務室 2 2 1--5 
出典：JICA 調査団 

(3) 機材設計の基本方針 

検査室機材は BSL2 及び 3 実験室運用に適切な水準の機材を選定する。要請機材について

は、優先度及び機材選定基準により、その必要性と妥当性を分析し、機材計画を作成する。 

機材の仕様については以下の項目を検討したうえで計画する。 

 電源については、施設側で設置される AVR を活用し、電圧変動に対応する。 
 停電については、施設側で設置される発電機を活用する。 
 発電機からの電力供給が行われるまでの短時間の停電や瞬間停電に運用上の問題が

発生する機器については、UPS（無停電装置）を付属する。 
 高圧蒸気滅菌器に供給水については、フィルター及び軟水器を付属する。 
 研究に使用される水は KEMRI 側で超純水、純水等、実験・使用目的に適したものが

調達される。 

調達された機器の保守管理については以下の方針とする。 

 機材引き渡し後、原則メンテナンス部が機器の保守管理及び校正や認証を行う。 
 保守管理、校正、認証に必要な消耗費及び交換部品は KEMRI が調達を行う。KEMRI

がこれらの調達が可能になるよう、現地または近隣国に代理店があるメーカーの製

品を採用する。 
 メンテナンス部で保守管理が困難な機器については KEMRI 側がメーカー代理店と

保守管理契約を締結し、保守管理に問題が発生しないようにする。 
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3-2-2 基本計画（施設計画／機材計画） 

3-2-2-1 施設計画 

(1) 敷地・施設配置計画 

1) 敷地条件 

新施設のプロジェクトサイトは、現地調査にて検証を行い、最終的に KEMRI より提示

された建設予定地に代替地 A を加えた敷地をプロジェクトサイトとして、KEMRI 側の

合意を得た。 

このプロジェクトサイトは、全体が下記に示す既存構内道路で囲われており、敷地全体

的には大きな高低差がない緩やかな傾斜でほぼ平坦な地形であるため、新施設の建設に

は地形の面の問題はないと判断した。しかし、プロジェクトサイト内は既存メインゲー

トより約 600 ㎜程度低くなっているため、新施設の正面エントランス周辺部に雨水の侵

入を防ぐため、ゲート付近から正面エントランス付近まで盛土による整地を計画する。

盛土は地下工事の際の発生土を再利用する。 

なお、プロジェクトサイトの周囲状況は、 

 西側：既存研修棟（日本 ODA 無償にて実施）及び構内道路（道路幅員約 6m、

歩道幅員約 1.2m） 
 東側：既存施設及び構内道路（道路幅員約 4m、歩道幅員約 1.2m） 
 南側：前面道路（正面ゲート側、道路幅員約 4m、歩道幅員約 1.2m） 
 北側：構内道路（道路幅員約 4m、歩道幅員約 1.2m） 

で囲まれ、アクセス面の問題はないと判断できる。 
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出典：JICA 調査団 

図 3-1 プロジェクトサイト及びメインアクセス 

2) 配置・ゾーニング計画 

新施設は研究施設という特殊な性格上、バイオセーフティ及びバイオセキュリティ対策

によって守られた「バイオリスクコントロールゾーン」と、不特定多数の研修者及び研

究者が対象の一般エリアの「カンファレンスゾーン」の 2 つの主要ゾーンによって構成

されたゾーニングプランを KEMRI 側と合意を得た。 

この 2 つの性格の異なったゾーンは構造的かつ安全管理区画上でも独立した施設とし

てゾーニングを計画し、特にオープンラボを活用する研究者の場所（研究室）としての

リサーチセンターエリアは、カンファレンスゾーンと切り離し、研究・実験活動と密接

に連携が取れるようにバイオリスクコントロールゾーンに属する計画とする。 

また、縦のゾーニング計画として、バイオリスクコントロールゾーン内の主要な実験室

ゾーン（BSL2 及び BSL3 実験室）の直上階に実験室専用空調・電気関係の機械室を配
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置し、また直下階に実験室専用滅菌及び排水/廃水処理関係の機械室を配置するゾーニ

ングは、バイオセーフティ対策上から非常に有効と考えられ、工期、工事費の面からも

無駄の少ない適切なゾーニング計画と判断できる。 

以上により、新施設のゾーニングプランは、次の各施設コンポーネントにて構成され、

図 3-2 に示す通りである。 

① バイオリスクコントロールゾーン 

 BSL3 管理エリア 
 BSL2 管理エリア 
 実験室内サービスエリア  
 リサーチエリア 
 データセンターエリア 
 実験室事務管理エリア 
 機材サービスセンター 
 実験室共用部分 

② カンファレンスゾーン 

 カンファレンスセンター 
 バーチャルラボ 
 共用部分 
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出典：JICA 調査団 

図 3-2 ゾーニング計画 

(2) 建築計画 

1) 基本構成 

建築計画については、KEMRI の研究機能を強化するという方針に基づき、Minutes of 
Discussion（M/D）に示されるように、調査団は KEMRI 側にとって優先順位の高い施設

コンポーネント及び機材リストに基づき施設計画を行った。 
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新施設の 2 つの主要ゾーニング（バイオリスクコントロールゾーン、カンファレンス

ゾーン）の施設コンポーネントの内容は、以下の通りである。 

① バイオリスクコントロールゾーン 

a) BSL3 管理エリア 

 BSL3 実験室 2 室（動物実験及び細胞培養）：COVID-19 などのリスク

の高い病原体や未知の感染症の研究に関する研究を行い、分子生物学

実験室との相互関係も期待される。 
 BSL3 用のバイオバンク：BSL3 実験室にて実験された感染性検体の一

時的保管を安全に行う。 

b) BSL2 管理エリア 

 BSL2 実験室 4 室 

o BSL2 実験室（中央）：KEMRI 全体で最先端機材等を共有し、

KEMRI 研究者に広く共有し、研究協力を強化促進させる。 
o BSL2 実験室（分子生物学）：細胞培養、DNA 結合、遺伝子解析、

分子クローニング、医薬品開発のためのプロテオミクス解析の研

究、BSL3 実験室との研究協力が期待される。 
o BSL2 実験室（免疫学）：感染症検出のための免疫プロファイリン

グ、自己免疫疾患や癌のメカニズム解明、及び免疫療法のモデル

開発を行う。 
o BSL2（臨床研究）：地方における臨床研究や治験から得られた検

体を分析し、安全性と有効性を検証する 

 コールドルーム：低温（4 度程度）を必要とする実験を行う 
 BSL2 用のバイオバンク：BSL2 実験室に確定した検体を安全に一時的

保管する。 
 検体保管室：他の病院、その他で採取された検体を超低温冷凍庫で保管

を行う。 

c) 実験室サービスエリア 

 ラボキッチン 
 洗浄室等 
 サービス廊下等 

d) リサーチエリア 

 リサーチ室（研究室）1～6 
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e) データセンターエリア 

KEMRI の研究開発データを適切なセキュリティ対策のもとで一元化した管理

を行い、研究者が安全かつ容易に研究用のデータへのアクセスできるようにす

る。 

 サーバー室 
 スタッフ室 

f) 実験室事務管理エリア 

 実験室エリア専用エントランス：事務室（センター長室、スタッフ室、

モニターコーナー）：新施設の実験室エリア内の事務管理、研究者及び、

客員研究者やシニア客員関係者の受け入れ管理を行い、新施設のバイ

オリスクコントールを行い、つまり実験室内のモニタリング、施設内の

セキュリティ管理全てをここで一元化して行う。 
また、外部から来る人を目視監視できるように、1 階（日本における 2
階）に行く階段入口及び EV 入口は実験室専用エントランスホールに面

して事務管理室を配置し、ホール側に受付カウンターを設ける。更に、

ホール 1 及びホール 2、EV 内部にはテレビ監視装置等を設置し、セキュ

リティ対策の万全を図る。 
 スタッフ室：研究者の医局に当たる部屋で、部屋の窓は外部に面し、実

験以外の研究及び休憩スペースの役割をもつ。収容人数は、1～5 人程

度を 想定。また、外部から人を対象に、ここで簡単な打ち合わせ等を

行う。なお、多目的な使用や多人数で行う研究会議等については、2 階

のリサーチ室（No.5、6）を利用する計画である。 
 地下機械室：主に廃水処理装置が設置される機械室。内部で BSL2 機械

室と BSL3 機械室とは明確に管理区画し、極力バイオセーフティリスク

を避ける計画とする。 
 1F 機械室、電気室及び屋上機械室：2 階機械室及び電気室は、主に空

調・換気機器が設置され、屋上にはスクラバー等の機器等が設置される。

地下機械室と同様に、BSL2 機械室と BSL3 機械室とは明確に管理区画

し、極力バイオセーフティリスクを避ける計画とする。 

g) 機材サービスセンター 

KEMRI 内の研究機器等の定期点検、保守、校正を行い、研究の持続可能性を補

助する。また、基本的な構成は、土木部門、電気・電子部門及び機械部門の 3
つセクションとなる。 

h) 倉庫 

消耗品、試薬、機器、備品の短期保管ための倉庫 
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i) 実験室共用部分（実験室エリア専用エントランスホール、実験室専用 WC、パン

トリー、授乳室、倉庫） 

以上の各エリアの施設コンポーネントのもとで、動線計画を次の通り計画する。 

 BSL3 実験室と BSL2 実験室の各実験室への動線上に前室、準備ホール

を計画し、特に、BSL3 実験室の汚染物の搬出においては、各検査室に

設置された滅菌装置（パススルー型オートクレーブ）を利用し、汚染物

からの感染リスクを防止する計画とする。各実験室の研究員は各室 3 名

（テクニシャンを 1 名を含む）が予定されている。 
 事務管理部に事務管理室、スタッフ室、便所、機械室を計画する。なお

新施設内への検体の扱いについては、バイオリスクコントロールゾー

ン内の検体受付室にて受け付けた検体を、専属担当スタッフが直接

BSL3 または BSL2 実験室の研究者に各準備ホール 1 に設置されたパス

ボックスより受け渡しを行う計画である。 
 実験室サービスエリア：この部分のバイオセーフティ管理エリアは、

BSL2 管理エリアに含める計画とし、設備機械室（空調換気、滅菌排水

処理等）においても BSL2 管理エリアに含める計画とする。 

 
出典：JICA 調査団 

図 3-3 バイオリスク管理ゾーン 
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② カンファレンスセンターゾーン 

a) カンファレンスセンター 

内外部の研究者及び研修生に対して、会議及び研修時の座学用教室の役割をも

つカンファレンス室を計画し、各カンファレンス室の使用人数は 36 人用を 4
室、24 人用を 1 室計画する。 

なお、4 室のカンファレンス室のみ、会議及び研修時の使用状況に応じて、可

動間仕切りを収納させることによって、収容人数 144 人数程度の多数の会議と

してプロジェクターを活用できる大会議室として計画する。 

b) バーチャルラボ 

視聴覚機材（大型モニター、プロジェクター、マイク、その他音響機器等）を

利用して、実験知識のトレーニングを通して、研修等を行う。特にバーチャル

ラボはソフトデータの有効利用を行うためデータセンターとの相互依存性が

高い。なお、バーチャルラボ室の使用人数は 14 人用程度を計画する。 

c) 共用部分（エントランスホール、事務室、WC、車椅子 WC、パントリー、授乳

室、倉庫） 

 
出典：JICA 調査団 

図 3-4 1 階平面図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-5 2 階平面図 

 
出典：JICA 調査団 

図 3-6 地下 1 階平面図 



3-16 

2) 面積表 

新施設の各諸室の面積は以下の表 3-3 による。 

表 3-3 面積表 

階 ゾーニング 室 名 面積 
［m2］ 

計 
［m2］ 

  研究所棟   
GF BSL-3 管理エリア BSL3（動物）実験室 

（両扉オートクレーブ、前室 3 室含む） 
114.4 

408.0 

BSL3（細胞培養）実験室 
（両扉オートクレーブ、前室 3 室含む） 

115.7 

準備ホール（BSL3） 79.0 
バイオバンク（BSL3） 22.0 
サービス廊下（BSL3）（前室 2 室含む） 49.9 
更衣室（男性） 13.5 
更衣室（女性） 13.5 

BSL-2 管理エリア BSL2 実験室（中央）（前室 1 室、電子顕微鏡準備
室 2 室含む） 

87.7 

651.7 

BSL2 実験室（免疫）（前室 1 室含む） 64.8 
BSL2 実験室（臨床研究）（前室 1 室含む） 64.8 
BSL2 実験室（分子生物）（マスターミックス、PCR
室、電気泳動室、前室 1 室含む） 

104.3 

コールドルーム 18.8 
準備ホール（BSL2） 74.8 
バイオバンク（BSL2） 31.8 
検体保管室 50.8 
更衣室 16.3 
サービス廊下 39.4 
洗浄室、ラボキッチン 75.7 
準備廊下 10.5 
検体受付 12.0 

GF バイオリスクコント
ロールゾーン 

エントランスホール 112.4 

587.1 

EV 4.6 
ホール 2 50.6 
トイレ 26.9 
オフィス、モニターコーナー 84.9 
所長室 20.6 
スタッフ室 31.8 
物品庫 50.8 
機材サービスセンター 124.1 
倉庫 1 6.1 
パントリー1 5.9 
授乳室 1 5.3 
倉庫 2 4.3 
廊下 40.7 
EPS 9.5 
階段 8.6 
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階 ゾーニング 室 名 面積 
［m2］ 

計 
［m2］ 

1F  ホール 3、廊下 103.2 

439.1 

データセンター 103.9 
リサーチ室 1 20.6 
リサーチ室 2 19.1 
リサーチ室 3 17.5 
リサーチ室 4 17.5 
リサーチ室 5 53.0 
リサーチ室 6 35.9 
倉庫 3 23.8 
パントリー3 5.1 
車椅子用トイレ 6.4 
授乳室 3 4.4 
トイレ 26.9 
EPS 1.8 

GF Conference Zone メインエントランス, 廊下 224.5 

712.3 

オフィス 2 23.5 
カンファレンスルーム 1 70.0 
カンファレンスルーム 2 73.1 
カンファレンスルーム 3 73.1 
カンファレンスルーム 4 65.6 
カンファレンスルーム 5 52.4 
バーチャルラボ 52.4 
パントリー2 6.2 
授乳室 2 7.0 
トイレ 58.5 
階段 5.1 
EPS 0.9 

1F  階段 37.6  
BF M&E 機械室 295.7 295.7 
1F  空調機械室 504.2 

772.6 
電気室 268.4 

研究所棟 計 3,904.1 
GF  ポンプ室、高架水槽 28.6 

 
オイルポンプ室 4.8 

合計 3,973.5 
出典：JICA 調査団 

表 3-4 延床面積 

 研究所棟 別棟 
合計 

各階 地下 1 階 2 階 合計 給水室 オイル 
ポンプ 

延べ床面積［m2］ 295.7 2,359.1 1,249.3 3,904.1 28.6 4.8 3,973.5 

建築面積［m2］    2,500.5 28.6 4.8 2,533.9 
出典：JICA 調査団 
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3) 断面計画 

断面計画にあたっては、適切にバイオセーフティ及びバイオセキュリティ対策が確保さ

れた BSL2、3 実験室が、十分に機能するような施設条件と、この地方の風土・気候を

十分に考慮し、以下の点に留意して計画する。 

 新施設は基本的に全館機械空調による管理とする。 
 新施設は将来的な雨水被害を考慮して、床レベルの検討、外構排水計画に反映

させる。 
 新施設の屋根形状は設備機器の搬出入、維持管理作業時の屋上の利用を考慮し

て陸屋根を基本とし、水勾配は十分に取り、雨漏りが起きない設計とする。同

時に小屋裏空気層の断熱効果を利用し、建物全体の熱負荷の低減を図る。 
 新施設は強烈な日差し及び雨季における激しい雨の吹き込みを遮るため、メイ

ンの出入り口には適切なキャノピーの設置を計画する。 
 新施設のバイオリスクコントロールゾーンは 1 階基準階高 4.5m、2 階は 4.5m、

居室基準天井高さを 2.8m とし、主に天井を設けないスラブ直仕上げとし、規模

が大きい空調換気用及び安全キャビネット用の給排気ダクトを露出で計画でき

る断面とする。またカンファレンスゾーンにおいては 1 階基準階高 3.9m、居室

基準天井高さを 2.8m とし、天井裏で設備配管等が容易に設置できる計画とす

る。また、BSL2 管理区域の直下階及び直上階に専用設備機器の機械室を設け、

機器の設置、維持管理作業に支障のない空間を確保する計画とする。 

 
出典：JICA 調査団 

図 3-7 断面図 

(3) 構造計画 

1) 地質 

ボーリング調査によると、土質構成は現況地盤-1.0m が砂礫を含む粘土層、GL-1.0m 以

深は中程度に風化した凝灰岩層が分布している。敷地全体については砂礫を含む粘土層

が GL-1.0m~3.0m で分布している。凝灰岩の一軸圧縮試験結果は BH-1 で支持力

700kN/m2、BH-2 では 1,782kN/m2 となっている。 
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出典：JICA 調査団 

図 3-8 ボーリング柱状図 BH-2 

表 3-5 一軸圧縮試験の結果 

 
出典：JICA 調査団 

2) 構造計画 

計画している建物は 2 階建（一部、平屋）であることから、構造種別は現地で一般的な

鉄筋コンクリート造とする。建物の気密性が要求される事から、外周部及び実験室周り

の壁はＲＣ造とし、その他の壁はコンクリートブロック造及び軽鉄間仕切りとする。 

実験機器及び重量物が配置されている部屋があり、床変形・床振動対策として十分な床

版・梁剛性を確保する。 
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基礎形式は直接基礎（独立基礎）、長期許容地耐力は 500kN/m2 とし、凝灰岩層に達し

ていない基礎下にはラップルコンクリートを設ける。平面的に建屋の南側と東側は斜面

に近接しているため、基礎は十分な根入れになるような計画とする。 

3) 設計条件 

① 準拠する設計条件 

ケニア国の建築基準法を基本とするが、BS 基準及び日本基準を参考とする。 

② 設計強度 

a) コンクリート強度 

 ラップルコンクリート ：Grade15 (N/mm2) 
 土間コンクリート ：Grade20 (N/mm2) 
 躯体コンクリート ：Grade25 (N/mm2) 
 コンクリートブロック ：Grade5 (N/mm2) 

b) 鉄筋強度 

 BS4449 < D16 GR460 (N/mm2） 
 BS4449 > D16 GR425 (N/mm2） 

③ 設計荷重 

a) 材料重量 

 コンクリート ：24kN/m3 

b) 固定荷重 

 防水シート ：0.15kN/m2 
 天井材 ：0.20kN/m2 
 床仕上げ材 ：1.00kN/m2 

c) 積載荷重 

 屋根 床用 900 N/m2、架構用 650 N/m2、地震用 300N/m2 
 歩行屋根 床用 1,800 N/m2、架構用 1,300 N/m2、地震用 600 N/m2 
 事務室、実験室 床用 2,900 N/m2、架構用 1,800 N/m2、地震用 800 N/m2 
 ホール 床用 3,500 N/m2、架構用 3,200 N/m2、地震用 2,100 N/m2 
 倉庫 床用 3,900 N/m2、架構用 2,900 N/m2、地震用 2,000 N/m2 
 機械室 床用 5,000 N/m2、架構用 4,000 N/m2、地震用 3,000 N/m2 

d) 風荷重 

 BS 基準に準拠し、基準風速 33.1m/sec とする。 
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e) 地震荷重 

 ケニア国の耐震基準によると低層建物（4～6 階）については地震荷重を

考慮する必要が無い旨が記述されているが、JICA 案件で一般的に使わ

れている日本基準の半分であるベースシャー係数 C0＝0.10 を採用する。 

(4) 設備計画 

1) 既存インフラ及び既存施設の状況 

電力配電会社 Kenya Power Lighting Company (KPLC), 水道局 及び下水道局 Nairobi City 
Water and Sewerage Company (NCWSC)、KEMRI 施設エンジニア等との協議及び既存

KEMRI 構内の現地調査を通じ、計画敷地の周辺インフラ及び既存施設の状況について

下記の結果を得た。 

① 給水 

既存水源はナイロビ市水道局（Nairobi City Water Company）の市水と敷地内にある

井戸水であり、市水の水圧が低く安定していないため井水と合わせて受水槽に貯水

し高架水槽にポンプアップした後、既存建屋へ供給する設備になっていることを確

認した。以下に既存設備の状況を記す。 

 市水配管径：80mmφ 
 井水配管径：80mmφ（深さ 310m） 
 西側地上受水槽タンク容量：150 トン×2 
 西側高架水槽容量：24 トン（高さ約 30m） 
 南側地上受水槽タンク容量：50 トン 
 南側高架水槽容量：6 トン（高さ約 25m） 
 井戸ポンプの容量：10m3/h 
 KEMRI の給水量実績データは、2022 年 1 月で、約 6,140m3 
 排水管は 150mmφ、東側道路の下水道本管は 250mmφ 
 既存図面は「2004 年ケニア中央医学研究所感染症及び寄生虫症対策施設整

備計画」等 

② 生活系排水及び感染系排水について 

ナイロビ市内では、Nairobi City Water and Sewerage Company（NCWSC）の公共下水

道が整備されている。生活系排水（汚水及び雑排水）は通常、直接下水道本管へ放

流している。KEMRI 構内の既存棟では、実験系の廃水は中和槽又は滅菌装置によっ

て処理後、生活系排水（汚水及び雑排水）と合流して下水道本管へ放流している。 

③ 電力 

既存施設は KPLC 中圧配電網（11KV）より架空で引き込み、柱上に設置された断

路器を経由して、電気室建屋内に設置されている、受電設備に受電している。受変

電設備は 2 箇所設置されている。 
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a) 既存 KPLC の電気方式及び配電状況 

中圧電力引き込み（電力会社 KPLC）11kV 3 相 3 線 50Hz 

既存受変電設備 

 受電形式：屋内変圧器容量 
 500kVA（変圧器は 2004 年製造）、11kV/415V/240V 
 変圧器 2 次側に屋内低圧開閉器盤（800A）を設置している 
 1,000kVA（変圧器は 2005 年製造）、11kV/415V/240V 
 変圧器 2 次側に屋内低圧開閉器盤（1,600A）を設置している 

低圧側配電形式 

 3 相 4 線、415V/240V、接地方式 TN-S 方式（中性線、保護導体分離方

式） 
 低圧幹線は変圧器 2 次側に設置された屋内低圧開閉器盤より既存棟の

動力分電盤まで埋設ケーブルで配電されている。 

既存 KEMRI の最大需要電力は、380kW である（ヒアリングによる） 

b) 非常用発電機 

現地調査中は殆ど停電がなく発電機が起動するような事はなかった。停電の起

こる頻度は少ないが、KEMRI 電気エンジニアとのヒアリングでは 3～5 時間程

度停電が起こることもあるとの事だった。既存 KEMRI には 2 台のディーゼル

発電機と地上置型の燃料タンク（9,000L）容量を設置している。 

発電機は 2 箇所の変電所と同じ系統に接続されており、全体負荷に応じで使い

分けをしている。また、既存電源設備には、電圧変動対策のため低圧主配電盤

の入力部分に自動電圧調整器（AVR）を設置しており、KEMRI 施設電気エン

ジニアとのヒアリングでは、電圧変動は±10％以内であるが、実験室機材への

電源供給には AVR を計画する。 

④ 電話・情報通信 

既存 KEMRI では、既存管理棟に電話回線及びネットワークサービスの光回線が引

込まれており、構内に通信回線を供給している。KEMRI 施設通信エンジニアとの

ヒアリングでは、管理事務棟から新施設へ通信回線を供給することが可能であるこ

とを確認した。 

現在 KEMRI では、サファリコム（Safaricom）及びケンネット（KENET）のプロバ

イダーと契約しており、現状の通信速度仕様は 100Mbps のサービスとなっている。 
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2) 衛生設備計画 

① 給水設備 

a) 水源 

水道事業者 Nairobi City Water and Sewerage Company（NCWSC）はナイロビ市

内の給水事業（給水及び排水）をおこなっている。計画敷地北側道路（Mbagathi 
way）に布設されている 150mm 水道本管からから KEMRI に引き込まれており、

敷地内は 100mmφで受水槽まで配管が敷設されている。KEMRI の水源は市水

と敷地内にある井水であり、市水の水圧は低く安定していないため井水と合わ

せて受水槽に貯水しており、新施設への給水も、構内の市水及び井水配管から

分岐し受水槽＋高架水槽方式とすることを KEMRI 側と合意した。 

 水道本管径：300mmφ（既存） 
 給水圧力：0.02MPa（ヒアリングによる） 
 構内給水管径：市水 80mmφ、井水 80mmφ 

b) KEMRI 想定 1 日使用水量 

 使用者数：スタッフ 40 人＋来客者（研修室）170 人＝合計 210 人、一

人当平均日使用水量（生活用水）70 ㍑/人日、210 人×70 ㍑／人日＝

14,700 ㍑／日 
 シャワー室：P3：3 人×2 部屋＝6 人、6 人×150 ㍑／回＝900 ㍑/日 
 実験室（オートクレーブ用蒸気補給水等）：2 台×50 ㍑／台×6 回転＝

600 ㍑/日 
 合計：16,200 ㍑／日 

c) 給水方式と主要機器容量 

新施設への給水は、構内に埋設されている給水管からの取出しでは安定した供

給が困難であることから、KEMRI 施設管理担当者と協議し、既存と同様に地

上に受水槽を設置し高架水槽にポンプアップした後、供給する方式とする。新

施設への受水槽及び高架水槽については、KEMRI 施設管理担当に現地立ち合

いを要請し、南側既存電気室建屋近くに設置することを確認し、高架水槽から

新施設までの給水管工事は日本側工事範囲で行うことを確認した。 

受水槽及び高架水槽は衛生面に配慮し地上置き型 FRP 製とし、使用中の清掃

も可能なように中仕切りを設け 2 槽式とする。受水槽容量は、KEMRI 側の要

請により 3 日間使用量とし、高架水槽容量は半日の使用量を確保する容量を設

置する。 

 受水槽：容量 16.2m3/日×3 日＝48.6m3 ⇒ 50m3、外形寸法 3m×9m×

2.0m（高さ） 
 高架水槽：容量 16.2m3/日×1/2 日＝8.1m3 ⇒ 8m3、外形寸法 2m×3m×

1.5m（高さ）、設置高さは H＝25m 
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 揚水ポンプ：2 台（自動交互運転） 

d) クロスコンタミネーションの防止 

BSL2 及び BSL3 実験室への給水系統には配管内負圧による逆流を防止するた

め、逆流防止弁（Backflow prevention valve）を設置する。 

② 排水設備（生活系排水及び実験系排水） 

新施設の排水系統は BSL2 及び BSL3 実験室エリア外で発生する生活排水（汚水、

雑排水）系統と BSL2 及び BSL3 実験室エリア内から発生する感染の恐れのある実

験系排水系統はそれぞれ単独排水とする。 

生活排水は直接下水道本管へ放流する。一方、BSL2 及び BSL3 実験室エリア内の

実験排水系統は実験室内のラボシンク、手洗い、緊急シャワーからの排水とし、

BSL2 及び BSL3 実験室を分離した排水系統とする。バッチ式滅菌処理排水システ

ムを設け、蒸気による高温滅菌排水処理装置により滅菌消毒をし、その後下水道本

管へ放流することとする。また、滅菌排水処理装置は BSL2 及び BSL3 実験室下部

の区画された機械室内に設置する。 

③ 消火設備 

ケニア国では建築物の使用者の安全のために設ける防災設備等を規定する建築基準

法、労働安全衛生法の整備がある。消火設備については、国際規格等に準じ計画する。 

本件では建物用途、規模から判断し、初期消火に有効な屋内消火栓及び消火器を設

けることとする。特に、BSL2 及び BSL3 実験室はその入退室が管理されており、

迅速な消火が可能なよう各実験室出入口に消火器を設ける。 

また、データセンターには、ガス消火設備（FM200）を設置する。 

3) 空調換気設備計画 

① 空調設備 

本プロジェクト対象サイトであるナイロビ市はほぼ赤道直下、南緯 4°、標高約

300m に位置する。気候は熱帯性気候であるが乾燥したサバンナ気候に近い。年間

を通してもそれほど暑くなく、過ごしやすい気候である。3 月から 5 月が大雨期と

なるが、それ以外の月は比較的降水量も少ない。世界各都市の空調設備の設計条件

が整備されているアメリカ冷凍空調技術者協会（ASHRAE ：American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc.）のハンドブックによると設

計外気条件（冷房のみ）は以下の通りである。 

 設計外気条件：乾球温度 28.1℃、湿球温度 15.8℃（出典：ASHRAE 
Fundamentals 2013：at Nairobi） 

こうような気候と計画建物の室用途に配慮し、塵挨や高温多湿な環境条件が望まし

くない諸室や業務の効率化を図るために適切な室内環境保持が必要な諸室に空調

設備を計画する。 
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一般空調設備として、各室個別に運転操作できるスプリット型エアコンを計画する。

一般空調設備を設ける諸室は、事務室、管理室、会議室、スタッフ室とする。デー

タセンターのサーバー室は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む床吹き

出し空調方式（アンダーフロア空調システム）を計画する。 

② 換気設備 

臭気や、熱、湿気を排除するために下記の諸室については機械換気設備を設ける。 

前述の ASHRAE 基準や、日本国国交省設計基準を参考に本件で適用する換気設備

設計基準を下表に示す。 

表 3-6 換気設備設計条件 

室名 換気種別 単位換気量 備考 

一般空調対象居室 給気ファン 25m3/人・時間 新鮮空気導入のため 

診断室、処置室等 給排気ファン 2～3 回/時間 新鮮空気導入及び臭気除去のため 

倉庫 排気ファンのみ 5 回/時間  

便所 排気ファンのみ 10 回/時間 臭気除去のため 

受水槽室 排気ファンのみ 3 回/時間  

電気室 排気ファンのみ 10 回/時間 発熱量除去のため 

発電機室 給排気ファン 25～30 回/時間 燃焼用空気供給と発熱量除去 
出典：AHRAE 基準、国交省設計基準 

③ BSL2 及び BSL3 実験室の空調換気設備 

本計画の主目的である BSL2 及び BSL3 実験室整備における施設設計では下記の国

際基準及び日本での基準に準拠し、施設の国際認証を得ることが可能なよう計画す

る。 

 WHO（World Health Organization）：Laboratory Biosafety Manual 
 CDC（Centers for Disease Control）：Biosafety in Microbiological and Biomedical 

Laboratories 
 国立感染症研究所：病原体等安全管理規定 

特に、封じ込め実験室として感染リスクの高い（WHO リスク群 2 及び 3 に該当）

感染性微生物を取り扱う BSL3 実験室の空調換気設備には陰圧管理、室内気流制御、

室内清浄度の確保、排気系統の HEPA（High Efficiency Particle Air filter）濾過、室内

温度の維持などが要求される。また、実験室内に設置され感染系材料を取り扱う生

物学的安全キャビネット（BSC）の排気に対して空調換気設備は適正な陰圧管理を

維持しなければならない。 

これらの要件をみたすため、前室、シャワー室、更衣室等の付帯室を含む各 BSL3
実験室は、それぞれ単独のパッケージ型空調機、HEPA フィルターユニット、排気

ファン、風量制御ユニット等で構成される空調換気機器及びダクトを設ける。 
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また、BSL3 実験室各室へのサポート空間も単独の空調換気系統を設置する。これ

らの空調換気機器類は実験室直上に計画する 1 階（日本における 2 階）機械室に設

置する。BSL2 実験室についても封じ込め要件は、BSL3 実験室ほど厳密としないも

ののそれに準じた空調換気システムを計画する。 

これら実験室空調換気システムの管理するため、各機器の運転状態、HEPA フィル

ター静圧、管理区域内の各室室内圧力の監視等ができるよう運転制御監視盤を新施

設のモニターコーナーに設置する。 

4) 電気設備計画 

① 受変電設備 

新施設への電力供給について KPLC 電気エンジニア及び KEMRI 電気エンジニア同

席のもと協議を行い、本計画概要及び想定容量（500kVA）を説明し、受電方式につ

いて確認した。 

既存施設は電力公社 KPLC より 11KV 中間電圧受電をしており受変電室に設けら

れた変圧器により低圧とし、各建物に配電している。新施設への配電についてKPLC
及び KEMRI 施設電気エンジニアと協議した結果、KEMRI 敷地内は 1 引込みとな

るため、計画建物への電力供給は既設電気室に RMU（Ring Main Unit）を追加し、

新たに 500KVA 容量相当の 11kV 電力地下埋設ケーブルを設け供給することを

KEMRI 側と合意した。 

また、新施設までの電力供給に要する費用は KEMRI 側負担であることを併せて確

認した。 

 受電電力：11kV3 相 3 線、50Hz 

受変電設備の想定容量算定は下記により算出した合計容量とする。 

表 3-7 想定負荷容量 

負荷名称 負荷密度
(VA/m2) 

床面積 
(m2) 

負荷容量 
(KVA) 備考 

照明コンセント負荷 30 4,000 120  

BSL2 検査室空調設備機器・機材 60KVA 4 室 240  

BSL2 検査室空調設備機器・機材 100KVA 2 室 200  

データセンター機器   50 想定 

空調設備機器 100 1,500 150 一般空調 

衛生設備機器 - - 20  

計   780  
出典：JICA 調査団 

想定設備容量合計は 780KVA であり、需要率を 50％と想定すると最大需要電力は

以下の通り。 

 780KVA×0.5＝390KVA→390KW 
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② 非常用発電機設備 

新施設には電源停止が致命的な安全キャビネット、インキュベーター、フリーザー、

冷蔵庫等の機材が設置される。また、厳格なバイオリスク管理が要求される BSL2
及び BSL3 実験室の空調換気設備は停電においても継続運転が必須であることから、

非常用発電機を新設する。 

停電によりが中断されないよう必要最低限の負荷を対象とした発電機の新設を計

画する。非常用発電機の容量は最大需要電力の 80％程度を見込む。また、長時間に

渡る連続停電はないものの 24 時間の運転時間を考慮した屋外燃料タンクを設置する。 

 形式：低騒音ラジエータ冷却式 屋内設置型パッケージタイプ 
 容量：3 相 3 線 415V 50Hz 200KVA×2 台（燃料消費量：80L/時間） 
 運転時間：24 時間（長時間運転仕様）×80L＝1,920L 
 燃料タンク：2,000L 軽油 

電力変動に敏感な検査・実験機器等の機材については無停電装置（UPS）を機材ポー

ションとして計画する。また、定電圧装置（AVR）は、実験室エリア全体を対象と

して設備側で計画する。 

③ 幹線設備 

受変電盤から 3 相 4 線 415／240V 50Hz で、負荷用途及び施設の区分を考慮して系

統分けを行い、各々の分電盤を経て各所に配電する。幹線容量は接続される設備容

量にあわせて適正な電圧降下、許容電流値を満足するよう設定する。配線方式は、

シャフト内はケーブルラック方式を原則とし、その他は配管配線とする。配電方式

は以下の通りとする。 

 配電方式・幹線：3φ4W 240V/415V 
 単相負荷：1φ2W 240V 
 動力負荷：3φ3W 415V 

④ 照明設備 

各諸室、廊下等は保守、ランニングコストに配慮し LED（Light emitting diode）直管

型を主体とした照明計画を行う。照度基準（全般照度）として国際規格、JIS 規格

の平均照度を参考にし、また、ケニア国内の現状も加味し下記の通りとする。 

表 3-8 設計照度基準 

事務室、管理室、スタッフ室 350lux 
会議室 400lux 
研修室 500lux 
BSL2、BSL3 実験室 500lux 
廊下、階段 150lux 
便所、倉庫 100lux 
機械室、電気室 150lux 
出典：JICA 調査団 
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照明の点滅は各室を原則とし、必要な小区画ごとに点滅できるように点滅回路をわ

ける。電灯、コンセント回路へは単相 2 線 240V で配電する。入退室管理される

BSL2 及び BSL3 実験室や階段等の避難経路には適宜誘導灯を設置し、各部屋には

非常照明を計画する。 

⑤ 電話・情報通信設備 

新施設では各室間の連絡や対外的な連絡が必要とのことから構内電電話設備及び

情報通信（コンピューターネットワーク）の設置を計画する。新施設では、データ

センター運用の観点からより改善される通信網を利用できるよう検討が必要である。 

ナイロビ市内では現在、携帯電話、データ通信サービスをおこなう民間通信キャリ

アが数社あるが、その中でも電話、データ通信を複合したサービスを提供する会社

は限られている。計画建物では、既存管理棟から新設建屋まで、電話設備及びネッ

トワーク用光ケーブル及び埋設配管を KEMRI 側で敷設するよう依頼した。電話設

備として下記仕様の IP 電話交換機及び諸室には電話器の設置を計画する。 

 IP 電話交換器（無停電装置 UPS 付）1 台 
 引き込み回線数 3 回線、内線 30 回線 

⑥ 放送設備 

新施設には放送設備設置の要請が KEMRI からあり、火災報知設備と連動する非常

放送設備を計画する。 

また、バーチャルラボ及び会議室にプロジェクター、音響設備等の計画を行う。 

⑦ LAN（Local Area Network）設備 

海外及びケニア国内の各検査機関、研究機関とインターネットを通じた連携やデー

タセンター構築のための LAN（Local Area Network）を設置する。 

構内ネットワークの構成は、計画建物のデータセンターにバックボーンスィッチを

設置し、各フロアにはフロアスイッチングHUBを設置し諸室へLANケーブル（UTP 
CAT6A）を接続する。データセンターのネットワーク機器は別途とし、データセン

ターに設置する 19 インチラック、事務室に設置するスイッチング HUB，各フロア

のスイッチング HUB から諸室に設置する LAN アウトレットまでの LAN 配線は日

本側工事で行う。 

 LAN 規格：シングルモード光ケーブル、UTP（CAT6） 
 データ通信速度：100Mbps～1000Mbps 

⑧ 入退室管理設備 

新施設の BSL2 及び BSL3 管理区域への入退室は厳格に管理されなければならない

ので BSL2 実験室及び BSL3 実験室への主要動線には許可された人間のみ限定しそ

の入退室記録が可能な入退室管理システムを設ける。虹彩認証などの生体認証方式

を採用し、システム制御盤はモニターコーナーに設置する。 
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⑨ 監視テレビ設備 

新施設の BSL2 及び BSL3 管理区域内の各実験室内、準備ホール、滅菌室に監視カ

メラを設置し、モニターコーナーでそれらの表示ができる監視テレビ設備を計画す

る。 

⑩ 非常呼び出し設備 

検査研究センターの BSL2 及び BSL3 管理区域内の各実験室内、準備ホール、滅菌

室に非常ボタンを設置し、モニターコーナーでそれらの表示ができる非常呼び出し

設備を計画する。 

⑪ テレビ共同受信設備 

新施設には、会議室を設けるためTV 共同受信設備を設置する。TVアンテナはUHF
型とし、端子盤内に増幅器を設置し、諸室 TV アウトレットまでの配管配線を行う。 

⑫ 火災報知設備 

新施設には、研究及び研修を目的としたバーチャルラボ、会議室及びデータセン

ターを設置するため、早期の火災覚知が可能なよう建物全体で自動火災報知設備を

設ける。KEMRI からの要請で自火災報知設備と連動し非常放送による非常警報を

計画する。また、火災受信機は新施設のモニターコーナーに設置する。 

⑬ 避雷針設備 

雷による被害を避けるため、避雷設備を設けて新施設全体を防護する。 

また、近年各国で内部雷による電子機器、コンピューター等の故障の被害が大きな

問題となっている。落雷した場合、直撃雷、誘導雷によって、電力、電話線等を通

じて異常電流・電圧が電子機器に侵入し、機材の故障を引き起こす。このためコン

ピューター、電話交換機、機材が電力線、電話線等からの異常電流・電圧の影響を

受けず、かつ、安定した電力の供給が可能な計画とする。 

3-2-2-2 機材計画 

(1) 要請機材の分析 

要請機材と KEMRI 側としての優先順位を表 3-9 の通り確認し協議を行った。 

表 3-9 KEMRI 要請機材に対する優先順位 

優先順位 基準 

1 BSL2 及び 3 実験室の機能を確保するために必須の機材。または KEMRI として調達優先度
の最も高い機材 

2 BSL2 及び 3 実験室の機能を確保・維持するために必要性が高い機材。または KEMRI とし
て調達優先度の高い機材 

3 KEMRI の研究活動において調達の必要性がある機器。（やや高い優先度） 
4 KEMRI の研究活動において調達の必要性がある機器。（中程度の優先度） 
5 KEMRI の研究活動において調達の必要性がある機器。（低めの優先度） 

出典：JICA 調査団 
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優先順位 3、4 及び 5 については、現有機材の活用や、KEMRI 側予算での調達により、本

計画に含まなくても、新施設に対して機材が手配される可能性が高いことが協議の中で明

らかになった。また本計画では優先順位 1 の機材を中心に機材計画を検討することが適当

と判断されている。なお優先度 1 機材のうち、特に高価で高額となる 2 品目については、以

下の通り検討を行った。 

1) 電子顕微鏡 

現在電子顕微鏡は KEMRI で稼働していない。1983 年、1985 年の 2 回、日本が供与し

た顕微鏡（日本製）が 2016 年まで 30 年以上稼働していた。現在は、老朽化し、スペア

パーツも製造終了となり、使用できなくなっている。当時は、現在も KEMRI、CVR に

所属する 1 名の研究者が電子顕微鏡の運用を担当していた。現在は主にロタウイルスの

研究を行っている。またこの研究者は日本で電子顕微鏡に対する 1 年間の研修を受けて

いる。ケニア国内には現在 KEMRI が利用できる電子顕微鏡はなく、電子顕微鏡を利用

するには海外に行く必要がある。その結果、現在は電子顕微鏡が必要な研究計画は作成

されていない状況である。病原体を含む組織・細胞の超微細形態学的解析（CVR で関

心が高いウイルスは、出血熱ウイルス、ポリオ、SARS-CoV-2）、新しい病原体の発見、

組織像の撮影（ミトコンドリアなど）、ナノ研究などの分野において、電子顕微鏡の需

要があり、KEMRI において優先度の高い機材として要請された。実際の使用に当たっ

ては、使用する研究者への指導が必要となる。以前使用していた研究者からは、新しい

研究者に対して 3 カ月程度の研修が必要とのコメントがあった。これは無償資金協力に

おける、初期操作指導やソフトコンポーネントでの対応は困難な研修内容である。

KEMRI では研究者のトレーニング制度とその予算が確保されており、毎年、マスター

やドクター、その他特定分野での国内海外への留学を含む研修を実施している。機材の

調達が確実になれば、この制度を利用して、新研究者の研修を行うことを KEMRI から

は提案されている。機材の保守管理については、ナイロビに日本メーカーを含む電子顕

微鏡の代理店の存在が確認されているため、代理店を通じた保守管理が可能である。調

達においては、検体を作成するための機器、超遠心分離機及びウルトラミクロトームを

合わせて調達する。設置場所については、新施設に適切な場所を用意することが可能で

ある。以上の状況から、電子顕微鏡の導入は需要が高く、運用と保守管理についても問

題がない状況である。 

2) LCMS（Liquid Chromatography Mass) 

医薬品研究における本機材の必要性から要請がなされている。現在 KEMRI には HPLC
（High Performance Liquid Chromatography）があり、活用されている。この装置でも現在

実施されている医薬品分析は可能である。一方、今後研究分野として期待されている、

未知の化合物の質量・構造解析、ナノテクノロジー、プロテオーム解析などについては、

LCMS による分析が必要となる。LCMS は研究者にとってはこれらの分析を比較的容易

に行える使いやすい装置であり、この研究目的には必須の装置と言える。一方、非常に

繊細な装置でもあり、安定した測定を行うには、24 時間装置を稼働させるとともに、部

屋の温度も 24 時間一定に保つ必要があり、空調の 24 時間運転が必要となる。新施設で
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はこの環境設定は可能であり、適切な設置スペースも確保が可能である。現在使用して

いない機材であるため、検査技師のトレーニングが必要となる。HPLC は数名の検査技

師で運用されているため、この検査技師の能力向上を行うことにより、LCMS の運用が

可能となる。1 週間程度のアプリケーショントレーニングを機材引渡し時に実施し、本

装置を運用できる検査技師を育てることが可能である。機材の保守管理については、ナ

イロビに日本メーカーを含む LCMS の代理店の存在が確認されているため、代理店を

通じた保守管理が可能である。LCMS の運転に必要となる消耗費やガスの調達もナイロ

ビで可能である。設置場所については、新施設に適切な場所を用意することが可能であ

る。以上の状況から、LCMS の導入は需要が高く、運用と保守管理についても問題がな

い状況である。 

(2) 計画機材の選定 

機材計画に対して以下の機材選定基準を作成し、表 3-10 の通り各要請機材の検討を行った。

この分析結果から計画機材として◎及び〇の判定となった機材を、本案件での調達機材と

して計画する。 

① 要請機材リストの優先順位が 1 の機材である。 
② 機材を運用し、保守管理できる人材がいる。またはその体制が構築可能である。 
③ 機材の運用に必要な研究費の確保が可能である。 
④ 機材を適切に運用するための設置場所が新施設内に確保できる。 

表 3-10 要請機材と機材選定 
（◎：特に適合度が高い、〇：適合している） 

No. 機材名 ① ② ③ ④ 機材
計画 

計画
台数 

KEMRI 側 
優先度 

合計 
要請 
台数 

1 オートクレーブ、縦型 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 8 1 8 
2 オートクレーブ、ダブルドア A ◎ 〇 〇 〇 ◎ 1 1 1 
3 オートクレーブ、ダブルドア B ◎ 〇 〇 〇 ◎ 1 1 1 
4 生化学分析装置 × 〇 〇 〇 × - 4 1 
5 安全キャビネット ◎ 〇 〇 〇 ◎ 8 1 8 
6 血球カウンター × 〇 〇 〇 × - 4 1 
7 血液培養装置 × 〇 〇 〇 × - 3 1 
8 BSL3 ラボ校正セット  〇 〇 〇 ◎ 1 1 2 
9 遠心分離機、高速 〇 〇 〇 〇 〇 6 1 6 

10 遠心分離機、低速 × 〇 〇 〇 × - 4 6 
11 遠心分離機、スピンダウン × 〇 〇 〇 × - 4 6 
12 クリーンベンチ、卓上 〇 〇 〇 〇 × 1 1 1 
13 CO2インキュベーター × 〇 〇 〇 × - 3 2 
14 データロガー、温度 × 〇 〇 〇 × - 2 30 
15 パソコン × 〇 〇 〇 × - 5 6 
16 DNA/RNA 抽出・浄化システム × 〇 〇 〇 × - 4 2 
17 ドラフトチャンバー 〇 〇 〇 〇 〇 1 1 1 
18 ドライバス × 〇 〇 〇 × - 5 2 
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No. 機材名 ① ② ③ ④ 機材
計画 

計画
台数 

KEMRI 側 
優先度 

合計 
要請 
台数 

19 電子天秤 2kg/0.01g × 〇 〇 〇 × - 5 4 
20 電子天秤 200g/0.0001g × 〇 〇 〇 × - 2 1 
21 電子顕微鏡 〇 △ 〇 〇 〇 1 1 1 
22 電気泳動装置 × 〇 〇 〇 × - 4 1 
23 ELISA セット × 〇 〇 〇 × - 4 1 
24 ESR 分析装置 × 〇 〇 〇 × - 4 1 
25 フローサイトメーター × 〇 〇 〇 × - 3 1 
26 フリーザー -30℃ × 〇 〇 〇 × - 4 7 
27 フリーザー -80℃ × 〇 〇 〇 × - 3 8 
28 ゲルドキュメンテーションシステム × 〇 〇 〇 × - 4 1 
29 グローブボックス A ◎ 〇 〇 〇 ◎ 1 1 1 
30 グローブボックス B ◎ 〇 〇 〇 ◎ 1 1 1 
31 乾熱滅菌器 × 〇 〇 〇 × - 5 5 
32 アイスメーカ × 〇 〇 〇 × - 4 1 
33 インキュベーター × 〇 〇 〇 × - 5 6 
34 ラボ用冷蔵庫 × 〇 〇 〇 × - 4 6 
35 LCMS 〇 △ 〇 〇 〇 1 1 1 
36 顕微鏡、双眼 × 〇 〇 〇 × - 2 6 
37 顕微鏡、蛍光、カメラ付き × 〇 〇 〇 × - 2 1 
38 顕微鏡、倒立、カメラ付き × 〇 〇 〇 × - 2 2 
39 マイクロ分光光度計 × 〇 〇 〇 × - 4 2 
40 ナノドラッグ形成装置 × 〇 〇 〇 × - 2 1 
41 pH メーター × 〇 〇 〇 × - 4 4 
42 ピペットセット、シングル × 〇 〇 〇 × - 5 13 
43 ピペットセット、マルチ × 〇 〇 〇 × - 5 2 
44 プロテインシンセサイザー × 〇 〇 〇 × - 2 1 
45 リアルタイム PCR × 〇 〇 〇 × - 4 1 
46 シーケンサー × 〇 〇 〇 × - 4 1 
47 シェーカー × 〇 〇 〇 × - 4 1 
48 分光光度計 UV-VIS × 〇 〇 〇 × - 4 2 
49 標準温度計 × 〇 〇 〇 × - 4 1 
50 標準ウエイト × 〇 〇 〇 × - 4 1 
51 サーモサイクラー × 〇 〇 〇 × - 4 1 
52 超遠心機 × 〇 〇 〇 × - 2 3 
53 超音波ホモジナイザー × 〇 〇 〇 × - 4 1 
54 ボルテックスミキサー × 〇 〇 〇 × - 5 6 
55 恒温水槽 × 〇 〇 〇 × - 5 6 
56 蒸留器 × 〇 〇 〇 × - 4 1 
57 超純水製造装置 × 〇 〇 〇 × - 2 1 
58 ラボシンク ◎ 〇 〇 〇 ◎ 5 1 5 
59 棚 × 〇 〇 〇 × - 2 7 
60 実験台、中央 A ◎ 〇 〇 〇 ◎ 8 1 8 
61 実験台、サイド A ◎ 〇 〇 〇 ◎ 18 1 18 
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No. 機材名 ① ② ③ ④ 機材
計画 

計画
台数 

KEMRI 側 
優先度 

合計 
要請 
台数 

62 実験台、サイド B ◎ 〇 〇 〇 ◎ 2 1 2 
63 実験台、サイド C ◎ 〇 〇 〇 ◎ 1 1 1 
64 UPS ◎ 〇 〇 〇 ◎ 18 1 18 
65 テーブル A 〇 〇 〇 〇 〇 7 1 7 
66 テーブル B 〇 〇 〇 〇 〇 58 1 58 
67 椅子 A 〇 〇 〇 〇 〇 14 1 14 
68 椅子 B 〇 〇 〇 〇 〇 172 1 172 

合計 334  500 
出典：JICA 調査団 

以上の検討から計画機材と機材の配置場所は表 3-11 の通りとなる。 

表 3-11 計画機材リスト 

No. 機材名 

合
計
数
量
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議
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1 滅菌器、縦型 8 2 2 1 1 1 1     

2 滅菌器、二重扉 A 1 1          

3 滅菌器、二重扉 B 1  1         

4 安全キャビネット A 4   1 1 1 1     

5 安全キャビネット B 2 1 1         

6 安全キャビネット C 2 1 1         

7 BSL3 実験室校正キット 1       1    
8 遠心機、高速 6 1 1 1 1 1 1     
9 クリーンベンチ、卓上 1     1      

10 ドラフトチャンバー 1      1     
11 電子顕微鏡 1   1        
12 グローブボックス A 1 1          
13 グローブボックス B 1  1         
14 LCMS 1   1        
15 ラボシンク 5 1 1  1 1 1     

16 実験台、中央 A 8 1 1 1 1 1 1 2    

17 実験台、サイド A 18 1 1 3 3 4 3 2 1   

18 実験台、サイド B 2     2      

19 実験台、サイド C 1   1        

20 UPS A(1kw) 15 3 3 3 2 2 2     

21 UPS B (1.5kw) 2 1 1         

22 机 A 7         7  

23 机 B 58          58 
24 椅子 A 14         14  

25 椅子 B 172          172 
合計 333 14 14 13 10 14 11 5 1 21 230 

出典：JICA 調査団 
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(3) 機材の主な仕様 

計画機材の主な仕様は以下のとおりである。 

表 3-12 機材の主な仕様 

No. 機材名 主な仕様 数量 

1 滅菌器、縦型 有効容量 68〜110L を含む、滅菌温度 100～137℃を含む 8 

2 滅菌器、二重扉 A 
内槽寸法 1,200×660×1,000mm±10％、滅菌温度 105℃～
134℃を含む、扉 両扉式 ハンドル締め付け式、蒸気発生器、コ
ンプレッサー、軟水器付属 

1 

3 滅菌器、二重扉 B 
内槽寸法 500×500×900mm±10％、滅菌温度 105℃～134℃
を含む、扉 両扉式 ハンドル締め付け式、蒸気発生器、コンプ
レッサー、軟水器付属 

1 

4 安全キャビネット A Class II、内寸幅 1,300mm±10％、HEPA フィルター付属 4 

5 安全キャビネット B Class II、内寸幅 1,300mm±10％、HEPA フィルター、キャノピー
付属 2 

6 安全キャビネット C Class II、内寸幅 1,300mm±10％、HEPA フィルター、キャノピー、
パスボックス接続機能付属 2 

7 BSL3 実験室校正キット 

風速計、デジタルフォトメーター、エアロゾルジェネレーター、
フローフードキット、スタンドセット、ホルマリン検知セット、
工具セット、マルチメーター、フルフェイス型ガスマスク、燻蒸
装置、ホルマリン分解ユニット、ホットプレート、エアーサーキュ
レーター、排気ダクトセット 

1 

8 遠心機、高速 自立式冷却高速遠心機、回転数 15,000rpm 以上、ローター、シー
ルキャッップ付き付属 6 

9 クリーンベンチ、卓上 卓上式、HEPA フィルター付属 1 

10 ドラフトチャンバー 排気式、スクラバー付属 1 

11 電子顕微鏡 透過式電子顕微鏡、倍率 200－650k を含む、電圧 20－120kV
を含む、カメラ、マイクロ遠心器、ウルトラマイクロトーム付属 1 

12 グローブボックス A 
寸法 2,080－2,130×980－1,000×690－780mm、グローブ数 4
ペア以上、HEPA フィルター、排気ファン、ケージセット（マウ
ス、ラット用）付属 

1 

13 グローブボックス B 
寸法 1,750－1,850×530－580×680－720mm、グローブ数 2 ペ
ア以上、HEPA フィルター、排気ファン、CO2インキュベーター、
倒立顕微鏡付属 

1 

14 LCMS トリプル四重極質量分析計、質量範囲 5－2,000mz を含む 1 

15 ラボシンク シンク寸法 1,000～1,700×450－700×400mm 以上、材質 フ
ルステンレス 5 

16 実験台、中央 A 中央実験台、寸法 3,000×1500×850mm±10％、試薬棚、椅子
付き 8 

17 実験台、サイド A サイド実験台、寸法 3,600×750×850mm±10％、椅子付き 18 

18 実験台、サイド B サイド実験台、寸法 3,000×750×850mm±10％、椅子付き 2 

19 実験台、サイド C サイド実験台、寸法 1,200×750×850mm±10％、シンク、椅子
付き 1 

出典：JICA 調査団 
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3-2-3 概略設計図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-9 配置図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-10 ピット図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-11 地下 1 階平面図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-12 1 階平面図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-13 2 階平面図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-14 屋根伏図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-15 立面図 1 
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出典：JICA 調査団 

図 3-16 立面図 2 
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出典：JICA 調査団 

図 3-17 断面図 1 
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出典：JICA 調査団 

図 3-18 断面図 2 
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出典：JICA 調査団 

図 3-19 高架水槽塔 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工計画／調達計画 

(1) 基本事項 

 日本政府の閣議・決定を経て、無償資金協力に関し、日本国政府とケニア政府との

間で交換公文（E/N）が締結される。 
 E/N の締結後、被援助国政府と独立行政法人国際協力機構（JICA）が贈与契約（G/A）

を締結する。JICA は G/A に基づき、被援助国に対して案件の進捗に応じて支払いを

行う。 
 E/N 及び G/A の締結により、正式に日本が援助をコミットすることとなり、具体的

な実施に移る。 
 締結後は日本国籍を有するコンサルタントとケニア政府との間で実施設計・監理契

約を結び、ただちに詳細設計作業に入る。 

(2) 実施設計 

 設計にあたっては、まず施設及び機材等に関して、実施機関と概略設計の詳細な確

認業務から始めることが効率的である。 
 設計期間中に、日本国内及びケニア国内にて十分な技術的協議を重ねる。 
 設計期間は約 3 カ月とし、効率良くまとめる。 

(3) 入札 

 入札は、JICA の入札業務ガイドラインに沿って行われる。 
 入札方式については、①日本法人による建設会社への施設建設・機材調達の一括発

注、②施設建設は建設会社、機材調達は商社へそれぞれ発注、または、③施設建設

と機材調達を合わせた形式で建設会社と商社のコンソーシアムを対象とする発注の

3 つの形態があり、案件の特殊性等を十分に確認した上で検討する。 
 入札執行者は実施機関であるが、独立行政法人国際協力機構の立会いを得て、コン

サルタントが適切に支援する 

(4) 建設 

 ケニア国での現地調査結果から、品質及び生産量ともに問題のない建設資機材に関

しては、可能な限りケニア国内での調達を検討し、コスト低減、維持管理の容易性

を図る。 
 建設労務計画にあたっては、現地建設業者の技量及び熟練工、半熟練工の労務水準

について考慮する。日本の建設会社が元請けとして施工管理することにより本工事

の品質を保つことが重要である。 

(5) 実施体制（事業実施主体） 

本無償資金協力事業のケニア国側監督機関は保健省で、実施機関は KEMRI である。各機関

と日本側コンサルタント及び請負業者との関係は図 3-20 のとおりである。 
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出典：JICA 調査団 

図 3-20 実施体制 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

 ナイロビ市の雨期は 1 年に 2 回あり、3～5 月は大雨期、10～12 月は小雨期となる。

地下水位の変動、降雨の降り込み防止、雨水の場内処理、地下階等の計画に留意す

る。 
 建設に関する基準及び法規は、ケニア国の建築基準法を基本とするが、BS 基準及び

日本基準も参考とする。 
 機材の搬入及び据え付けについては施設建設工事及び各種設備機器の据付、設置時

期と詳細な工程調整が必要である。 
 本プロジェクトが、KEMRI の諸施設が所在する敷地における建設であることから、

施工にあたっては以下に示すような周辺環境に対する配慮が必要である。 

o 既存敷地・建屋への影響を最小限とする施工方法を採用し、特に施工時に発生

する騒音対策が必要とされる。工事中の車の出入り、及びその他騒音を含め、

工事公害による影響の起こらない施工計画を策定する。 
o 資機材を運搬する工事車輌の通行に対する安全対策を徹底し、また既存道路等

の破損を防止するため養生を行う。 
o 資機材置場、仮設建物等の配置計画は、敷地の一部を利用することになるため、

敷地内の他施設利用者等に支障が起きないような安全計画を策定する。 

 ケニアにおける付加価値税、関税、その他ケニア国内で徴収される税は免税の対象

となるが、現地調達資機材及び外注サービスの VAT に関する免税許可を得るのに

最大 7 ヶ月かかるため、実際に免税とするためには業者契約から 7 ヶ月後に着工す

る必要がある。業者契約後すぐに着工するためには施工業者が現地調達資機材及び

外注サービスの VAT を支払う必要がある。免税許可が下りた後に VAT を歳入庁か

ら還付してもらうため、日本側及びケニア側で合意する必要がある。 

外務省 

（日本国政府） （ケニア政府） 

交換公文 

E/N 財務・計画省 

保健省 

JICA 贈与契約 

G/A 

ケニア中央医学研究所 

KEMRI 

日本側コンサルタント 日本側請負業者 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本国政府の無償資金協力が実施された場合、全体事業のうち日本側が負担する範囲とケ

ニア側が負担する範囲を表 3-13 に示す。 

表 3-13 無償資金協力及び被援助国間の作業区分 

日本側負担分 ケニア側負担分 

(1) 建築工事 
構造躯体、建築仕上、駐車場等 

(2) 電気設備工事 
電気室内の受電盤以降の配管配線工事（受電
盤含む）、避雷針設備、電灯･コンセント設備、
通信設備等 

(3) 給排水設備工事 
a) 給水工事 

給水設備工事 
b) 排水工事 

敷地内最終枡までの配管工事 
c) 排水処理設備 
d) 受水槽、高架水槽 
e) 消火設備 等 

(4) 計画地境界線内の外構工事 
構内通路 

(5) 機材工事 
a) 機材の調達 
b) 海上及び国内輸送 
c) 機材納入及び据付 
d) 試運転及び取扱操作説明 

(6) ケニアが定める環境管理計画の遵守 
(7) 特殊設備及び機材、医療廃棄物・廃水処理設

備に関する技術指導 
(8) 施設・設備・機材の維持管理に関する基礎的

な技術指導 

(1) 整地工事 
a) 敷地準備工事（整地、撤去物（床、壁、

屋根、基礎等の解体、残材搬出を含む）  
b) 工事用仮設電力、給水等の取口確保 

(2) 基幹工事 
a) 給水 

市水網から計画施設専用の給水引き込み
配管、接続ポイント敷地境界線まで敷設、
準備 

b)一般排水 
対象敷地内最終枡より既存排水接続枡ま
での排水管敷設工事 

c) 雨水排水工事 
対象敷地内最終枡より既存排水接続枡ま
での排水管敷設工事 

d) 電力引込工事 
商用電力網から計画施設専用の電力引き
込み配線、接続ポイントを敷地境界線ま
で敷設、準備 

e) 電話、インターネット接続工事 
市内回線網から計画施設専用の電話回
線、通信用光ファイバー回線引き込み、
接続ポイントを、所定の位置まで敷設、
準備 

(3) その他手続き 
建築許可申請手続き、環境社会配慮関連手続
き、各設備接続申請手続き、建設用資機材の
通関手続き及び免税措置等 

(4) 新施設の維持、管理、運営に要する費用 
(5) 日本人及び第三国工事関係者に対する関税国

内税などの課徴金の免除措置 
(6) 日本人技術者の出入国に対する便宜供与 
(7) 日本側負担分以外の全ての工事 

(1) B/A 及び A/P 等の支払手続き 
(2) 機材輸入に関する免税措置 
(3) 機材取扱操作説明への参加 
(4) 維持管理を担当する人材配置と技術指導への

参加 
(5) 機材検収後の完工証明の発行 
(6) ソフトコンポーネント参加者の維持管理を担

当する人材配置と技術指導への参加 
出典：JICA 調査団 
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3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) 基本方針 

本計画においては、現場における建築及び設備工事の品質管理及び調整業務を徹底して行

うため、常駐施工監理者（建築を専門分野とする）1 名を配し、工事全体の調整を図る。ま

た、専門の施工監理者が各種工事（躯体工事、建築設備工事等）の進捗状況にあわせて各工

事の重要な時期にスポット監理を行い、工事全体における主要な工事時点（着工時、躯体工

事完了時、竣工検査時）には業務主任が検査・監督を行う施工監理体制とする。 

表 3-14 施工監理及び調達監理の要員計画 

監理者名（専門分野） 期間（現地） 

常駐施工監理技術者 18.0 ヶ月 

スポット監理者  

（施工監理） 

 業務主任者/施工監理技術者（建築） 1.5 ヶ月 

 施工監理技術者（建築） 0.73 ヶ月 

 施工監理技術者（電気） 1.0 ヶ月 

 施工監理技術者（給排水・空調換気設備） 1.5 ヶ月 

監理者名（専門分野） 期間（現地・国内） 

（機材調達監理） 

 常駐調達監理技術者 1.0 ヶ月 

 検査技術者 1（製作図確認・照合） 0.40 ヶ月 

 検査技術者 2（立会検査） 0.30 ヶ月 

 検査技術者 3（瑕疵検査） 0.23 ヶ月 
出典：JICA 調査団 

建設工事の品質を確保し、適正な建設費により安全面の充足も満たした上で、工期内に竣工

できるように計画する。施工方法の選定、労働力や施工機械の確保、資材の発注・搬入、安

全面の確認等、総合的に判断しながら工程管理を行う。また、相手国側負担工事の遅延が本

工事の進捗に影響するような場合は、必要に応じて相手国側負担工事の促進を図る。 

さらに、で記述したケニアにおける施工上／調達上の留意事項を踏まえて、適切な工事工

程・施工監理計画を策定する。 

(2) 業務担当内容 

常駐施工監理者は、建築工事及び現地での機材調達・据付工事との工程確認・調整、及び施

工計画書・施工図承認等の業務を担当する。また、東京本社側の監理体制は、モニタリング・

定期報告等による設計監理業務の品質管理、JICA 本部に対する工事進捗状況等の報告・諸

手続き及び日本調達機材等の工場・船積み前検査等の実施を担当する。 

機材にかかる常駐調達監理技術者は、商社により調達された計画機材の搬入・開梱、据付工

事、調達・試運転、初期操作指導、運用指導に立ち合い、据付管理と検査報告書の確認を行

う。また調達監理技術者は現地での引き渡し検査の最終確認をし、施主から承認レターを取
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得する。検査技術者 1 及び 3 は、調達業者より提出される機材の機器製作図の確認・照合及

び機材引き渡し後 1 年以内に実施するメーカー保証期間満了前検査を担当する。また、検査

技術者 1 は各施設機材受入の為の特記事項を満たしているかの確認についても各施設にて

行う。検査技術者 2 は、製品（工場）検査立会、船積み前機材照合検査監理業務を担当する。 

(3) 証明書の発行 

建設資材、機器などの輸出、施工業者への支払い、工事の完了、瑕疵担保期間の終了等にあ

たって必要な証明書を発行する。 

(4) 報告書等の提出 

施工業者が作成する工事の月報、完成図書、完成写真等を検査し、ケニア政府及び JICA 等

に提出する。また、工事終了後、JICA ガイドライン「完了届の記載要領」に従って完了届

を作成し、JICA に提出する。 

(5) その他調整事項の処理 

相手国側負担工事等との工程上、技術上の調整等対処すべき課題について、必要な調整を行

う。 

3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 基本方針 

詳細設計時においては、概略設計の内容を踏まえケニアの建設事情及び維持管理経費を考

慮した現地材料の納まり、工法について詳細な検討を加えた実施設計図を作成する。また、

仕様書については、工事の高品質を確保するため、日本の建築工事標準仕様書（Japanese 
Architectural Standard Specification：JASS）、BS、ASTM 等を参考・補足し、作成する。 

工事期間中においては、施工業者より提出される工事計画書、工程表、施工図について契約

書、仕様書に適合しているかを審査し、承認を与える。 

機材に関しては競争性及び公平性を阻害しないレベルで主な調達先国を想定し、詳細設計

時において想定される機材の製造国及び主な調達先を再度確認して入札に臨む。業者選定

時には再度製造国及び調達先の確認を行い、適切な品質が確保されるよう留意する。 

(2) 品質検査（施設） 

現場において建設材料及び施工の品質が仕様書に適合しているか、各種工事着工前に施工

業者より提出される施工計画書を審査し、施工計画書について承認を与える。また、各種工

事着手後は施工計画書に基づき適宜、検査を実施し承認を与える。施工計画書に基づき重点

監理項目を定めて、適宜、検査する。 

本プロジェクトにおいては現地調達可能な材料が多いが、メーカー保証書の確認の他に、適

宜、抜き打ち検査等を実施し品質を確保する。 
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1) 土工事 

協力準備調査時に実施したボーリング調査結果を踏まえ、地階、基礎の根切りについて

はオープンカット工法及び親杭横矢板工法を前提に、地下水位及び雨季に考慮した工程

計画、養生計画を策定する。掘削残土の処分、客土の品質に留意する。 

2) 鉄筋工事 

施工業者より提出されるミルシート等を確認するとともに、品質を確保するため、適宜、

抜き打ち検査による引張り試験等を行う。 

3) コンクリート工事 

ナイロビ市内の生コンクリート工場よりレディーミクストコンクリートを搬入する。コ

ンクリート工事についての主な監理方法（監理項目、検査方法等）を以下に示す。 

① コンクリート材料 

材料 管理項目 検査方法 

セメント 水和熱など 溶解熱方法 

砂・砂利・砕石 粒度 ふるい分け 

 絶乾比重 比重及び吸水率試験 

 アルカリ反応性 アルカリ反応性試験 

水 有機不純物など 水質試験 

② 試し練り時検査管理項目 

管理項目 検査方法 

構造体のコンクリート強度の推定試験 圧縮強度試験機 

スランプ スランプコーン 

コンクリート温度 温度計 

空気量 圧力計 

塩化物量 塩分測定器 

③ コンクリート打設前検査管理項目 

管理項目 検査方法 

練り混ぜから打設終了までの時間 練り混ぜ完了時刻照合 

スランプ スランプコーン 

コンクリート温度 温度計 

空気量 圧力計 

塩化物量 塩分測定器 

④ 工程内検査の管理（コンクリート打ち上がり精度検査） 

管理項目 検査方法 

構造体のコンクリートの推定試験 圧縮強度試験機 

仕上がり精度（建入れ） スケール 

仕上がり精度（スラブ水平度） レベル・スケール 

仕上がり状態 目視 
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(3) 品質検査（機材） 

機材の調達及び据付監理時において、工期、作業内容、配置計画等についてケニア側及び調

達業者との詳細な協議を行い、本計画に最適な調達計画を策定する。また調達機材の確定後

は建築計画との綿密な摺り合わせを行いつつ、業務全般の円滑な進行を図る。調達監理上の

留意点は以下のとおりである。 

 業者契約締結後すみやかに調達機材内容、配置計画、製造国、調達先、ユーティリ

ティにつき、コンサルタント側建築・設備担当者、ケニア側本施設担当者、調達業

者と確認を行う。 
 調達業者は、コンサルタント立会いのもと、メーカーの製作工場における特注機材

の製品（工場）検査、輸出梱包に先立つ出荷前検査を行う。 
 日本国出荷製品については第三者機関に委託しコンサルタント立会いのもと、出荷

前検査を行う。 
 調達業者の設置工事に際しては、コンサルタントから調達監理担当者を派遣し、現

場作業に立会い、配置計画に基づき施設・設備との取り合い、調整を行う。 
 最終引渡し検査では契約機材の員数、齟齬の有無、要求仕様・機能、取り扱い説明

の有無等を確認し、引渡し業務を遂行する。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 調達計画 

建築工事に必要となる主要建設資材はケニア国内で調達が可能である。ただし、躯体及び仕

上げ材のほとんどはナイロビ市内の代理店経由で入手する近隣諸国からの輸入材料である

ことから、製品の均質性と品質の確保には十分注意する必要がある。 

ナイロビ市内には生コン製造工場があり、レディーミクストコンクリートを使用する計画

とする。 

ただし、ナイロビ市内では出勤ラッシュ時の朝と夕方は非常に渋滞しているため、特にレ

ディーミックスコンクリートの打設時には余裕を持った施工計画を策定する。 

内外装資材のタイル、塗料、アルミ製品、設備工事の配電盤類、電線・ケーブル、スイッチ

類、照明器具、天井扇、配管材、ポンプ、貯水タンク、衛生器具等も現地生産品、輸入品も

含め、市場に広く出回っているが、製品の均質性と品質の確保には十分注意する必要がある。 

アルミ笠木、建具類、防水材（ゴムアスファルト系、ポリウレタン樹脂）、鋼製パネル（イ

ンターロッキングシステム含む）、長尺塩ビシート、パスボックス、銘板、設備工事に必要

となる感染系廃水処理装置、緊急洗眼・シャワーユニット等は日本調達を計画する。 

また、機材調達先は原則としてケニアもしくは日本とする。しかしながら、これら両国製品

に限定してしまうことで入札における競争を阻害し公正な入札の実施の妨げとならないよ

う、日本では製造されていない、もしくは製造業者が限られている機材として、BSL3 実験

室校正キット、遠心機（高速）、電子顕微鏡、クリーンベンチ（卓上）、LCMS 等が想定さ

れ、これらの機材については、第三国調達を計画する。 
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主要資機材の調達先は以下のとおりとする。 

表 3-15 主要資機材の調達先 

資機材名 
調達先 

備考 
現地 日本 第三国 

[資材] 

ポルトランドセメント ○    

砂 ○    

砕石 ○    

異形鉄筋 ○    

型枠用材 ○    

コンクリートブロック ○    

木材 ○    

金属金物類 ○ ○  アルミ笠木は日本調達 

建具類  ○   

ガラス類 ○    

塗装用材 ○    

防水材料 ○ ○  ゴムアスファルト系塗膜防水材、ポリ
ウレタン樹脂塗膜防水材は日本調達 

塩ビ長尺シート  ○  耐薬品性塩ビ長尺シート含む 

鋼製パネル  ○  インターロッキングシステム含む 

パスボックス  ○   

銘板  ○   

配電盤類 ○    

電線・ケーブル ○    

コンセント、スイッチ ○    

コンジットパイプ ○    

照明器具 ○    

空調機   ○ 近隣国もしくは日本調達 

給排気ファン（制気口類、ダンパ類） ○    

受水槽 ○    

ポンプ類 ○    

衛生器具 ○  ○ 現地もしくは日本調達 

管材 ○ ○  塩ビライニング鋼管、ステンレス鋼管
等は日本調達 

バルブ・配管付属金物 ○ ○  感染系排水用のバルブ、配管付属金物
等は日本調達 

給排気フィルターユニット（HEPA）  ○   

可変定風量装置  ○   

自動制御機器類  ○   

感染系廃水処理装置  ○   

緊急洗眼・シャワーユニット  ○   
出典：JICA 調査団 
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表 3-16 主要機材の調達計画一覧表 

機材名 
調達先 

備考 
現地調達 日本調達 第三国調達 

滅菌器、二重扉  ○   

安全キャビネット  ○   

BSL3 実験室校正キット  ○ ○ ＊ 

遠心機、高速  ○ ○ ＊ 

ドラフトチャンバー  ○   

電子顕微鏡  ○ ○ ＊ 

グローブボックス  ○   

LCMS  ○ ○ ＊ 

実験台、中央  ○   
* 適正な競争入札を実施するため、第三国調達を計画する。 
出典：JICA 調査団 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

(1) 施設初期操作指導 

施設（建築、設備及び電気）の初期操作指導は、施設工事を請け負った建築工事業者によっ

て、竣工時までに建築工事業者及び設備工事業者の派遣する技師・技術者により使用者を対

象に、施設の安全で適切な稼働及び維持管理が行われることを目的に行われる。 

(2) 機材初期操作指導 

機材の初期操作指導は、調達機材の搬入・据付時に、機材調達業者の派遣する技術者により、

使用する研究者、検査技師及びエンジニアリング・メンテナンス部の技術者を対象に、全機

材について行う。指導内容は操作方法、取り扱いに関する注意事項、日常点検、トラブル

シューティング、また定期的な保守管理等も含まれるものとする。機材が長期に渡り良好な

状態に保つよう使用前後の日常点検内容については十分に指導を行う。 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

KEMRI の施設・設備機器に係る維持管理は、コーポレートサービス局のエンジニアリング・

メンテナンス部が担当している。当部は土木課、電気・電子課及び機械課に分かれており、

総勢 23 名（Engineer：4 名、Engineering Technologist：8 名、Engineering Technician：9 名、

その他：2 名）の職員が在籍している。既存施設設備機器及び機材の維持管理は適切に実施

されているものの、新施設で整備される BSL2 及び BSL3 実験室に求められる空調、排気及

び陰圧管理、及び感染症廃液排水処理の経験は少ないため、これらの設備の維持管理能力を

強化することが必要である。 

このような状況の下、KEMRI 側から以下の技術支援を検討するよう依頼があった。本プロ

ジェクトにて整備する BSL2 及び BSL3 実験室の適切な利用を促すためにも、ソフトコン

ポーネントを活用した日本側の技術支援が有効と考えられる。 
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(2) ソフトコンポーネントの目標、成果及び活動 

本ソフトコンポーネントの目標、成果及び活動は以下のとおりである。 

表 3-17 ソフトコンポーネントの目標、成果及び活動 

目標 成果 活動 

本プロジェクトで
整備される BSL2
及び BSL3 実験室
の空調、排気及び
陰圧管理を適切に
運転・維持管理で
きるようになる。 

BSL2 及 び
BSL3 実験室の
空調、排気及び
陰圧管理が適
切に運転・維持
管理される。 

空調、排気及び
陰 圧 管 理 の 運
転・維持管理の
ための技術指導
書等が作成され
る。 

 技術指導書に記載する運転・保守点検・維
持管理アイテム・内容を整理する。 
- システム概要、気流管理、差圧管理の概

要、設備機器等 
 技術指導書、チェックリスト、台帳、帳票

等を作成し、それに基づく指導訓練計画を
立案する。 

 技術指導書、指導訓練計画の説明を行う。 

運転・維持管理
要員が運転・維
持管理に係る基
礎的な知見及び
技 術 を 習 得 す
る。 

 技術指導書等を使用して、 
- 設備システム及び運転・維持管理に係

る概要、計画・立案（予算策定含む） 
- 具体的な運転・維持管理実務（アイテ

ム・手順・方法） 
等に係る座学、実習を行う。 

 気流・差圧管理については、本邦業者が行
う試運転・調整作業の内容（対象機器、目
的、作業アイテム、調整値等データ）を記
録・文書化し標準業務手順書を整理のうえ
座学、実技指導（実機使用）を行う。 

本プロジェクトで
整備される感染性
廃液排水処理設備
が適切に運転・維
持管理できるよう
になる。 

感染性廃液排
水処理設備が
適切に運転・維
持管理される。 

感染性廃液排水
処 理 設 備 の 運
転・維持管理の
ための技術指導
書等が作成され
る。 

 技術指導書に記載する運転・保守点検・維
持管理アイテム・内容を整理する。 
- 感染性廃液排水処理設備に係る概要、

計画・立案（予算策定含む） 
 技術指導書、チェックリスト、台帳、帳票

等を作成し、それに基づく指導訓練計画を
立案する。 

 技術指導書、指導訓練計画の説明を行う。 

運転・維持管理
要員が運転・維
持管理に係る基
礎的な知見及び
技 術 を 習 得 す
る。 

 技術指導書等を使用して、 
- 感染性廃液排水処理設備の運転・維持

管理に係る概要、計画・立案（予算策定
含む） 

- 具体的な運転・維持管理実務（アイテ
ム・手順・方法） 

等に係る座学、実習を行う。 
 感染性廃液排水処理設備の高圧蒸気管理

については、本邦業者が行う試運転・調整
作業の内容（対象機器、目的、作業アイテ
ム、調整値等データ）を記録・文書化し標
準業務手順書を整理のうえ座学、実技指導
を行う（実機使用）。 

出典：JICA 調査団 

上記活動を行うために以下の専門家の投入を行う。施工監理期間中に現地派遣が予定され

ているコンサルタント日本人技術者（業務主任、空調換気設備）との連携を図り、ソフトコ

ンポーネントの対象となる先方の運営維持管理体制の確認を行い、技術指導等の活動をよ

り効果的に実施できるように留意する。 
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 空調換気設備運転維持管理指導専門家 1 名 
 廃水処理設備運転維持管理指導専門家 1 名 

3-2-4-9 実施工程 

事業実施工程表（案）を図 3-21 に示す。 

 
出典：JICA 調査団 

図 3-21 業務実施工程表（案） 

3-2-5 安全対策計画 

本案件のサイト内全般の安全管理上の監視、サイト内への入出管理、資機材置き場等の盗難

防止、機械作業に伴う労働災害事故防止等のために日中は警備員 3 名（3 ゲート）、夜間は

警備員 1 名（1 ゲート）を配置し、24 時間体制で警備する 

3-3 相手国側分担事業の概要 

3-3-1 相手国負担事業の概要 

プロジェクト実施におけるケニア側の分担事業は、表 3-13 で述べたとおりである。以下に

主要な項目を記述する。 

3-3-1-1 事業実施前 

 建設工事の開始前に、工事の支障となる既存施設（基礎を含む）、構造物・機材、

樹木等を撤去、移設し、整地を行う。 
 建設工事用の仮設電力、及び仮設給水管の敷設工事を行い、取口を確保する。 
 建築許可手続きを行い、関連する許認可を取得する。 
 環境影響評価にかかる必要な手続きを行い、関連する許認可を取得する。 
 本プロジェクトの実施に必要な給水、電力、通信等ユーティリティの計画敷地まで

の引き込みを行う。 
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 実施設計及び入札管理業務期間においてコンサルタントの日本人技術者の査証取得

手続き支援（招聘状の発行）を行う。 

3-3-1-2 事業実施中 

 本プロジェクトの実施に必要な許可、免許等を遅滞なく発行する。 
 環境関連許認可の内容に従って、必要な環境モニタリング活動等を実施する。 
 必要に応じ施設内の一般家具、カーテン・カーペット等の購入及び設置工事を行う。 
 必要に応じ敷地内の造園工事、植樹工事を行う。 
 工事期間においてコンサルタント及び施工・機材調達業者の日本人技術者及び第三

国技術者の査証取得手続き支援（招聘状の発行等）を行う。 
 ソフトコンポーネント期間において KEMRI の研修受講者を選出、任命する。また、

研修参加に伴い発生する関連費用（旅費、日当、宿泊費）を負担する。 

3-3-2 事業実施後 

 環境関連許認可の内容に従って、必要な環境モニタリング活動を実施する。 
 施設、機材の維持、管理、運営に要する実施体制を構築する。 
 施設、機材の維持、管理、運営に要する費用を確保する。 

本事業の相手国側分担事業については、本プロジェクトを円滑に実施するため、その内容、

スケジュール等について、ケニア側へ十分な説明を行い、理解を求める。 

事業実施前の各種準備に要する予算は、保健省、KEMRI によって確保される予定である。

本プロジェクトを事業実施工程計画通りに進めるためには、ケニア側の負担事項が予定通

りに実施されることが前提になっており、この重要性については協力準備調査時にコンサ

ルタント側からも具体的に説明している。この件に関しては日本側からも進捗状況をモニ

タリングしていく必要がある。 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営管理方針 

3-4-1-1 組織体制 

本事業の実施機関は KEMRI であり、図 3-22 に KEMRI の組織図を示す。最高責任者のもと

に、法務局（Corporation Secretary & Directorate of Legal Services）、能力強化局（Directorate 
of Research & Capacity Building）、研究開発局（Directorate of Research and Development）、科

学プログラム・パートナーシップ・助成金管理局（Directorate of Scientific Programmes, 
Partnerships and Grant Management）、戦略・コンプライアンス局（Directorate of Strategy & 
Compliance）、及びコーポレートサービス局（Directorate of Corporate Services）の 6 局で構

成されている。 
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出典：KEMRI 

図 3-22 KEMRI 組織図（カッコ内は人員数） 

(1) 人員配置 

上記 KEMRI 組織図の人員数を合計すると、全職員数は 860 人となる。下位の組織の人数が

0 になっている Directorate は、Directorate のボックス内の数字が合計の人員数である（例：

Directorate of Research & Capacity Building は下位の 2 課を含めて 17 人の配置）。ボックス内

の数字が 0 になっている Directorate は下位の組織に人員が配置されている（例：Directorate 
of Corporate Servicesは下位の 7課にそれぞれ人員配置されており、合計数は 140人である）。 

本事業により整備される新施設は、研究開発局（Directorate of Research and Development）の

下で既存の人員によって運営管理される。また本施設の維持管理についてはコーポレート

サービス局（Directorate of Corporate Services）のエンジニアリング・メンテナンス部が担当

する。3-2-4-8 で述べた通り、新施設で整備される BSL2 及び BSL3 実験室に求められる空

調、排気及び陰圧管理、及び感染症廃液排水処理の維持管理能力を強化するためのソフトコ

ンポーネントを検討する。 

(2) 予算及び財源 

KEMRI の過去 5 年間の収支を以下に記す。施設及び研究機材の運営維持管理費用は「使用

料（電気、水等）」及び「修理維持費」の費目となり、過去 3 年では KES 143 Million（2020-
2021）、KES 149 Million（2019-2020）及び KES 106 Million（2018-2019）の支出が計上され

ている。 
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表 3-18 KEMRI 収支（KES） 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
収入 6,541,954,082 6,669,105,018 6,641,432,179 7,905,650,742 7,595,761,262 

国庫/保健省 1,834,962,265 2,087,547,218 1,855,385,079 2,951,288,215 2,577,644,999 
共同研究者 4,466,193,289 4,169,514,088 4,326,305,598 4,419,799,734 4,386,313,311 
交換取引 102,202,264 136,934,778 - - - 
賃貸収入 - - 28,330,708 26,277,250 29,204,188 
外部投資 - - 30,506,394 30,713,177 42,651,930 
その他の収入 138,596,264 249,947,975 400,904,390 477,572,347 559,946,835 

支出 6,570,519,889 6,830,848,330 6,805,827,288 7,845,861,018 7,867,993,131 
使用料（電気、水等） - - 84,195,822 125,655,277 95,606,890 
従業員給与 1,513,076,142 2,020,391,112 1,638,230,146 2,243,301,00 2,473,540,993 
幹部人件費 23,772,966 23,282,023 35,573,046 51,638,012 25,227,518 
減価償却費 109,786,985 97,479,325 117,709,304 136,618,808 146,099,260 
管理費 325,851,297 452,245,231 - - - 
修理維持費 - - 22,150,415 22,881,295 46,979,460 
委託費（警備、掃除） - - 53,767,913 54,637,541 49,367,237 
共同研究者 4,466,193,289 4,169,514,088 4,326,305,598 4,390,858,010 4,386,313,311 
運営費（消耗品含） 131,839,210 67,936,550 63,971579 202,913,738 220,574,516 
一般支出 - - 463,923,464 617,357,335 424,283,945 

その他収支 0 659,750 0 0 54,097 
収支合計 (28,565,808) (161,083,561) (164,395,118) 59,789,725 (272,177,773) 
出典：KEMRI Annual Report and Financial Statements 

新施設の維持管理費用について、過去のナイジェリアの類似研究所施設の維持管理費用を

参考に、KES 80 Million 程度になることを KEMRI 側に伝え、KEMRI 側はこれを理解してい

る。KEMRI 側からは、事業費（施設建設及び機材調達）の 10％まで維持管理費用としてケ

ニア政府が予算措置を行うとの説明があった。 

3-4-1-2 施設・機材維持管理計画 

(1) 施設 

KEMRI の施設・設備機器に係る維持管理は、KEMRI 内に所属する機材サービスセンター電

気・電子部門の技術者が中心となり実施している。既存施設には、新施設に類似する特殊な

技術を要する設備、システム（既存 BSL2 及び 3 実験室がある）が設置されていることか

ら、一般建築・設備及び機材の保守点検以外に、感染系実験室から排出される感染系廃棄物

等の保守点検について実務経験がある。 

しかし、新施設には最新の BSL2 及び 3 実験室設置に伴う建築仕様、設備機器が導入される

ことから、その運転、維持管理には更なる専門的な技術、経験が求められる。検査機材担当

技術者に加えて、建築、空調、電気、給排水衛生に関する専門技術者で構成される施設・設

備維持管理チームを構築し、日常の運転操作・点検、定期点検、感染防止管理区域内の予防

的維持管理に十分対応できる体制とする。バイオセーフティの観点から特に適切な管理が

要求される、検査室の空調換気システム、感染性廃液処理・廃棄物処理システムについては、
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ソフトコンポーネントにより、運営・維持管理に必要な基礎的な知識と技術を習得する支援

を行う。 

(2) 機材 

現在エンジニアリング・メンテナンス部が検査機器を含む、施設全体の管理を行っている。

新棟についてもエンジニアリング・メンテナンス部が施設及び機器維持管理の担当となる。

23 名のスタッフのうち 6 名が機器維持管理を担当し、定期点検を含む機器の校正と故障時

の修理を担当している。 

安全キャビネット及び BSL3 ラボについては、NSF の認定を受けた技術者が過去 KEMRI 職
員におり校正や修理業務を行っていたが、この技術者はすでにリタイアしている。現在機器

の校正（定期点検を含む）と故障時の修理を行っている 6 名の技術者は、リタイアした NSF
認定技術者により指導された技術者である。その他バランスやラボ冷蔵庫、フリーザー、イ

ンキュベーター等のラボ機材についても、この 6 名の技術者が校正（定期点検を含む）と故

障時の修理を実施している。 

エンジニアリング・メンテナンス部の技術的能力を超えている機器については、各検査室が

独自に代理店と定期保守管理契約を結び、保守管理を実施している。この対象機器としては、

シーケンサー、リアルタイム PCR、サーモサイクラー、フローサイトメーター、各種分光光

度計等多くの分析装置が含まれている。 

校正（定期点検を含む）については、安全キャビネット（風速、HEAP フィルターリーク、

気流、その他機能チェック）、バランス（重量校正）、冷蔵庫、フリーザー、インキュベー

タ（温度校正）等の機器に対し、スケジュールを決め、年 1 回の校正を実施している。検査

記録も保管されている。また校正中に確認された故障や、ユーザーからの指摘で実施する故

障も、この 6 名の技術者が対応している。スペアパーツが必要な場合には KEMRI が調達す

るが、調達手続きや予算の関係もあり、調達期間には 1 カ月から数カ月かかっている。スペ

アパーツを調達する代理店はすべてケニア国内に存在している。 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

3-5-1-1 日本国側負担事業費 

施工・調達業者契約認証まで非公表。 
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3-5-1-2 ケニア国側負担事業費 

表 3-19 ケニア国負担事業費 

費 目 概算事業費（KES） 備考 

(1) 敷地準備などに必要な費用   

1) 敷地準備（解体撤去、移設、整地） 1,750,000 既存建築物、樹木・植栽等 

2) 水道引き込み工事 1,000,000 排水管 225φ 

3) 電気引き込み工事 1,500,000 引込線 3φ3W11KV50Hz、リングメイン
ユニット 

4) 通信引き込み工事 1,200,000 CPEV0.65-30P（PVC50φ） 

5) インターネット引込工事 1,200,000 Optical Cable SM-24C（PVC50φ） 

(2) 建設関連各種申請手続き 676,000 床面積約 3,977m2×KES 170 

(3) 環境社会配慮申請手続き 3,000,000 事業費の 0.1％ 

(4) 家具調達・設置工事 2,324,000 机・椅子×83 セット 

(5) 銀行取極めにかかる手数料 3,000,000 
63,000 

Advising Commission：総事業費の0.1％ 
Payment Commission：支払額の 0.1％
かつ上限 4,500 円（コンサルタント 7
回、施工業者 4 回、機材商社 3 回想定） 

合計 
換算レート：1KES=1.0234 円 

15,713,000 16,081 千円 

出典：JICA 調査団 

3-5-1-3 積算条件 

積算時点 ： 2022 年 2 月 

為替交換レート ： 2021 年 11 月 1 日から 2022 年 1 月 31 日までの 3 か月平均レート 
1 ケニアシリング=1.0234 円 
1 米ドル=115.26 円 

施工期間 ： 19.5 ヶ月（国内準備期間を含む） 

その他 ： 本計画は、日本国政府の無償資金協力制度に基づき実施される。積算は、

日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。なお、本事

業は予備的経費を想定した案件となっている。但し、予備的経費の適用及

びその経費率については外務省によって別途決定される。 

3-5-2 運営・維持管理 

(1) 光熱費 

本施設における各設備のランニングコスト（水道光熱費等）を試算すると、下記のとおりと

なる。 
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1) 電気料金 

条件 

最大需要電力 390 kw  

負荷率 0.5   

電力会社料金体系（ケニア電力会社 KPLC 料金表 11KV 受電） 

基本料金 520 KES/kw  

従量料金 10.9 KES/kwh  

燃料エネルギーコスト 3.97 KES/kwh  

課徴金 電力量 kwh ×1.25 KES  

調整額 従量料金 ×0.05 KES  

月間電気料金 

基本料金 390kw×520 KES/kw ＝ 202,800 KES/月 

従量料金 390kw×720 時間/月×0.3×10.9 KES/kwh ＝ 918,216/月 

燃料コスト 84,240kwh×3.97 KES/kwh ＝ 334,432/月 

課徴金 84,240kwh × 1.25＝151,109 KES 

調整額 918,216 × 0.05＝45,910 KES 

加税金 （従量料金+課徴金+調整額）×16％  216,616 KES 

合計 1,869,083 KES/月 ⇒ 1,870,000 KES/月 

年間電気料金 

1,870,000 KES/月 × 12 月/年 = 22,440,000 KES/年 

2) 電話・情報料金 

100Mbps 使用量 250,000 KES/月 

年間電話・情報料金 250,000 KES/月×12 ヶ月＝ 3,000,000KES/年 

3) 上水道料金 

最大日使用水量 

日最大使用水量 16.2 m3/日 

料金表（水道局 Nairobi City Water and Sewerage Company（NCWSC）による） 

水道料金 64 KES/m3 

年間上水道料金 

16.2m3/日× 360 日/年× 0.7 × 64 KES/m3 ≒ 270,000 KES/年 

4) 下水道料金 

最大日使用水量 

日最大使用水量 16.2 m3/日 
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料金表（下水道局 Nairobi City Water and Sewerage Company（NCWSC）による） 

下水道料金 水道料金×75％ 48 KES/m3 

年間上水道料金 

16.2m3/日× 360 日/年× 0.7 × 48 KES /m3 ≒ 202,500 KES/年 

5) 発電機用燃料料金 

発電機仕様 出力 270KVA×2 台 3 相 4 線 415V 50HZ（ディーゼル軽油） 
 燃料使用量 80.0L/時間 

想定使用量 月間想定運転時間（5 時間/日）×10 日 50 時間/月 

ディーゼル軽油単価  115.21KES/L 

年間燃料費用 80L/時間×50 時間/月×12 ヶ月/年 
×115.21KES/L＝ 

 
5,530,080KES/年 

6) CO2ガス料金 

交換頻度 CO2インキュベーター用 10 回/台・月 

CO2ガス使用量 内槽容量 167 L×10％×10 回＝ 167 L/台・月 

年間 CO2ガス使用量 167 L/本・月×6 本×12 か月＝ 12,024 L/年 

シリンダ（30kg／台）換算 12,024 L/年÷15,272 L/本＝0.79 本 1.0 本/年 

CO2ガス単価  270 USD/本 

年間 CO2ガス料金 1.0 本/年×270 USD/本＝ 270 USD/年 

(2) 施設維持管理経費 

本施設の維持管理費を試算すると、下記のとおりとなる。 

1) 浄化槽メンテナンス費 

浄化槽メンテナンス費は下水道利用のため発生しない。 

2) 施設修繕費 

 
月間修繕費（USD） 

年間修繕費（USD） 
交換部品 消耗品 点検 合計 

照明機器 200 600 100 900 10,800 

一般空調機器 400 600 120 1120 13,440 

衛生機器 300 400 600 1300 15,600 

内外装補修 20 USD/m2/年×4,000m2＝ 80,000 

合計  119,840USD/年 

交換レート：1.0USD＝112.62 KES → 13,496,381KES/年 

3) HEPA フィルター等交換費 

交換頻度及び単価 

中性能フィルター P3 検査室用 1 回/年程度 360 USD/個 



3-65 

HEPA フィルター P3 検査室用 0.5 回/年程度 900 USD/個 

年間交換費用 

中性能フィルター 360 USD/個×10 個×1 回/年＝ 3,600 USD/年 

HEPA フィルター 900 USD/個×26 個×0.5 回/年＝ 11,700 USD/年 

合計  15,300 USD/年 

交換レート：1.0USD＝112.62 KES → 1,723,086 KES/年 

4) 感染性廃液廃水処理設備 

フィルター、パッキン等 300,000 円×1 回/年＝ 300,000 円/年 

年間費用  300,000 円/年 

交換レート：1.0 円＝0.98 KES → 294,000 KES/年 

5) エレベーター維持管理 

定期検査及び故障対応 定期検査 12 回/年 3,000 USD/年 

交換レート：1.0USD＝112.62 KES → 337,860 KES/年 

(3) 機材維持管理経費 

本プロジェクトで調達される機材に対して、維持管理費用が想定される機材の年間維持管

理費は表 3-20 のとおりである 

表 3-20 調達機材に対する維持管理経費 

No. 機材名 維持管理部品・費用 調達
台数 合計金額 

1 滅菌器、縦型 ドアパッキン 80,000 円×1 回 8 80,000 円 

2 滅菌器、二重扉 A 

排気フィルター 108,000 円×2 本×1 回 
ドアパッキン 25,000 円×2 本×1 回 
エアーフィルター 140,000×1 回 
プレフィルター 14,000 円×2 回 
記録紙及びインクリボン 45,000 円×2 箱 
レジン（イオン交換樹脂） 15,000 ×1 回 
定期点検・認証費用 500,000 円 

1 1,115,000 円 

3 滅菌器、二重扉 B 

排気フィルター 108,000 円×2 本×1 回 
ドアパッキン 25,000 円×2 本×1 回 
エアーフィルター 140,000×1 回 
プレフィルター 14,000 円×2 回 
記録紙及びインクリボン 45,000 円×2 箱 
レジン（イオン交換樹脂） 15,000 円×1 回 
定期点検・認証費用 500,000 円 

1 1,115,000 円 

4 安全キャビネット A HEPA フィルター等 329,000 円×1 回 4 1,316,000 円 

5 安全キャビネット B HEPA フィルター等 329,000 円×1 回 2 658,000 円 

6 安全キャビネット D HEPA フィルター等 329,000 円×1 回 2 658,000 円 
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No. 機材名 維持管理部品・費用 調達
台数 合計金額 

7 BSL3 実験室校正
キット 測定器校正費用 250,000 円×1 回 1 250,000 円 

8 ドラフトチャンバー 活性炭フィルター 230,000 円×1 回 1 230,000 円 

9 電子顕微鏡 
フィラメント 10,000 円×24 個 
定期点検費用 1,000,000 円×1 回 

1 1,240,000 円 

10 グローブボックス A 
HEPA フィルター 123,000 円×1 回 
定期点検・認証費用 300,000 円 

1 423,000 円 

11 グローブボックス B 
HEPA フィルター 123,000 円×1 回 
定期点検・認証費用 300,000 円 

1 423,000 円 

12 LCMS 定期点検費用 1,500,000 円 1 1,500,000 円 

   合計 9,008,000 円 

交換レート：1.0KES＝1.0234 円 → 8,802,032 KES/年 

出典：JICA 調査団 

(4) 年鑑想定維持管理費 

上記から、年鑑想定維持管理費は以下のとおりである。 

表 3-21 年間想定維持管理費 

項目 年間料金 
（KES） 

VAT（16％） 
（KES） 

合計 
（KES） 

(1) 光熱費    
1) 電気料金 22,440,000 3,590,400 26,030,400 
2) 電話・情報料金 3,000,000 480,000 3,480,000 
3) 上水道料金 270,000 43,200 313,200 
4) 下水道料金 202,500 32,400 234,900 
5) 発電機用燃料料金 5,530,080 884,813 6,414,893 
6) CO2ガス料金 30,407 4,865 35,272 

  小計(1) 36,508,665 
(2) 施設維持管理経費    

1) 浄化槽メンテナンス費 0 0  
2) 施設修繕費 13,496,381 2,159,421 15,655,802 
3) HEPA フィルター等交換費 1,723,086 275,694 1,998,780 
4) 感染系廃液廃水処理設備 294,000 47,040 341,040 
5) エレベーター維持管理 337,860 54,058 391,918 
6) ホルマリン燻蒸 1,045,564 167,290 1,212,854 

  小計(2) 19,600,394 
(3) 機材維持管理経費 8,802,032 1,408,325 10,210,357 
  小計(3) 10,210,357 
  合計(1)＋(2)＋(3) 66,319,416 
出典：JICA 調査団 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本事業を円滑に進めるに当たり、3-3-1 に記したケニア側による分担事業が、協力対象事業

の工事開始前及び工事期間中の適切な時期に確実に実施されることが重要である。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

協力対象事業の実施により、BSL3 及び BSL2 実験室を含む研究施設とカンファレンス施設

が増設され、関連する実験・研究機材が整備される。これらの日本側の投入を活用し、KEMRI
が保有する研究機能及び研修機能を向上させ、国内外における地域的・国際的研究拠点とし

て十分にその役割を果たすために、ケニア側が投入し取り組むべき事項は以下の通りである。 

(1) 増設される施設の整備に伴う職員配置 

本計画施設は、KEMRI に在籍する既存人員及び KEMRI が将来雇用する人員によって運営

される。本計画施設運営の直接の責任者として所長を配置する。研究の実施においては、既

存の研究員が行うため研究職の増員の予定はない。また維持管理についても既存のエンジ

ニアリング・メンテナンス部での対応を予定している。既存人員の兼任・再配置、新規雇用

者の資格要件、人数、配属等の詳細な人員配置を計画し、確実に実行される必要がある。 

(2) 施設・機材の運営維持管理予算の確保 

本計画施設及び機材の運営維持管理予算は KEMRI が確保する。KEMRI の運営予算は、ケ

ニア政府予算及び共同研究者からの拠出と KEMRI の内部収益から構成されている。協力準

備調査期間にケニア民側より示された 2018 年度から 2020 年度までの年次収支報告書から、

本計画施設・機材の運営維持管理に不足のない収支が期待できることを確認できた。協力対

象事業完了年の 2025 年以降も継続して良好な予算措置が行われる必要がある。 

(3) 施設・機材の運営維持管理の実施 

本計画施設及び機材の運営維持管理には、これまでどおり、BSL3、BSL2 実験室の設置に伴

う特殊な建築仕様、設備機器の運転、維持管理に対応できる専門的な技術、経験が求められ

る。KEMRI では技術・維持管理課が施設及び機材の維持管理を担当しており、土木部門、

電気・電子部門及び機械部門に分かれている。実験室の空調換気システム、医療廃棄物・廃

水処理システムの運転操作・点検、定期点検、感染防止管理区域内の予防的メンテナンスに

十分対応できる体制の維持が求められる。BSL2 及び BSL3 実験室の空調管理、排気管理及

び陰圧管理とビル管理システムについてはソフトコンポーネントによる訓練を行う予定で

ある。機材においては、技術・維持管理課と外部委託メンテナンスの活用を組み合わせて維

持管理を行う。一般的な機材は、良好な状態を継続して保全するために操作マニュアル等に

従った日常点検の実施が求められる。ユーザーと技術・維持管理課による日常点検、外部委

託による専門業者の定期点検、部品交換・調整の実施が求められる。必要に応じて年間維持

管理契約を締結のうえ、安全かつ効率的な機材の稼働に留意することが求められる。 
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(4) 研究計画及び研修計画の実現 

研究の対象病原体及び研究プロジェクトのプロポーザルは、従来どおり KEMRI の各 PI が
KEMRI 内及び共同研究者との協議を通じて作成し、SERU の承認を受けて、研究・実験を

行う。2022 年 2 月現在、進行中の承認済研究プロジェクト数は 510 件と報告されており、

協力対象事業完成後は BSL2、BSL3 実験室を含む本計画施設及び機材を十分に活用し、研

究プロジェクトや共同研究者、査読済み論文等の増加促進に係る継続的な努力が求められ

る。また、本計画による機材供与は、検査・研究及び研修に必須となる最小限の内容として

おり、現有機材の活用が可能なものは含んでいない。したがって、シーケンサーやリアルタ

イム PCR、分光光度計等は既存施設からの確実な移設が求められる。 

研究者の育成としては、本事業で設置するバーチャルラボによる人材育成と情報共有の方式

の最新化と質の向上を KEMRI 側は希望している。E-Learning や実験手技のシミュレーショ

ン、WikiLabo の導入といった KEMRI 側の構想が協力準備調査期間中に示され、オンライン・

オフラインでの会議やセミナー等についても、カンファレンス施設全体の利用を予定してい

る。協力対象事業完成後はバーチャルラボとカンファレンス施設を含む本計画施設と機材を

十分に活用した質の高い研修プログラム、受講者の確保、カンファレンス等の開催に係る継

続的な努力が求められる。またバーチャルラボを稼働するための高速通信環境及びサーバー

の設置、研修コンテンツの開発、データベースなどのプラットフォームの整備が求められる。 

(5) BSL3 実験室増設に伴うバイオセーフティ及びセキュリティの強化 

BSL3 実験室の増設に伴い、KEMRI が作成中の BSL3 実験室使用ガイドラインの完成、適切

な BSL2 及び BSL3 実験室管理システムの更新が必須である。BSL3 実験室は危険度の高い

病原体を取り扱うため、万が一、病原体の漏出や感染事故が発生すれば、研究施設の閉鎖や

長期に亘る外部調査などにより、研究の中断・中止を余儀なくされる。本計画施設及び機材

の安全かつ適正な稼働を継続するために、非意図的暴露あるいは漏出事故の防止といった

バイオセーフティの面と病原体等の紛失、盗難、不正流用、意図的放出の防止といったバイ

オセキュリティ23の面を強化し、加えて、防災及び周辺への環境汚染対策が確実に取られる

ことが求められる。 

(6) 環境モニタリングの実施 

ケニア側の策定する環境影響評価とその環境管理計画を踏まえ、汚染対策に係る環境モニ

タリングを継続的に実施のうえ、JICA に定期的に報告することが求められる。モニタリン

グは、JICA が定める環境社会配慮ガイドラインに合致する影響項目、モニタリング項目、

測定方法、確認内容に従って実施し、本計画施設及び機材が感染防止管理上適切に使用され、

周辺地域に対して重大な環境汚染脅威となっていないことを確認する。 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果が発現、持続するための外部条件は以下の通りと考えられる。 

 
23 国立感染症研究所 NIID ウェブサイト 病原体等安全管理規程（改訂第三版） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/byougen-kanri.html 文言参照 
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(1) ケニアの国家開発計画及び保健セクターの政策・方針が大幅に変更しない 

ケニアの長期国家開発計画「Vision2030」の第 3 期中期計画 2018-2022（MTP Ⅲ）の中の Big 
Four アジェンダの 4 本柱のひとつが UHC の達成であり、保健セクターはケニアの開発計画

において重要視される位置づけとなっている。 

保健セクターの長期計画である「ケニア保健政策 2014-2030（Kenya Health Policy 2014-2030）」
では、「感染症の排除」が 6 つの政策目標の筆頭になっており、政策目標の達成を促進する

ために投入を行う必要がある 8 つの分野には「研究・開発」が含まれている。現行の「保健

セクター戦略計画 2018-2023」には上記の政策目標及び投入分野に加え、健康安全保障の強

化も戦略のひとつとして言及されている。協力対象事業の枠組みは、これらの開発計画や保

健政策の要請に従って組み立てられており、本計画の目標達成のためには、感染症対策分野

及び研究・開発への施策の継続が重要となる。 

2002 年以降 5 年おきに行われてきた大統領選挙が 2022 年 8 月に予定されている。選挙結果

により、保健政策の大幅な方針転換がなされないことが重要である。 

(2) JICA を含む他ドナーや共同研究者による支援が中断しない 

ケニア及び周辺国では危険度の高い新興・再興感染症の感染症の流行が度々報告されてお

り、2020 年 3 月に一例目が確認された COVID-19 のケニア国内の流行は 2022 年 2 月時点で

第 5 波まで確認されている。また HIV/AIDS による死亡は依然、ケニアの死因のトップにあ

る。これらの危険度の高い新興・再興感染症流行の早期検出と病原体解析、診断治療の研究

の基盤となる JICA の BSL3 実験室整備支援は保健省からの期待が非常に高い。日本は 1979
年以降、KEMRI への技術協力や無償資金協力を続けてきており、2022 年に開始される「ケ

ニア中央医学研究所研究能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）は本事業との相

乗効果が期待されている。 

また、KEMRI は Wellcome Trust、米国 CDC、WHO、Walter Reed といった共同研究者を中

心とする協力を受けている。共同研究者からの拠出は KEMRI の歳入の 6 割弱を占めてお

り、今後も既存の共同研究者からの支援を継続的に得るとともに新規の共同研究者を開拓

していくことが重要となる。 

(3) 世界全体における極端かつ長期の流通阻害や物資不足が発生しない 

現時点で、世界の情勢不安や原油高など、世界全体における物資の流通の阻害や不足を招く

要因があることは否定できず、そのような事態に陥った場合は事業実施に影響が出る可能

性がある。 

(4) ケニアの政治経済状況が極度に悪化しない 

ケニアは議会制民主主義の国家であり、現時点では政治・社会は安定している。2022 年 8 月

に大統領選挙が予定されているが、過去にも発生した選挙結果を不服とする暴動や治安の

悪化があれば、事業実施への影響は否めない。経済面では、ケニアは東アフリカ地域経済の

中心として発展しており、COVID-19 による経済成長率への悪影響は諸外国に比較して小さ

い状況にある。今後、政治経済状況が極度に悪化しないことが必要である。 
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4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

本事業に期待される効果及びその妥当性は以下の通りである。 

本事業で KEMRI に対し感染症研究及び検査・診断の早期対応にかかる施設及び機材整備を

行うことにより、COVID-19 を含む各種感染症の研究機能強化を図り、もってケニア及びア

フリカ域内（特に東アフリカ地域）における健康危機対応能力の強化に寄与することが効果

として期待できる。また、以下に示す理由により、我が国無償資金協力による協力対象事業

の実施は妥当であると判断できる。 

(1) 事業の裨益と事業目標の妥当性 

本事業は、KEMRI の研究及び研修実施のための施設・機材拡充を実施することにより、新

興・再興感染症等の診断・治療のための研究、パンデミック時の検査・診断や病原体解析に

おける迅速な対応、研究者の育成促進に寄与する。これにより、ケニア及び東アフリカ域内

における新興・再興感染症対策を含む健康危機対応力が強化されることは、国際保健規則の

遵守、すなわち国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of 
International Concern：PHEIC）への備えの必要性から発生する国際的及びケニア国内のニー

ズと一致する。その裨益対象はケニア人口の 5,377 万人と考えられる。 

KEMRI は現在、感染症に係る研究・診断・人材育成における中核的役割を担い、研究成果

からのエビデンスに基づいた政策策定のための提言や助言を行っている。本事業により

BSL3 実験室を含む研究施設とカンファレンス施設の増設を含む KEMRI の機能強化を行う

ことで、ケニアにおける感染症対策能力を強化し、保健サービスへのアクセスの改善や適正

な政策策定に寄与するものと考えられる。また、近年、COVID-19 や VHF 等の危険度の高

い病原体による感染症流行の脅威への対応がケニア及び周辺国の緊急課題であり、これら

の感染症対策の重要拠点として KEMRI に期待される役割は大きく、将来的にケニア及び周

辺国への裨益も期待できる。 

(2) ケニアの保健政策との整合性 

「Vision2030」、「ケニア保健政策 2014-2030（Kenya Health Policy 2014-2030）」、KEMRI
の役割を定めた「法的通知第 35 号」に記載がある通り、ケニアでは感染症の排除を重点政

策目標と位置付け、感染症における研究と人材育成の中核的役割を KEMRI が担う方針であ

る。また、「KEMRI 戦略計画 2018-2023」では、インフラ及び機材のアップグレードが戦略

目標のひとつとして明記されている。本事業はこれらの政策及び戦略目標を具現化するも

のである。 

(3) 我が国の援助政策との整合性 

我が国は対ケニア国別開発協力方針（2020 年）で、①経済インフラ整備、②産業開発、③農

業開発、④UHC、⑤環境、⑥地域の安定化の 6 つを重点分野（中目標）に掲げている。事業

展開計画（2020 年）では、中目標④UHC の開発課題 2 に「健康危機準備対応」を挙げ、感

染症対策の人材育成や域内のラボネットワーク構築について協力を展開し、持続可能な開
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発目標 3（保健）、4（教育）、9（インフラ、産業化、イノベーション）等の達成に貢献す

るとしている。2016 年の第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）での成果文書である「ナイ

ロビ実施計画24」の中では、ピラー2 として「質の高い生活のための強靱な保健システム促

進」を掲げ、①保健システムの強化、②公衆衛生上の危機への対応、③UHC、④栄養を重点

項目としている。①保健システムの強化では国際保健規則（IHR）に関するコア能力の構築

（国家、地域、大陸レベルでサーベイランス及び研究所能力を強化）、様々な疾病への対策

や研究開発の強化、②公衆衛生上の危機への対応においては、各国の健康危機リスクを管理

する能力の強化等が今後の具体的な取り組みとして示されている。2022 年 8 月に開催予定

の TICAD VIII に向けて、「COVID-19 への対応能力の強化」「強靱で包摂的な保健・医療

システムの構築」が日本の具体的な取り組みとして進められている。よって、本事業の実施

により期待される KEMRI の研究機能及び緊急対応能力強化は我が国の援助政策と整合し

ている。 

4-4-2 有効性 

協力対象事業実施による直接効果（アウトプット）及びプロジェクト全体計画の実施により

将来達成が期待される効果（アウトカム）に関する効果指標を以下に記す。指標の基準年は

2022 年とし、目標年は施設建設及び機材供与完了予定の 2025 年から 3 年後の 2028 年とし

て、定量的指標と定性的指標を提案する。 

(1) 定量的効果 

定量的指標として、「BSL3 実験室を使用する研究プロジェクト数」と「本無償資金協力事

業により実施可能となった 6 つの研究手法・手技のうち新たに導入された手法・手技の数」

を提案し、表 4-1 のとおり基準値と目標値を設定する。 

表 4-1 定量的効果の指標 

定量的指標 
指標値 目標値（2028 年度） 

【事業完成 3 年後】 基準年 基準値 

BSL3 実験室を使用する研究プロジェクト数 2022 年 4 プロジェクト KEMRI 計画値 
10 プロジェクト 

本無償資金協力事業により実施可能となった以下の研
究手法・手技のうち、新たに導入された手法・手技の数 
 
① BSL3 を用いた動物実験による前臨床試験 
② 動物実験による BSL3 病原体の病態生理の実験 
③ 未知の化合物の質量・構造解析 
④ ナノテクノロジー 
⑤ 病原体を含む組織・細胞の超微細形態学的解析 
⑥ プロテオーム解析（タンパク質の網羅的解析） 

2022 年 0/6 手法・手技 KEMRI 計画値 
6/6 手法・手技 

出典：JICA 調査団 

「BSL3 実験室を使う研究プロジェクト数」：BSL3 実験室を 2 室整備することから、既存 1
室を含め 3 室となるため、BSL3 実験室で行われるプロジェクト数は現在よりも 3 倍程度増

 
24 外務省 TICAD VI ナイロビ実施計画 2016 https://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/page3_001789.html#section2 
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加するものと予測できる。第一次現地調査時に KEMRI は期待するプロジェクト数を 10 と

しており、それに準じ 10 プロジェクトを目標値として設定した。BSL3 実験室が 1 室しか

なく手狭であることが KEMRI にとっての最重要課題であり、本事業での増室による効果を

測定することは適切といえる。 

「本無償資金協力事業により実施可能となった 6 つの研究手法・手技のうち新たに導入さ

れた手法・手技の数」：表 4-1 の①から⑥の研究手法・手技のうち、①②について、動物実

験は危険度が低い病原体で現状行っており、BSL3 実験室が完成次第、導入可能である。③

⑤⑥は研究を始めてはいるものの、必要な機材がなく、その手法・手技が実施できないため

KEMRI 内で実験を完結できない状況である。事業が完了次第これら手法・手技を導入し、

実験の全工程を実施できる。④も電子顕微鏡の設置により、導入が可能である。事業完了 3
年後には全手法・手技を導入できるとの KEMRI 側の見通しであったため、目標値を 6 手

法・手技とした。 

(2) 定性的効果 

1) BSL 実験室を活用した分子疫学的技術を用いた高度な感染症動向の監視（サーベイラ

ンス）が行われている。 

本事業により、BSL3 含む病原体の分離・培養が実施可能となり、中和試験の実施能力

及び病原体のゲノム解析の処理能力が強化されるため、分子疫学分野での調査・研究機

能が大きく向上すると考えられる。これらの技術や施設を活用することで感染拡大のリ

スク因子や伝播経路の推定が可能となり、より高度な感染症動向の分子疫学的サーベイ

ランスの継続や、科学的根拠（エビデンス）に基づいた具体的対策の提案が期待できる。 

2) 感染症対応能力向上に向けた人材育成や研究交流にバーチャルラボが活用されている。 

バーチャルラボはオンラインでの会議・研修や e-Learning、情報共有の場となる予定で

ある。国内外の研究所や検査機関を対象に感染症の新たな診断法や検体取り扱いなどの

シミュレーションを含めたオンライン研修の実施が可能となり、先端的な研修をケニア

全国及び周辺国を対象に提供することで、対象地域における感染症対策の人材育成の強

化が見込める。また、国内外の多数の研究者や学生とのオンラインでの交流が促進され、

国内外での感染症アウトブレイクやパンデミック時の最新の情報共有や研究交流等を

期待できる。 
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別添資料-1 調査団員・氏名 

名前 担当 所属 

伊藤 美和 総括／団長 JICA 人間開発部 保健第一グループ第一チーム企画役 

磯野 光夫 技術参与 JICA 人間開発部 国際協力専門員 

宮野 智希 業務主任者／建築計画１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

島田 隆次 副業務主任／建築計画２ 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮武 直子 建築設計／サイト状況調査 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

後藤 俊三 構造計画 
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（補強：有限会社後藤構造設計事務所） 

鈴木 正彦 設備設計 
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（株式会社システムプランニングコーポレーション） 

鴨川 靖史 施工計画／積算 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

金子 昭生 機材計画／維持管理計画 フジタプランニング株式会社 

（補強：合同会社 AHMN） 

村井 俊康 調達計画／積算 フジタプランニング株式会社 

高宮 亜紀子 研究計画（D 枠） 
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（補強：株式会社日本開発サービス） 

井上 洋一 研究計画（D 枠） 
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（補強：株式会社日本開発サービス） 

渋井 直人 環境社会配慮 
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（補強：Environmental Technology Africa Ltd.） 

宮下 登麻 
業務調整／建築設計・積算

補佐（自主負担） 

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

出所：調査団作成 
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別添資料-2 調査行程 

第 1 回現地調査は 2022 年 1 月 18 日から 2022 年 2 月 7 日に実施した。 

表 1 第 1 回現地調査の各調査団員の現地渡航期間 

氏名 担当業務 現地渡航期間 

伊藤 美和 総括／団長 2022 年 1 月 22 日～2022 年 1 月 30 日 

磯野 光夫 技術参与 2022 年 1 月 22 日～2022 年 1 月 30 日 

宮野 智希 業務主任者／建築計画１ 2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

島田 隆次 副業務主任／建築計画２ 2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

宮武 直子 建築設計／サイト状況調査 2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

鈴木 正彦 設備設計 2022 年 1 月 22 日～2022 年 2 月 5 日 

鴨川 靖史 施工計画／積算 2022 年 1 月 21 日～2022 年 2 月 5 日 

金子 昭生 機材計画／維持管理計画 2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

村井 俊康 調達計画／積算 2022 年 1 月 21 日～2022 年 2 月 5 日 

高宮 亜紀子 研究計画（D 枠） 2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

渋井 直人 環境社会配慮 現地滞在 

宮下 登麻 
業務調整／建築設計・積算補佐（自主負
担） 

2022 年 1 月 18 日～2022 年 2 月 7 日 

出所：調査団作成 

 

現地調査日程は下記の通りである。 

表 2 第 1 回現地調査日程 

日程 行程 所在地 

1 月 18 日（火）～
1 月 19 日（水） 

成田発、ドーハ経由、ナイロビ着 （7 名）東京→ナイロビ 

1 月 20 日（木） KEMRI にてインセプションレポート説明、既存施設、サイト視察 （8 名）ナイロビ 

1 月 21 日（金） 既存施設視察、JICA ケニア事務所訪問 
（8 名）ナイロビ 

（2 名）東京→ナイロビ 

1 月 22 日（土） 資料整理、団内協議、現地再委託先面談（環境社会配慮） 
（10 名）ナイロビ 

（1 名）東京→ナイロビ 

1 月 23 日（日） 
資料整理、現地コンストラクターに施工事情の聞き取り、現地再委託先面
談（サイト状況調査） 

（11 名）ナイロビ 

（2 名）東京→ナイロビ 

1 月 24 日（月） 既存施設視察、ボーリング位置の確認、 ナイロビ 

1 月 25 日（火） 研究計画聞き取り、長崎大学熱帯医学研究所視察、 ナイロビ 

1 月 26 日（水） M/D 協議、現地施工事情聞き取り、 ナイロビ 

1 月 27 日（木） M/D 調印 ナイロビ 

1 月 28 日（金） 施工単価収集、機材調達事情聞き取り ナイロビ 

1 月 29 日（土） 資料整理、団内協議 
（11 名）ナイロビ 

（2 名）ナイロビ→東京 

1 月 30 日（日） 資料整理、団内協議 
（10 名）ナイロビ 

（１名）ナイロビ→東京 

1 月 31 日（月） 施設、機材、研究計画検討、施工単価収集、機材調達事情聞き取り （10 名）ナイロビ 

2 月 1 日（火） 施設、機材、研究計画検討、長崎大学熱帯医学研究所訪問、 （10 名）ナイロビ 

2 月 2 日（水） JICA 本部とオンライン会議、施設、機材、研究計画検討 （10 名）ナイロビ 

2 月 3 日（木） 現地データセンター視察、ワークショップ実施、T/N 協議 （10 名）ナイロビ 
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日程 行程 所在地 

2 月 4 日（金） T/N 調印、PCR 検査 
（7 名）ナイロビ 

（3 名）ナイロビ→東京 

2 月 5 日（土） PCR 検査後、隔離 （6 名）ナイロビ 

2 月 6 日（日）～2
月 7 日（月） 

ナイロビ発、ドーハ経由、成田着 
（6 名）ナイロビ→東京 

出所：調査団作成 

 

概略設計概要説明調査は 2022 年 7 月 22 日から 2022 年 7 月 31 日に実施した。 

表 3 概略設計概要説明調査の各調査団員の現地渡航期間 

氏名 担当業務 現地渡航期間 

伊藤 美和 総括／団長 2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

磯野 光夫 技術参与 2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

宮野 智希 業務主任者／建築計画１ 2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

宮武 直子 建築設計／サイト状況調査 2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

金子 昭生 機材計画／維持管理計画 2022 年 7 月 22 日～2022 年 7 月 31 日 

出所：調査団作成 

現地調査日程は下記の通りである。 

表 4 概略設計概要説明調査日程 

日 程 行程 所在地 

7 月 22 日（金）～7
月 23 日（土） 

成田発、アディスアベバ経由、ナイロビ着 東京→ナイロビ 

7 月 24 日（日） 団内協議 ナイロビ 

7 月 25 日（月） JICA ケニア事務所訪問、KEMRI 協議 ナイロビ 

7 月 26 日（火） ミニッツ協議 ナイロビ 

7 月 27 日（水） ミニッツ協議 ナイロビ 

7 月 28 日（木） ミニッツ協議 ナイロビ 

7 月 29 日（土）～7
月 31 日（日） 

ナイロビ発、アディスアベバ、バンコク経由、成田着 ナイロビ→東京 

出所：調査団作成 
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別添資料-3 関係者（面会者）リスト 
 

1. JICA ケニア事務所 

吉井 佑三子    : 次長 

 

2. KEMRI 

Prof. Sam Kariuki   : Ag. Director General 

Dr. Evans Amukoye   : Ag. Director Research and Development 

Anthony S Wachira   : Ag. Director Corporate Services 

Prof. Elijah M Songok   : Director Research and Capacity Building 

Dr. Kizito M Lubano  : Ag. Director Scientific Programs, Partnerships, and  

    Grants Management 

Dr. Muuo Nzou  : Assistant Principal Research Scientist 

Ms. Grace Munoru  : Deputy Director Engineering & Maintenance 

Mr. Nicolas Mwikwabe  : Assistant Principal Research Scientist 

Mr. Safari Agure  : Senior Research Scientist 

Dr. Damaris Matoke  : Principal Research Scientist 

Dr. Evans Chadeka  : Research Scientist 

Dr. Ernest Wandera  : Research Scientist 

Mr. Milkah Mwangi  : Senior Research Scientist 

Mr. Sharon Gatwiri  : Grants Management Officer 

Mr. Patricia Nzioki  : Human Resource Management Officer 

Mr. Edwin Webala  : Principal Engineering Technologist 

Ms. Jesse M Waitherero  : Bio-medical Engineer 

Mr. Elizabeth W Mbugua  : Senior Engineer 

 

3. ローカルコントラクター 

SEYANI BROTHERS & CO (K) Ltd 

Mr. Hirji Seyani    : Managing Director 

Mr. Micheal O. Kosuri   : Cost Estimator 

 

AFCON AFRICA LIMITED 

Mr. Ravi M. Vekaria 

 

CEMENTERS 

Mr. Ramesh Vishram   : Managing Director 

Mr. Ashish Vishram   : Project Manager 

 

Epco 

Mr Mayur R. Varasani   : MEng. (Civil) Director 

 

4. ローカルコンサルタント 

Batch Consulting Engineers 

Mr. Michael O. Ogola   : Managing Director 

 

 

Kenya National Cleaner Production Center 

Dr. Jane B. Nyakango’o  : Director 

Mr. Nyamori Steve Onserio  : Deputy Director 
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Clean Tech East Africa Ltd 

Mr. Andrew Moseti   : Project Director 

 

Avenir Engineering & Associates Consulting Ltd 

Mr. John Munene MDUMIA  : Project Engineer 

Mr. Joemark Mureithi Gichuki  : Staff 

Ms. Scholasthicah Wambui Wangamwa : Staff 

Mr. Ian Migwi Mwangi   : Staff 

 

5. 機材関連      

Chemoquip Ltd 

Mr. Franklin Wekesa   : Sales representative/ Medical Tech 

 

Ultralab East Africa Ltd 

Ms. Caroline Nyaga   : Staff 

 

Sam-Tech Diagnostics Co Ltd 

Mr. Samson Maina   : Director 

 

Crown Healthcare Kenya Ltd 

Mr. Benson Kuria   : Head of Lab Department 

Mr. James Masitsah   : Service Manager 

 

Hass Scientific and Medical Supplies Ltd 

Mr. Benjamin Njeru   : Business Development Manager 

Mr. Kiprop Timothy Taxus  : Diagnostic Sales Executive 

 

Bioscope Laboratory Supplies Ltd 

Ms. Gladys Mwangi   : Marketing Consultant 

 

ApicalMed Ltd 

Mr. Willis Kimani   : Managing Director 

 

Meditec Systems Ltd 

Mr. Johnson Charanah   : Staff 

Ms. Mary Mbete    : Staff 

 

Bioquest Kenya Ltd 

Mr. Philip Talamson   : General Manager 

 

Biotec Laboratories Ltd 

Mr. Moses C. O. Lorre   : Business Director 

 

Sciencescope Ltd 

Mr. Joackim Marring   : Staff 

Mr. Wyclife Odhiambo   : Staff 

Mr. Bruce Mutua   : Staff 

Mr. Sachin Bakrauia   : Staff 
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Toda Medical Supplies Ltd 

Mr. Mwita David    : Director 

 

Endevour Instrument Africa Ltd 

Mr. Sharad Kothari   : Technical Strategy Manager 

 

Faram East Africa Ltd 

Mr. Erastus Momanyi   : Managing Director 

Ms. Loise Mnyambu   : Business Development  

Mr. Peter Malika    : Operations Manager 

 

Biozeq Kenya Ltd 

Mr. Mahmoud Ng’ang’a   : Director 

Mr. Shamim Wambui   : Marketing Manager 

 

Nairobi X-Ray Supplies Ltd 

Mr. Mohammed Asfak   : Application Specialist 

 

Africa Biosystems Ltd 

Ms. Amy Wahome   : Field Application and Sales Specialist 

Mr. William Chege Kiaie   : Field Application Specialist 
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Technical Notes 

on the Preparatory Su1-vey for the Project for 

Strengthening the Research Capacity of Kenya Medical Research Institute 

ln addition to the discussion held by the officials of the Government of Kenya 

and the Prep釘atory Survey Te皿1 (hereinafter referred to as ぃthe Team'') for the Outline 

Design of the Project for Strengthening the Research Capacity of Kenya Medical 

Research Institute (hereinafter referred to as "KEMR[") (hereinafter referred to as'·the 

Project") dispatched by Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to 

as'·JICA") which minutes was signed on 27 th 
January 2022, KEMRI and the consultants 

of the Team (hereinafter referred to as "the Consultant") have confirmed the technical 

matters described in the attached sheets. 

Nairobi｀砂February 2022 

り＾ 三□
D irector General & CEO 

Kenya Medical Research Institute 

The Republic of Kenya 

Ch ief Consultant

Prepai-atory Survey Team 

Oriental Consultants Global 

Japan 

ー
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